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令和３年 第１回太子町議会定例会会議録 

 

令和３年３月２日（火） 午前 ９時３０分開会 

 

◎出席議員（１０名） 

  １番  斧 田 秀 明 君        ６番   本   馨 君 

  ２番  建 石 良 明 君        ７番  中 村 直 幸 君 

  ３番  西 田 いく子 君        ８番  森 田 忠 彦 君 

  ４番  藤 井 千代美 君        ９番  山 田   強 君 

  ５番   本 博 之 君       １０番  村 井 浩 二 君 

 

◎欠席議員（なし） 

 

◎地方自治法第１２１条の規定により、本会議に説明のために出席した者の職氏名 

 町 長  田 中 祐 二 君    住民人権課長  吉 田 雅 樹 君 

 副 町 長  藤 原   幹 君    危機管理課長  村 上 正 規 君 

 教 育 長  勝 良 憲 治 君    観光産業課長  西 本 武 史 君 

 総 務 部 長  小 角 孝 彦 君    地域整備課長  堀 内 孝 茂 君 

 まちづくり推進部長  村 上 正 規 君    生活環境課長   本 知 也 君 

 健康福祉部長  子 安 逸 二 君    子育て支援課長  小 路 展 裕 君 

 教 育 次 長  池 田 貴 則 君    福 祉 課 長  松 岡 健 一 君 

 秘 書 課 長  東 條 信 也 君    高齢介護課長  武 部 勝 浩 君 

 総務政策課長  奥 埜 哲 生 君    健康増進課長  松 井   靖 君 

 財 政 課 長  小 角 孝 彦 君    保険医療課長  子 安 逸 二 君 
 
 会計管理者         林   達 也 君    教育総務課長  池 田 貴 則 君 
 兼会計課長 

 税 務 課 長  林   達 也 君    生涯学習課長  鳥 取 勝 憲 君 

 

◎議会事務局 

 事 務 局 長  上 田 周 治      書 記  木 下 雄 平 
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◎議事日程第１号 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件 

 日程第３ 報告第 １号 令和２年度太子町一般会計補正予算（第９号）の専決処分

の件（町長提出議案） 

 日程第４ 議案第 １号 一般職の職員の給与に関する条例中改正の件（町長提出議

案） 

 日程第５ 議案第 ２号 太子町国民健康保険条例中改正の件（町長提出議案） 

 日程第６ 議案第 ３号 太子町介護保険条例中改正の件（町長提出議案） 

 日程第７ 議案第 ４号 太子町消防団条例中改正の件（町長提出議案） 

 日程第８ 議案第 ５号 令和２年度太子町一般会計補正予算（第１０号）（町長提

出議案） 

 日程第９ 議案第 ６号 令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

（町長提出議案） 

 日程第10 議案第 ７号 令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）（町長提出議案） 

 日程第11 議案第 ８号 令和３年度太子町一般会計予算（町長提出議案） 

 日程第12 議案第 ９号 令和３年度太子町国民健康保険特別会計予算（町長提出議

案） 

 日程第13 議案第１０号 令和３年度太子町山田財産区特別会計予算（町長提出議案） 

 日程第14 議案第１１号 令和３年度太子町春日財産区特別会計予算（町長提出議案） 

 日程第15 議案第１２号 令和３年度太子町介護保険特別会計予算（町長提出議案） 

 日程第16 議案第１３号 令和３年度太子町後期高齢者医療特別会計予算（町長提出

議案） 

 日程第17 議案第１４号 令和３年度太子町下水道事業会計予算（町長提出議案） 

 日程第18 議案第１５号 山田財産区管理委員の選任について同意を求める件（町長

提出議案） 

 日程第19 請願第 １号 日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める

意見書の提出を求める請願 

 日程第20 諸般の報告（監査、南河内環境事業組合議会、大阪広域水道企業団議会） 
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○議長（村井浩二君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、第１回定例会が招集されました。皆様におかれましては、ご出席いただき、誠

にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症におきましては、大阪府の緊急事態宣言は解除となりまし

たが、いまだ予断を許さぬ状況であり、新型コロナウイルスワクチンの接種も医療従事

者から順次開始されております。本町においては、来月には聖火リレーをはじめ、太子

聖燈会の開催が予定されているなど、明るい話題も出始め、光明が見えつつあります。 

 しかし、いまだ日々、 前線においては、懸命に職務を遂行されている医療従事者の

方々におかれましては、本当に頭の下がる思いであると共に、深く感謝の意を表します。

感染された方々に対しましては、一刻も早い回復をご祈念申し上げますと共に、又、全

国においてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共に、ご遺族の

皆様に謹んでお悔やみを申し上げます。 

 又、本定例会におきましても、新型コロナウイルス感染症への対応として、理事者側

の出席を 少限の人数とするほか、議員、職員及び傍聴者においては、マスクの着用を

必須とすることにしておりますので、ご理解、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げ

ます。 

（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（村井浩二君） 本日は全員出席していただいておりますので、本会議は成立いた

しました。 

 これより、令和３年第１回太子町議会定例会を開会いたします。 

 中村議員の発言を許します。 

○７番（中村直幸君） 去る２月２２日に株式会社Ｆ.Ｃ.大阪と我が町太子町との包括連

携協定について疑義があります。よって、この詳細な説明を求めるため、動議による、

暫時休憩を求めます。 

○議長（村井浩二君） 建石議員の発言を許します。 

○２番（建石良明君） 今の動議の内容をもうちょっと詳しく説明していただきたい。で

ないと、せっかくこの当初議案の定例会においても、大事な議会において、きっちりと

した議論をするのに、そうした冒頭から緊急動議を出されて、明確なあれがないのに、

緊急を発するということは、僕はちょっと納得がいかないので、これ以上、詳細に説明

をお願いできますか。 
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○議長（村井浩二君） それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知ら

せします。 

（午前 ９時３４分 休憩） 

                                       

（午後 ３時００分 再開） 

○議長（村井浩二君） それでは、再開いたします。 

 本日は、傍聴人におかれましては、お忙しい中、又、足元の悪い中、議会開会に当た

りまして、多数傍聴、お越しいただいたにもかかわらず、開会するや否や暫時休憩とさ

せていただき、議会運営委員会及び議員全員協議会を開催させていただきました。その

間、本会議は長時間の休憩となり、誠に申し訳ございませんでした。第１回定例会の議

事を運営する上で必要と判断した上のことでございますので、何とぞご理解のほどをよ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、改めまして、町長より開会の挨拶を受けます。 

 町長。 

○町長（田中祐二君） 令和３年第１回定例会の開会に当たり、ご挨拶を申し上げます。 

 この冬は、例年に比べ寒暖の差が激しく、立春が過ぎても真冬に戻ったような日もあ

りましたが、日増しに暖かくなる日差しに春の訪れを感じる時節となってきたところで

ございます。 

 本日、定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、公私何かとお忙しい中、

ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会へ提出いたします案件でございますが、まず報告といたしまして、令

和２年度太子町一般会計補正予算（第９号）の専決処分の件の１件、条例案としまして、

一般職の職員の給与に関する条例中改正の件ほか３件、予算案といたしまして、補正予

算案で、令和２年度太子町一般会計補正予算（第１０号）ほか２件、当初予算案としま

して、令和３年度太子町一般会計予算ほか６件、人事案件としまして、山田財産区管理

委員の選任について同意を求める件の１件、以上合わせまして１６件でございます。 

 尚、施政方針につきましては、この後、発表させていただきたいと存じます。又、各

議案の内容につきましても、改めてご説明をさせていただきます。 

 尚、株式会社Ｆ.Ｃ.大阪との包括連携協定の締結に際しては、議会軽視の意図は毛頭

ありませんでしたが、配慮に欠ける結果となり、今後はこのようなことがないよう町政
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運営に努めてまいります。 

 各議案につきましては、何とぞよろしくご審議をいただき、ご議決、ご同意賜ります

ようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきま

す。 

○議長（村井浩二君） 議事に入る前に、町長より令和３年度施政方針について発言を求

められておりますので、これを許します。 

 町長。 

○町長（田中祐二君） それでは、施政方針を申し述べます。 

 令和３年第１回太子町議会定例会の開会に当たり、令和３年度当初予算並びに諸案件

のご審議をお願いするにつき、町政に取り組む所信の一端を申し述べ、委員の皆様をは

じめ、住民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 昨年４月の町長就任以来、太子町の町政運営を進めてまいりましたが、この間、全世

界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症への対策としまして、住民の皆様の生命、

健康、生活を守るための様々な取組を議会の皆様にもご協力いただきながら実施をして

まいりました。新年度におきましても、ウィズコロナの新しい生活様式への移行につい

ての取組と併せまして、４月から予定されている６５歳以上の高齢者への新型コロナウ

イルスワクチンの接種につきましても、円滑に進むよう、富田林医師会などと連携を取

りながらしっかりと準備を進めてまいります。 

 さて、今年は東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催の年であり、太子町

は府内町村で唯一、聖火リレーが通過いたします。更に、聖徳太子没後１４００年とな

る年で、叡福寺や西方院等で様々な記念事業が実施されるなど、本町におけるビッグイ

ベントが開催される年となります。 

 いまだ予断を許さない新型コロナウイルス感染症の影響が危惧される中ではあります

が、これらのビッグイベントを機に一層の本町の知名度アップに取り組み、地域の活性

化も併せて進めてまいりたいと考えております。 

 又、本町におきましても、多くの自治体が抱える共通の課題でもあります少子高齢化

の進行と人口減少を常に意識しながら施策を進めることが求められるところではありま

すが、去る２月２２日に開催されました太子町総合計画審議会におきまして、令和３年

度から令和７年度までの５年間を計画期間とする第５次太子町総合計画後期基本計画に

ついて答申を受けたところであり、引き続き総合計画に掲げる将来像の実現並びに５つ
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の基本目標の達成に向け、施策を着実に進めてまいりますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 さて、本年３月１１日で、あの東日本大震災から１０年となりますが、その余震とも

言われる震度６を超える地震が２月１３日に宮城県、福島県を中心に発生しました。こ

のような中、国におきましては、震災の経験も教訓とし、地震のみならず様々な災害に

対応する、強く、しなやかな国民生活の実現に向け国土強靱化における取組が進められ

ているところであります。 

 又、国の令和３年度予算においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に万全を

期しつつ、デジタルの社会、グリーン社会、活力ある地方、少子化対策など、全世代型

社会保障制度等といった中長期的な課題にも対応する予算とされています。 

 大阪府におきましては、令和３年度を２０２５年大阪・関西万博を見据え、大阪が強

い自治体として、新型コロナウイルス感染症から府民の命と暮らしを守りつつ、世界の

中で躍動し、成長し続ける大阪の実現に向けた取組を着実に進める年とし、まずコロナ

との共存を前提に、誰一人取り残さないというＳＤＧｓの理念を踏まえ、感染拡大の防

止と社会経済活動維持の両立に全力で取り組むと共に、併せて、ＤＸ（デジタル・トラ

ンスフォーメーション）の加速などの新たな潮流にも対応し、大阪経済、府民生活を回

復軌道に乗せながら、コロナの危機を乗り越えた先にある大阪の未来をつくっていくこ

ととしています。 

 本町におきましても、人口減少と共に少子化、超高齢社会が進展するという問題を抱

え、ますます厳しい財政運営が強いられることが見込まれる中ではありますが、ポスト

コロナにおける住民の皆様の生活を見据え、国や府の施策等を協調して、町政運営を進

めてまいります。 

 又、第５次総合計画に掲げる将来像、人と自然と歴史が交流し未来へつなぐ和のまち

たいしを実現すると共に、効果的に事業を展開するため、選択と集中の考えの下、持続

可能なまちづくりを目指してまいりますので、議員の皆様をはじめ、住民の皆様のご理

解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 本町の令和３年度当初予算（案）につきましては、財政収支改善に向けた目標値を設

定し、シーリングによる歳出の削減を図ると共に、第５次総合計画に掲げる基本計画に

即し、事業の優先度や必要性、又、効率性などを十分精査した上で予算編成を行ったと

ころでございます。 
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 令和３年度の各会計予算は、一般会計では５６億３千８８０万２千円、特別会計と下

水道企業会計の合計では３５億１千６１０万６千円となり、全会計総計では９１億５千

４９０万８千円となりました。 

 尚、当初予算（案）につきましては、提案理由の中で説明いたしますが、ここでは主

な施策を第５次総合計画の柱に沿ってご説明いたしますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

 それではまず、心健やかで、元気に暮らせるまちづくりについてであります。 

 少子高齢化が進展する中、結婚、妊娠、出産、育児の切れ目のない支援により、安心

して子どもを産み育てる環境づくりを推進すると共に、住民が健康に暮らせる体制の充

実に取り組んでまいります。 

 児童虐待防止の強化に向け、全ての子どもとその家庭及び妊婦の方などの実情を把握

し、子どもに関する相談全般から通所、在宅支援を中心とした、より専門的な相談体制

の構築や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までの機能を担う、

子ども家庭総合支援拠点の運営について、社会福祉士を配置した上で行ってまいります。 

 又、産前産後の体調不良により、育児、家事が難しく、支援もない家庭に対して、ヘ

ルパーを派遣することで肉体的、精神的負担を軽減することにより、安全、安心な妊娠

から出産、子育ての支援を行うなど、妊娠出産包括支援事業に取り組んでまいります。 

 更に、子ども医療費助成につきましては、令和３年１月から対象を高校卒業の年齢ま

で拡充したところであり、より安心して子育てができる環境を整えてまいります。 

 次に、結婚に伴う経済的負担の軽減を目的として、新婚世帯に対し、新生活のスター

トアップに係る経費の支援を行う補助金につきまして、より多くの方が活用できるよう

対象要件の緩和を行ってまいります。又、子育て世代の転入や高齢者世帯が安心して暮

らせる環境づくりを行うために、町内の親元への同居や近居に対する住宅取得等に係る

経費の補助につきましては、申請等の手続きの簡略化や町内転居を対象とするなど、制

度の拡充を行った上で継続してまいります。 

 又、高齢者に対する取組としましては、後期高齢者移行前後における保健事業の継続

性の課題とフレイル状態に起因する疾病予防や高齢者の生活機能面でのニーズへの対応

のため、介護予防と連携した、よりきめ細やかな保健事業を実施してまいります。 

 続きまして、支え合い、安心して暮らせるまちづくりについてであります。 

 地域住民が安全、安心に暮らすための基盤となる施設や環境の整備を行ってまいりま
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す。町の安全性、快適性の向上の取組としての空き家対策につきましては、その利活用

が図られるよう、今年１月に空き家バンク制度を創設しており、今後、この制度を有効

活用するなど、空き家の活用と住環境の整備を進めると共に、都市基盤である下水道施

設について調査、点検、更新を行い、老朽化対策を計画的に進めてまいります。 

 又、景観の向上を図る取組として、現在、竹内街道周辺区域において景観計画区域の

策定を行っており、叡福寺周辺区域と併せて、住民との協働による景観まちづくりを引

き続き進めてまいります。 

 更に、暮らしの利便性に関しましては、地域公共交通網形成計画に基づき、昨年６月

から開始しておりますコミュニティバスの実証運行につきまして、地域に即した持続可

能な地域公共交通の構築を目指し、引き続き地域公共交通会議において協議等を進めて

まいります。 

 そして、防災につきましては、太子町地域防災計画及び新たに策定しました太子町国

土強靱化地域計画に基づき、引き続き災害に強いまちづくりを進めてまいります。その

ような中、近年の消防団活動につきましては、火災のみならず、行方不明者の捜索や災

害対応など、多種多様化する一方で、深刻な担い手不足に直面しています。こうした状

況を改善するため、機能別消防団員制度を導入することにより、一定年数以上の経験を

有する元消防団員等をＯＢ団員として活躍できるようにし、消防団員の確保に努め、消

防力及び防災力の強化を図ってまいります。 

 続きまして、活力と魅力にあふれる、個性豊かなまちづくりについてであります。 

 人口減少への対応として、安定した経済活動が行われることが必要であり、産業の振

興や交流機能の向上により、地域の活力向上を図ってまいります。 

 皆様ご存じのように、太子町には町名の由来であります聖徳太子御廟をはじめとする

歴史、文化遺産、又、二上山をはじめとする豊かな自然が存在します。竹内街道につき

ましては、日本遺産に認定されているところであります。 

 今年は、聖徳太子没後１４００年の節目の年であり、聖徳太子没後１４００年記念実

行委員会におきまして、記念シンポジウムの開催や近畿日本鉄道株式会社等と連携した

歴史ウォークの実施など、様々なイベントが計画されているところですが、町としまし

ても、行政の立場からの役割を果たしながら共に取り組み、そして本町の観光振興につ

なげてまいります。 

 又、ポストコロナ時において、本町を訪れる観光客の皆様が気軽に立ち寄れる場所の
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創出として、竹内街道周辺区域及び叡福寺周辺区域での空き家、空き店舗となった古民

家を活用した飲食店舗の開業について支援を行ってまいります。 

 そして、本町の産業発展への取組としまして、町内での起業や創業を考えている事業

者に対して支援を行い、新規の事業者を誘致することにより、地域経済の発展と雇用の

促進につなげてまいります。 

 続きまして、豊かな自然・歴史と共に育つ、誇りあるまちづくりについてであります。 

 地域に愛着と誇りを持ち、地域を支える人材の育成を行ってまいります。 

 社会のグローバル化に伴い、英語をはじめとする外国語の習得が必須となってきてお

り、本町におきましても、小中学校における外国語活動の取組などを引き続き推進する

と共に、英語検定試験を活用することにより、学習到達度の客観性を確保してまいりま

す。英語検定試験の活用につきましては、令和３年度から小学５、６年生にも拡大する

と共に、私立の小中学校に進学した児童生徒も含めて、検定料の補助、助成を行ってま

いります。 

 （仮称）生涯学習施設の整備を進めるに当たりましては、私が町長に就任して以来、

様々な視点による検証を改めて行った上で、議員の皆様にもご理解をいただき、現在建

設工事を進めておりますが、今後、この施設を 大限に有効活用するため、その運営方

法や活用方法等について、引き続き検討を進めてまいります。 

 国指定史跡二子塚古墳につきましては、その保存、活用について検討を進め、史跡と

しての環境整備を行うことにより、適切な保存管理を行うと共に、地域の歴史を学ぶ場

となるよう活用の推進を図ってまいります。又、災害時における活用や公園機能を併せ

持った憩いの場ともなること、加えて、観光客誘致の拠点としての役割があることなど

につきましても、住民の皆様にご理解を求めつつ進めてまいりたいと思います。 

 後に、みんなで歩む協働のまちづくりについてであります。 

 今後、本町におきましても、人口減少、少子高齢化の進展や、更には社会経済情勢の

変化や住民のライフスタイルの変化によるニーズの多様化が行政の運営に影響を及ぼす

ことが明らかであることから、引き続き住民をはじめ、多様な主体との信頼関係に基づ

く連携、協働のまちづくりを進めてまいります。 

 住民の皆様とは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を見極めながら、住民の皆様

の生の声をお聞きできるようタウンミーティングを開催してまいります。 

 又、公民連携の取組としましては、２月２２日に本町と株式会社Ｆ.Ｃ.大阪は、太子
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町のＰＲ、地域活性化、子ども・福祉、スポーツ・健康、ＤＸ（デジタル・トランスフ

ォーメーション）など、５分野にわたる連携と協働に関する包括連携協定を締結いたし

ました。 

 株式会社Ｆ.Ｃ.大阪は、その名の示すとおり、大阪のプロサッカークラブを運営する

会社でありますが、クラブ活動を通じて大阪を盛り上げようをコンセプトに活動され、

既に大阪府を含む府内の複数の市町村と連携協定を締結されております。地方創生を通

じて、個性豊かで魅力ある地域社会の実現等に向けた取組が進む中、今回の包括連携協

定により、多くの分野において、連携、協働を促進し、地域の活性化及び住民サービス

の向上を図ってまいります。 

 又、第５次総合計画における後期基本計画をはじめとする各種計画を確実に進め、そ

して全ての事業を定期的に検証する事業評価制度を進めていくことにより、次世代に向

けて持続可能な暮らしやすいまちづくりを行うための健全な財政運営の確立に向け、行

財政改革に継続して取り組んでまいります。 

 以上、今議会に提案しております予算（案）を中心に、今後、取り組む新たな施策、

事業についてご説明を申し上げました。 

 後になりますが、各施策につきましては、町単独で行えるものもありますが、その

多くが国や大阪府の支援が欠かせない状況でございます。本町のような小さな町では、

とりわけ大阪府との連携を密にして施策を推進することが重要であると考えております。

又、持続可能ということでは、国連のサミットで採択された持続可能な開発目標、ＳＤ

Ｇｓを取り入れた施策を町政全般にわたって展開してまいりたいと考えております。 

 そして、第５次太子町総合計画を柱にしつつ、Ｃｈａｎｇｅ！笑顔あふれる太子町

に！！をコンセプトに、新たな挑戦を継続していく所存でございますので、議会並びに

住民の皆様には、尚一層のご理解とご協力、そしてご支援を賜りますよう、心からお願

いを申し上げまして、私の令和３年度の町政運営に対する施政方針といたします。 

○議長（村井浩二君） それでは、直ちに会議に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配布しておりますとおりでございます。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会における会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番、 本

博之議員、６番、 本馨議員を指名いたします。 
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○議長（村井浩二君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 今回の定例会につきましては、２月２４日に開催されました議会運営委員会におきま

して、検討いただきました結果、会期は本日３月２日から２５日までの２４日間で協議

がまとまりましたが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日より３月２５日まで

の２４日間と決定いたしました。 

 尚、定例会の運営予定ですが、お手元に配布しておりますとおり、本日は、提出され

た全ての議案及び請願を上程いたしまして、質疑の後、それぞれの常任委員会へ付託さ

させていただきたいと思います。ただし、日程第３、報告第１号及び日程第１８、議案

第１５号につきましては、本日、全員審議でお願いいたします。 

 次に、委員会の日程ですが、３日と１０日に総務まちづくり常任委員会を、４日と１

１日に福祉文教常任委員会を、５日と８日に予算常任委員会をそれぞれ開催していただ

きます。 

 尚、審議が残りましたら、１６日の予備日を当てていただきたいと思います。 

 又、追加議案等がございましたら、１８日に議会運営委員会と議員全員協議会を予定

しますので、よろしくお願いいたします。 

 ２３日に一般質問で本会議を再開させていただきますが、この一般質問の通告締切り

につきましては、９日の正午とさせていただきます。 

 ２５日に 終本会議を開催させていただきまして、それぞれの付託案件について委員

長報告を受け、議決を賜る予定でございます。 

 次に、諸般の報告でございますが、本日は、監査の報告、南河内環境事業組合議会の

報告、大阪広域水道企業団議会の報告の３件を行っていただく予定をしております。 

 尚、本会議の再開通知は省略とさせていただきますので、ご出席のほどをよろしくお

願いします。 

 又、本定例会までに受理されました陳情・要望書等につきましては、議員全員協議会

にて、その取扱いを決めていただき、措置したいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 
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○議長（村井浩二君） 日程第３、報告第１号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第

９号）の専決処分の件、これを議題といたします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 報告第１号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第９号）

の専決処分の件について、ご報告並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出の総額からそれぞれ７千５２０万２千円を減額し、総額を７

３億５千４９２万９千円とするものでございます。 

 本補正予算の主な内容でございますが、まず歳出としましては、新型コロナウイルス

感染症対策としまして、早急に実施すべき対策及び支援事業について予算措置を行うと

共に、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に要する経費の予算措置及びこれまで

実施してまいりました対策事業の精査を併せて行うものでございます。 

 一方、歳入につきましては、歳出増額等に伴う財源としまして、国庫支出金で予算措

置を行い、財政調整基金繰入金にて財源を調整しております。 

 本補正予算は、早急な対応が必要であることから、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき、本年２月１０日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、

本議会にご報告申し上げるものでございます。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、報告がありました。 

 お諮りいたします。 

 報告第１号は、会議規則第３９条第２項の規定に基づき、委員会付託を省略すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、報告第１号は委員会付託を省略

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 



－１３－ 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 報告第１号を承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、報告第１号、令和２年度太子町

一般会計補正予算（第９号）の専決処分の件は、報告のとおり承認されました。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第４、議案第１号から日程第７、議案第４号まで、これら４

件を一括議題といたします。 

 順次、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 議案第１号、一般職の職員の給与に関する条例中改正の件の

提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 現在、一般職の職員が下位の職務級へ降格した場合、降格した級の同額、又は同額が

ないときは、直近下位の額の号給としておりますが、今般、職員組合との労使交渉が調

いましたことから、国家公務員制度に準拠した降格時号給対応表により、号給を決定す

るための改正を行うものでございます。又、併せて、国及び他の地方公共団体との整合

を図るため、等級別基準職務表の３級及び４級の職務名称の見直しを行うものでござい

ます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 議案第２号、太子町国民健康保険条例中改正の件の提案

理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本改正は、大阪府国民健康保険運営方針に定める基準に基づき、国民健康保険料の賦

課限度額を改正するほか、同運営方針に基づく、公費による激変緩和措置の変更に伴い、

所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、中間所得者層の負担を軽減するため、令和３年度の国民



－１４－ 

健康保険料、医療分及び介護納付金分の保険料賦課限度額を大阪府の統一基準に改める

ものでございます。又、統一保険料率の引下げのために、激変緩和措置の対象市町村を

府内全市町村に拡大することに伴う経過措置を規定するものでございます。何とぞよろ

しくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第３号、太子町介護保険条例中改正の件の提案理由並びに内容のご

説明を申し上げます。 

 本改正は、令和３年度から令和５年度までの太子町高齢者保健福祉計画・第８期介護

保険事業計画の策定に伴う保険料率の改定等を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、令和３年度から令和５年度までの介護保険料基準額を年

額７万７千７６０円とし、平成３０年度から令和２年度までの第７期の基準額に比べ３

千９６０円の増額とするものでございます。 

 又、介護保険法施行規則の改正により、第１号被保険者の保険料設定における令和３

年度から令和５年度までの第６段階、第７段階、第８段階及び第９段階の基準となる所

得金額の見直しに伴い、本条例においても基準所得金額の見直し及び字句の修正を行う

ものでございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） 議案第４号、太子町消防団条例中改正の件の提案

理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本改正は、その者の能力や事情に応じて、特定の職務に限って従事させることができ

る機能別消防団員制度を創設することにより、一定年数以上の経験を有する者をＯＢ団

員として任用できるようにするものでございます。 

 改正の内容ですが、機能別消防団員の任命条件として、基本消防団員の任命条件に該

当し、かつ５年以上の経験を有する７０歳未満の元消防団員、又は消防吏員とし、報酬

として年額１万円を支給するものでございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜

りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、提案の理由の説明がありました。 

 これより質疑を行います。 



－１５－ 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 議案第１号、一般職の職員の給与に関する条例中改正の件、議案第４号、太子町消防

団条例中改正の件の２件は総務まちづくり常任委員会に付託いたします。議案第２号、

太子町国民健康保険条例中改正の件、議案第３号、太子町介護保険条例中改正の件の２

件は福祉文教常任委員会に付託いたします。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第８、議案第５号から日程第１０、議案第７号まで、これら

３件を一括議題といたします。 

 順次、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 議案第５号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第１０号）

の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出の総額からそれぞれ１億２千３４２万８千円を減額し、総額

を７２億３千１５０万１千円とするものであります。 

 本補正予算の主な内容でございますが、まず歳出につきましては、保育所入所委託費

や報酬改定に伴う障がい者助成給付システム改修に係る経費、新型コロナウイルス感染

症の影響に伴う小児救急医療事業及び富田林休日診療所の負担金を増額すると共に、年

度末を迎え、各種事業費の精査に伴う減額を行っております。 

 一方、歳入につきましては、歳出増額に伴う財源措置を行い、又、新型コロナウイル

ス感染症などの影響に伴う町税の減及び事業費等の精査に伴い、国、府支出金、繰入金

及び町債などの精査を併せて行うと共に、財政調整基金繰入金で財源調整をしておりま

す。 

 尚、東京２０２０オリンピック聖火リレー運営事業、住民登録事業及び健康増進計画、

食育基本計画策定事業に係る経費について、年度内にその支出が終わらない見込みのあ

るものとして、地方自治法第２１３条第１項の規定により、繰越明許費として措置して

おります。 

 以上のとおり、本補正予算を提案するものであります。何とぞよろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 



－１６－ 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 議案第６号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出の総額にそれぞれ１千５５万２千円を追加し、総額を１４億

６千９６０万１千円とするものでございます。 

 本補正予算の主な内容ですが、まず歳出につきましては、保険給付費の増加による一

般被保険者療養費及び一般被保険者高額療養費の予算に不足が見込まれることから、そ

れぞれ増額いたしております。 

 一方、歳入につきましては、保険給付費が増額となったことによる財源措置として、

府支出金で保険給付費等交付金、普通交付金を増額いたしております。 

 又、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者を対象とした

保険料減免を行ったことに伴い、国民健康保険料を減額する一方で、国庫補助金等を増

額する歳入予算の組替えを行っております。 

 以上のとおり、本補正予算を提案するものであります。何とぞよろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第７号、令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出の総額に６９５万円を追加し、総額を２億２千９８１万８千

円とするものであります。 

 本補正予算の主な内容ですが、まず歳出につきましては、被保険者数や所得が当初予

算編成時の見込みを上回る増加となり、後期高齢者医療保険料を広域連合に納付するた

めの予算である広域連合納付金に不足を生じることとなったことから、増額を行うもの

でございます。 

 一方、歳入につきましては、同様の理由から、後期高齢者医療保険料を増額する措置

を行っております。 

 以上のとおり、本補正予算を提案するものであります。何とぞよろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、提案理由の説明がありました。 



－１７－ 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 議案第５号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第１０号）は予算常任委員会に付

託いたします。議案第６号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）、議案第７号、令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の２

件は福祉文教常任委員会に付託いたします。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第１１、議案第８号から日程第１７、議案第１４号まで、こ

れら７件を一括議題といたします。 

 順次、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 議案第８号、令和３年度太子町一般会計予算の提案理由並び

に内容のご説明を申し上げます。 

 令和３年度予算は、第５次総合計画に上げた、人と自然と歴史が交流し未来へつなぐ

和のまちたいしの基本理念に基づき、編成しております。本予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ５６億３千８８０万２千円で、前年度比５億５千３８１万５千円、１０.９％の

増となっております。 

 歳入につきましては、予算編成の柱となります町税では、町民税や市町村たばこ税の

減により、前年度比５千９６７万１千円の減の１３億６千６４２万９千円を計上してお

ります。 

 又、地方交付税につきましては、地方財政計画や過去の交付額実績等を勘案し、前年

度比４千万円増の１５億２千万円を計上しております。 

 歳出につきましては、新規事業としまして、子ども家庭総合支援拠点運営事業、妊産

婦を対象としたヘルパー派遣事業、創業支援補助事業、英語検定試験検定料助成事業の

拡充、機能別消防団員の採用のほか、継続事業としまして、生涯学習施設等整備事業、

国指定史跡二子塚古墳保存整備事業などについて本予算に計上しております。 

 以上のとおり、本予算を提案する次第でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご

議決賜りますようお願い申し上げます。 



－１８－ 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 議案第９号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計予

算の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億８３７万７千円で、前年度に比べ６千６１

９万６千円、４.６％の増となっております。 

 歳入につきましては、保険料で被保険者数の減少があるものの、１人当たりの医療費

が年々増加していることから、前年度に比べ４１８万３千円増の３億１千２５１万円を

計上いたしております。 

 又、府支出金では、保険給付費の増加により、前年度に比べ６千６５１万３千円増の

１０億７千９４６万６千円を計上しております。 

 歳出につきましては、本町が収納しました保険料や保険基盤安定繰入金等を大阪府に

納付する国保事業費納付金が保険料と同様に１人当たりの医療費の増加などの影響によ

り、昨年度に比べ３９３万円増の４億２千８１４万４千円を計上いたしております。 

 次に、歳出の大半を占めます保険給付費につきましては、過去の実績等を考慮し、１

人当たり医療費を今年度の見込みに比べ、約３％程度の増を見込んでおり、前年度に比

べ６千４８万３千円増の１０億１千４６万５千円を計上いたしております。又、保健事

業費では、特定健診や特定保健指導、人間ドッグの助成経費などを計上しております。 

 以上のとおり、本予算を提案する次第であります。何とぞよろしくご審議の上、ご議

決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 議案第１０号、令和３年度太子町山田財産区特別会計予算の

提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１４万６千円で、前年度比３.６％の減となっ

ております。 

 歳入につきましては、下請料及びＮＴＴ用地賃貸料などの財産収入及び基金繰入金な

どを計上しております。 

 又、歳出につきましては、財産の管理に係る費用などを計上しております。 

 以上のとおり、本予算を本議会に提案するものでございます。何とぞよろしくご審議



－１９－ 

の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第１１号、令和３年度太子町春日財産区特別会計予算の提案理由並

びに内容のご説明を申し上げます。 

 本予算の総額は、歳入歳出それぞれ９０万７千円で、前年度比０.４％の減となって

おります。 

 歳入につきましては、基金利子や財産貸付収入及び基金繰入金などを計上しておりま

す。 

 歳出につきましては、財産の管理に係る費用などを計上しております。 

 以上のとおり、本予算を本議会に提案する次第でございます。何とぞよろしくご審議

の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 議案第１２号、令和３年度太子町介護保険特別会計予算

の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億８千２９３万４千円で、前年度に比べ５千

８１万６千円、３.８％の増となっております。 

 歳入につきましては、保険料のほか、負担金及び交付金等を介護給付費等に伴うそれ

ぞれの負担割合により計上いたしております。 

 歳出につきましては、予算の大半を占める保険給付費で、介護サービスの利用増加等

により、前年度に比べ４.３％増の１２億７千１２７万８千円を計上いたしております。 

 又、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業及び包括的支援事業などの

地域支援事業費は８千１４９万１千円を計上いたしております。 

 以上のとおり、本予算を提案する次第であります。何とぞよろしくご審議の上、ご議

決賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第１３号、令和３年度太子町後期高齢者医療特別会計予算の提案理

由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億２千８７１万８千円で、前年度に比べ６８４

万円、３.１％の増となっております。 

 歳入につきましては、保険料及び一般会計からの繰入金等を計上いたしております。 

 又、歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合への納付金及び収納に係る事務費
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等を計上いたしております。 

 以上のとおり、本予算を提案するものであります。何とぞよろしくご審議の上、ご議

決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） 議案第１４号、令和３年度太子町下水道事業会計

予算の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本予算の内容でございますが、まず収益的収支につきましては、収入で３億１千９４

０万円となっております。 

 主な内容としましては、下水道使用料、補助金などを計上しております。 

 支出で３億１千８２１万７千円、主なものといたしましては、人件費、流域下水道維

持管理負担金、企業債支払い利子などを計上しております。 

 次に、資本的収支でございますが、収入で１億６千９９２万４千円、主なものとしま

して、企業債他会計繰出金、国庫補助金などを計上しております。 

 支出で２億６千４７４万６千円、建設改良費と企業債元金償還金を計上いたしており

ます。 

 尚、資本的収支で不足する額につきましては、当年度分損益勘定留保資金等で補塡し

ております。 

 以上のとおり、本予算を提案する次第であります。何とぞよろしくご審議の上、ご議

決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、提案理由の説明がありました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 議案第８号、令和３年度太子町一般会計予算は予算常任委員会に付託いたします。議

案第９号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計予算、議案第１２号、令和３年度太

子町介護保険特別会計予算、議案第１３号、令和３年度太子町後期高齢者医療特別会計

予算の３件は福祉文教常任委員会に付託いたします。議案第１０号、令和３年度太子町
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山田財産区特別会計予算、議案第１１号、令和３年度太子町春日財産区特別会計予算、

議案第１４号、令和３年度太子町下水道事業会計予算の３件は総務まちづくり常任委員

会に付託いたします。 

                                       

○議長（村井浩二君） 次に、日程第１８、議案第１５号、山田財産区管理委員の選任に

ついて同意を求める件、これを議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（田中祐二君） 議案第１５号、山田財産区管理委員の選任について同意を求める

件の提案理由を申し上げます。 

 この度、山田財産区管理委員が令和３年３月３１日をもって任期満了となることに伴

い、地方自治法第２９６条の２及び山財産区管理会設置条例第３条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

 尚、任期につきましては、令和３年４月１日から令和７年３月３１日まででございま

す。何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、提案理由の説明がありました。 

 お諮りいたします。 

 議案第１５号は、会議規則第３９条第２項の規定に基づき、委員会付託を省略するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１５号は委員会付託を省

略いたします。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 
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 お諮りいたします。 

 議案第１５号を原案どおり同意することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１５号、山田財産区管理

委員の選任について同意を求める件は、原案どおり同意されました。 

                                       

○議長（村井浩二君） 次に、日程第１９、請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約への

参加・調印・批准を求める意見書の提出を求める請願、これを議題といたします。 

 請願の紹介議員に説明を求めます。 

 西田議員。 

○３番（西田いく子君） 請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准

を求める意見書の提出を求める請願についてご説明させていただきます。 

 提出者は、平和と生活をむすぶ会、湯川恭氏ほか２名より、この請願を受けておりま

す。その紹介議員として説明させていただきます。説明は、請願趣旨に沿って、説明さ

せていただきます。 

 請願趣旨。 

 広島、長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７２年を経た２０１７年７月７日、

歴史的な核兵器禁止条約が採択され、本年、２０２１年１月２２日、ついに同条約は発

効しました。 

 条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、

国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪しました。核兵器は今や不

道徳であるだけでなく、歴史上、初めて違法なものとなったのです。条約はその前文に

おいて、全廃こそがいかなる状況においても核兵器が二度と使われないことを保障する

唯一の方法であるとして、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用、そして

威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動禁止し、抜け穴を許さないものとなって

います。又、条約は、核保有国の条約参加への道を規定し、同時に被爆者や核実験被爆

者、被害者、被爆者への援助の責任も明確にしています。 

 このように、核兵器禁止条約は、世界の被爆者と共に日本国民が長年にわたり切望し

てきた核兵器完全撤廃につながる画期的なものです。国連発足の記念日、１９４５年１

０月２４日発足、２０２０年１０月２４日、５０ケ国地域の批准によってスタートし、
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今年１月２０日に発効した条約は、署名国地域が８６に達し、２０１７年、ノーベル平

和賞受賞した国際ＮＧＯ核廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）は、条約国１００への到

達を直近の目標としています。にもかかわらず、アメリカの核の傘に安全保障を委ねて

いる日本政府は、核兵器禁止条約に背を向け続けています。 

 私たち太子町民は安心と希望の持てるまちづくりを目指し、二上山の麓より、平和を

愛する世界の人々とつながっていきたいと切望します。議会として、日本政府が唯一の

戦争被爆国として核兵器完全禁止のため、真剣に努力するあかしとして、日本政府に核

兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める意見書を提出していただくよう請願いたし

ます。 

 記。 

 日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める。 

 地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出してください。 

 以上、これを説明とし、提案するものです。何とぞご審議の上、ご議決いただきます

ようお願いいたします。 

○議長（村井浩二君） ただいま、請願についての説明がありました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める意見書の提出

を求める請願は総務まちづくり常任委員会に付託いたします。 

                                       

○議長（村井浩二君） 次に、日程第２０、諸般の報告を議題といたします。 

 監査委員より例月出納検査結果報告があり、その写しをお手元に配布しておりますの

で、ご了承をお願いいたします。 

 次に、南河内環境事業組合議会の報告を求めます。 

 山田議員。 

○９番（山田 強君） 令和３年第１回南河内環境事業組合議会定例会が去る２月１２日

に開催されました。つきましては、その内容につき、報告申し上げます。 

 当日、定例会では８件の提出案件がありました。 
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 １頁をご覧ください。 

 報告第１号、組合議会議員の異動については、河南町から中川博氏、太子町からは私、

山田がそれぞれ就任いたしました。 

 選挙第１号、組合議会副議長の選挙については、任期満了により欠員となっておりま

した副議長に河南町選出の中川博議員が選出されました。 

 承認第１号については、人事院勧告に伴う期末手当支給割合の改定を行うもので、令

和２年１１月３０日付、専決処分されたものについて承認されました。 

 議案第１号、南河内環境事業組合行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、富田林市の道路占有料条例の改正に伴い、その一部を準用している組合の本

条例についても所要の改正を行うもので、原案どおり可決されました。 

 尚、施行期日は令和３年４月１日となっています。 

 議案第２号、第１清掃工場粗大ごみ処理施設火災事故復旧更新工事請負変更契約締結

については、工事仕様変更による変更契約を行うもので、原案のとおり可決されました。 

 尚、契約金額、相手方は記載のとおりでございます。 

 ２頁をご覧ください。 

 議案第３号、令和２年度南河内環境事業組合一般会計補正予算（第３号）については、

資源再生センター基幹改良事業費、清掃工場業務管理費及び職員人件費について、必要

な処置を講じるために行う補正で、原案どおり可決されました。歳入歳出については、

記載のとおりでございます。 

 議案第４号、令和３年度南河内環境事業組合一般会計予算については、科目別の内訳

は省略させていただきますが、予算規模は歳入歳出それぞれ３９億５千５５７万３千円、

前年度比較において４億５千１７６万８千円の増額となり、原案どおり可決されました。 

 尚、太子町の分担金及び負担金については３頁をお願いします。 

 令和３年度につきましては、ごみの分担金として６千９５０万２千円、し尿で２千８

４３万８千円、ごみシールの負担金として５０万３千円となっています。 

 監査報告第１号、例月出納検査の結果報告については、監査委員より令和２年度の７

月分から１２月分までの監査報告があり、適正に処理されていたとのことでした。 

 以上、簡単ですが、令和３年第１回南河内環境事業組合議会定例会の報告とさせてい

ただきます。 

○議長（村井浩二君） 続きまして、大阪広域水道企業団議会の報告を求めます。 
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 西田議員。 

○３番（西田いく子君） 令和３年第１回大阪広域水道企業団議会２月定例会が先日２月

１６日に開催され、資料１枚目にありますとおり、企業長提出議案が６件及び議員提出

議案が１件あり、全て原案どおり可決されました。 

 それでは、内容のご報告を申し上げます。 

 １頁をお開きください。 

 第１号議案、大阪広域水道企業団水道企業条例等一部改正の件でございます。 

 藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町の４市町の水道事業の統合に伴っての改正を

行う１０本の条例について、第１条から第９条で改正を行ったものです。 

 尚、各条例において経過措置を設けており、これらの条例は、附則において令和３年

４月１日から施行するものでございます。 

 ９頁をお開きください。 

 第２号議案、大阪広域水道企業団水道事業供給条例一部改正の件でございます。 

 本件は、令和３年４月からの藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町との水道事業

の統合に当たり、文言の整備を行うなど、所要の改正を行ったものです。 

 この条例は、附則において、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして、２３頁をお開きください。 

 第３号議案、令和２年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算の件でございます。 

 太子町に言及した部分を説明いたします。 

 まず、２６頁をお開きください。 

 第２章、市町村域水道事業についてでございます。第２条の収益的収入及び支出です

が、連結の収入は営業外収益の増額があるものの、営業収益の減額により３千１１６万

５千円の減額補正となりました。 

 ２９頁をお開きください。 

 この減額補正のうち、太子水道事業補正額の１２８万７千円の増額は、新型コロナ感

染症対策に係るシステム改修に伴う基金からの繰入れの増によるものでございます。支

出は、営業費用など１億８千９６１万円の増額補正となっており、この増額補正のうち、

太子町水道事業補正額の６９０万２千円の増額は、受水費の増及び工事実施に伴う固定

資産除却費の増によるものでございます。 

 続いて、３３頁をお開きください。 
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 第４号議案、令和２年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算の件でござ

いますが、太子町は、工業用水道の供給区域ではなく、直接関連することがないため、

説明を割愛させていただきます。 

 続いて、３７頁をお開きください。 

 第５号議案、令和３年度大阪広域水道企業団水道事業会計予算の件でございます。 

 令和３年度当初予算については、令和２年３月に策定した経営戦略２０２９の施策の

方向性に基づき、持続、安全、強靱の観点から、災害に対する安全性の強化や安全で良

質な水の安定供給などに必要な予算を計上しているとのことです。又、更なる水道事業

の統合に向けた検討、協議をはじめ、各市町水道との連携強化を図るために必要な事業

費も引き続き計上したとのことです。 

 ３８頁をお開きください。 

 第５号議案、令和３年度大阪広域水道企業団水道事業会計予算の件でございます。 

 太子町に言及した部分を説明させていただきます。 

 ４４頁をお開きください。 

 太子町水道事業としては、年間総給水量１３５万１千立方メートルを見込んでおり、

主要な事業は、いわき台配水池等における施設更新工事として、改良事業費１億６千３

２５万５千円を計上しています。 

 ６３頁をお開きください。 

 第６号議案、令和３年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算の件でございま

すが、太子町は、工業用水道の供水区域ではなく、直接関連することがないため、説明

を割愛させていただきます。 

 続きまして、議員提出の大阪広域水道企業団議会会議規則一部改正の件についてご説

明いたします。 

 ６７頁をお開きください。 

 主な改正につきましては、第６１条の一般質問の方式について、一問一答方式と一括

質問一括答弁方式（３回まで）の選択方式について改めたほか、字句の修正でございま

す。 

 以上で、令和３年第１回大阪広域水道企業団議会２月定例会の報告とさせていただき

ます。 

○議長（村井浩二君） 以上で、諸般の報告を終わります。 
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 これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 よって、会議を散会といたします。 

 本日はご苦労さまでございました。 

（午後 ４時１４分 散会） 



 

 

 

 

 
 

 

 

【 第 ２ 日 】       
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（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（村井浩二君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、一般質問で本会議を再開させていただきましたところ、ご出席いただきまして、

ありがとうございます。 

 本日は全員出席していただいておりますので、本会は成立いたしました。よって、こ

れより定例会を再開いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでございますので、よろしくお願い申し上

げます。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第１、一般質問を行います。 

 今回の一般質問通告者は、お手元に配布しています一覧表のとおり、８名の議員より

通告を受けております。 

 それでは、通告順に従いまして、順次発言を許します。 

 まず１番目、藤井議員の質問を許します。 

 藤井議員。 

〔４番 藤井千代美君 登壇〕 

○４番（藤井千代美君） おはようございます。 

 まず、質問に入る前に、お許しをいただきます。新型コロナウイルス感染症によりお

亡くなりになられた方々に心よりお悔やみ申し上げます。感染された方々にお見舞い申

し上げると共に、長期にわたり、住民の命を守るため日々ご尽力いただいている保健・

医療関係者の方々や感染症の拡大防止にご協力をいただいている方々に、心よりお礼を

申し上げます。 

 又、この３月、２０１１年３月１１日、東日本大震災が発生し、暮らしと営みが無慈

悲に奪われた日から１０年の節目を迎えました。巨大津波と東京電力福島第一原発とい

う未曽有の複合災害は、関連死を含めて全国で約１万９千６００人の命を奪い、２千５

２８人の行方が今尚分かっていません。お亡くなりになられた方々に心からのお悔やみ

を申し上げます。今尚ふるさとに帰ることができない被災者の方々の一日も早い復興を

願いまして、質問に入らせていただきます。 

 質問１、通告に基づきまして、放課後児童会の待機児童を「０」にについて質問しま
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す。 

 １９８５年、衆参両院で学童保育の制度化が採択され、１９９１年には、厚生労働省

放課後児童対策事業が開始されました。２０１２年に子ども・子育て支援法の策定と共

に児童福祉法が改定され、２０１４年に厚生労働省令放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準が策定されて、市町村はこの省令を基に 低基準となる条例を策定

しました。又、国は放課後児童クラブ運営指針を策定しました。２０１５年以降、全国

各地の学童保育は、子ども・子育て支援制度によって、市町村の条例基準と運営指針に

基づいて運営されています。 

 太子町での学童保育の歴史は古く、１９７９年４月、留守家庭児童会として町営で公

民館に設置されました。１９９６年には校区ごとに分かれ、山田教室ができました。太

子町でも国の動きに合わせ、２０１５年、平成２７年度３月に太子町子ども・子育て支

援事業計画がつくられ、令和２年度から第２期太子町子ども支援事業計画が始まってい

ます。 

 そこでお尋ねします。この第２期太子町こども支援事業の中に放課後児童健全育成事

業が示されていますが、ここには、量の見込みと確保方策では、令和３年度待機児童が

ゼロ人となっています。しかし、山田小学校では待機児童が数名いると聞いています。

一体何人の児童が待機しているのでしょうか。なぜ待機児童が出るのでしょうか。教室

の問題ですか。１１月申込み時点で既に４０人を超えていたと聞いていますが、では、

条例を変えてでも全員を受け入れる努力をしようとは考えなかったのでしょうか。 

 保護者が就業等により昼間家庭にいない児童を対象に授業が終わった後の遊びや生活

の場を提供し、指導員の活動支援のもと児童の健全育成を図る事業ですと書かれていま

す。 

 町長は、待機児童が出たことをどのようにお考えですか。どのように対応しようと考

えているのでしょうか。働く親御さんにとっては、仕事が続けられるかどうか迫られる

深刻な問題です。誰もいない家に子どもだけで留守をさせるのは危険です。子どもを狙

った事件もあります。全員を入会させていただいて待機児をゼロにしていただかないと、

保護者も児童も困るのですけれども、いかがお考えでしょうか。答弁をお願いします。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 放課後児童会の待機児童についてのご質問でございます。 

 放課後児童会は、町内の小学校に就学している児童で、放課後に保護者が就労等によ



－３３－ 

り家庭にいない児童を預かり、遊びや生活の場を提供することで児童の健全育成や安全

確保を図るものでございます。 

 放課後児童会の現状は、２校区で５教室あり、１教室につき定員が各４０名で、合計

定員が２００名となっております。 

 まず、全体の利用者数としましては、平成３１年４月で１５７名、令和２年４月では

１６８名の入会希望があり、そのうち、磯長４教室１２４名、山田１教室４４名で運営

を行ってきたところでございます。 

 ただし、令和３年４月の入会希望者におきましては、磯長教室が前年度、令和２年度

より１４人減の１１０名で全員入会可能となりましたが、ご質問の山田教室の入会希望

者は１月末で４８名であったことから、特に新１年生及び低学年の児童は環境変化に配

慮することが重要と考え、４０名の入会を決定いたしました。又、優先利用が国で示さ

れておりますひとり親家庭等につきましても追加することとし、本来４０名定員のとこ

ろ、４４名と枠を広げ対応しているところでございます。 

 その後、ひとり親世帯を含む辞退の申し出に伴い、待機者の追加入会を行ったことで、

現在は入会者が４４名、待機が３名となっております。 

 放課後児童会の運営では、国が示す放課後児童会健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準により、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた専用

区画の面積として、児童１人につき概ね１.６５平方メートル以上と、支援員は基準に

合った資格を有し、支援の単位ごとに２人以上で構成することとされておりますが、新

たな指導員の確保が困難な状況や、児童会の運営における児童の安全面も考慮し、現在

対応しているところでございます。 

 本町といたしましては、子育てしやすいまちの実現のため、子どもたちの安全確保、

子どもを持たれている世代の就労支援や子育て支援として、待機児童を解消につきまし

ては懸案事項であるというふうに認識しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 藤井議員。 

○４番（藤井千代美君） ２問目。指導員さんの人数が足らないと聞いています。何とし

ても早く指導員さんを確保していただき、子どもたちが学童に通えるようにしていただ

きたいと思います。様々な理由はあると思いますが、安心して誇りを持って働けるよう

に、指導員さんの身分保障をすべきです。子どもたちに関わる上で、専門的な知識や技
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能を持った正規の職員が必要です。 

 太子町の事業計画の中にも、放課後児童会の指導員の安定的な確保等、適切な運営に

努めることが重要であると書かれています。指導員さんは、非正規ではなく正規職員を

採用していただきたいのですが、いかがお考えでしょうか。答弁をお願いします。 

 ４０人以上の申込みがあり、待機児童が出ましたでは困ります。町長は、町全体で子

どもたちの成長を支える取組を行っていきたいと述べておられます。少子化で子どもの

人数は減っていますが、働く親の家庭は増えてきています。全国的には、ここ１０年で

１.６倍になっています。 

 保護者の方は、新１年の子どもは学童に入所できましたが、代わりに新４年生は退所

させられました。家で過ごすことになり心配です。親としては学童に入所させたい。又、

子どもは、学童はみんなと遊べて楽しい、学童に行きたいと言っています。ほかの何人

かの保護者の方も、学童に入れなかったので困っているとおっしゃっていました。 

 学童保育は子どもたち自身が遊びの面白さと人と人のつながりの温かさを感じるとこ

ろです。又、働く親が安心して預けられる場所です。もうすぐ４月です。新学期が始ま

ります。ぜひ保護者の方が喜んで子どもたちを学校に送り、学童に行けるようにしてい

ただき、保護者の方を安心させてください。 

 そこで、田中町長にお願いします。広報たいし１月号の対談で、活気あふれる子育て

しやすいまち。子どもたちにはこの激動の時代をしっかりと生き抜く生きる力を身につ

けてほしい。そのためにも、学力向上はもちろん、町全体で子どもたちの成長を支える

取組を行っていきたいと述べておられます。待機児童を放置している状況は、町長が自

身の言葉を否定するものになりませんか。もっと優しい気持ちになっていただけないで

すか。町長の答弁をお願いいたします。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 引き続き、私のほうからご答弁申し上げます。 

 現在の放課後児童会の支援員につきましては、非正規ではあるものの、保育士や幼稚

園教諭の有資格者を採用しているほか、放課後児童会支援員認定資格研修の受講に係る

費用を町で負担するなど、児童会の質の向上に努めているところでございます。 

 さらに、職場環境の改善や配置替え等により支援員が働きやすい職場づくりにも取り

組むことで支援員の確保に努めてまいりましたが、現状において人員不足を解消するに

は至っておりません。 



－３５－ 

 又、広報紙やハローワーク等により支援員の募集を行っておりますが、応募者数が少

なく、慢性的に人員不足になっていることも課題であると認識しております。 

 本町といたしましては、働きがいのある職場づくり、又、児童会が安全で安定した運

営ができるような体制づくりに引き続き努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（村井浩二君） 町長。 

○町長（田中祐二君） まず、町といたしましては、放課後児童会に待機児童があること

を決して良しとしているわけではございません。ですから、定員を超えてできるだけ受

入れようということで、現在の人数とさせていただいております。しかし、国が示す基

準や指導員の確保において、運営における児童の安全面を考慮し、特殊な場合を除いて

は、これ以上受け入れることは困難と考えております。 

 町としては、このような事態に至ったのは今回が初めてであり、少子化による児童数

の減少が想定される中、引き続き、入会希望者の動向、支援員の確保、保護者の就労状

況を鑑み、必要とあれば抜本的な見直しを含め児童会の運営体制の在り方などを研究、

調査し、安全、安定した運営ができるように努めてまいります。 

○議長（村井浩二君） 藤井議員。 

○４番（藤井千代美君） よろしくお願いします。 

 指導員の役割にふさわしい対応や身分保障がされていないことは大きな課題です。学

童保育関係者の粘り強い取組で国による処遇改善事業がつくられてきましたが、国負担

は３分の１であり、活用している自治体は僅か２割です。指導員の大半が非正規という

不安定雇用の上、半数以上の指導員は年収１５０万円未満、社会保険に未加入など、劣

悪な労働条件のままです。国が財政措置を拡充し、指導員の正規化など抜本的な処遇改

善を図ることは急務です。太子町でも指導員が確保できない状況をなくすためにも、正

規化を進めるよう要望します。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、今後の生活の見通しが立っていません。大人の

私たちも先の見通しがないこの状況に疲れています。そのことを敏感に感じ取っている

子どもがいます。 

 学童保育が一人ひとりの子どもにとって生活の場となるためには、子どもが自ら進ん

で通い続けることができ、家庭と同じような雰囲気の中で過ごすこと、そして、心を許

せる仲間や指導員の存在が欠かせません。子どもが学童保育で充実した生活を送ること
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は、保護者にとって大きな安心と支えにつながります。 

 今からでも時間があります。子育て支援に力を入れる太子町と言うのであれば、４月

から全員入会できるよう必死に取り組むよう要望して、私の質問を終わります。 

○議長（村井浩二君） これにて、藤井議員の質問を終わります。 

 次に、斧田議員の質問を許します。 

 斧田議員。 

〔１番 斧田秀明君 登壇〕 

○１番（斧田秀明君） 議席番号１番、しなが会、斧田秀明でございます。通告に基づき

まして、質問させていただきます。 

 今回、太子町の地域防災についての質問です。理事者におかれましては、適正なご答

弁をよろしくお願い申し上げます。 

 東日本大震災から１０年を迎え、本議会は開会に先立ち、震災でお亡くなりになられ

た方々のご冥福等をお祈りし、黙禱で始まりました。 

 ２月１３日には東北の 大震度６強の、又、３月２０日には５強の大きな地震があり

ました。又、九州熊本、近いところでは和歌山県で震度５弱の地震が発生しております。 

 東北の地震につきましては、１０年前の大震災の余震であるとの気象庁の説明を聞き

ましても、素人考えでは、非常に近いうちに東海・東南海・南海地震などのプレート型

巨大地震が近づいているのではないかと不安が高まっております。 

 さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の発生のため、避難所における避難者の過密

抑制など、感染症対策の観点を取り入れられた防災対策を推進する必要が出てまいりま

した。そこで、太子町ではこれまでの地域防災計画を修正されましたが、その概要につ

いて質問します。そして、先ほども述べました南海トラフ地震の発生の対策等について、

具体的な体制づくりに取り組まれたことについての答弁もお願いします。その他、消防

団員ＯＢの活用や避難所の感染症対策やネットワークなどの取組についてのご答弁を求

めます。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） おはようございます。 

 令和２年度における防災に対する取組といたしましては、本町防災活動の総合的な計

画である地域防災計画につきまして、令和元年度に引き続き、新型コロナウイルス感染

症による社会情勢の変化や国の防災基本計画並びに大阪府地域防災計画との整合を図り、
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より実効性のある計画とするため修正を行い、新たに策定いたしました。又、過去の災

害や毎年のように全国各地で発生する自然災害を教訓とすると共に、近い将来発生が懸

念される南海トラフ地震への対応を踏まえ、本町における国土強靱化に関する施策の推

進に関する計画として、太子町国土強靱化地域計画を策定いたしました。 

 防災体制の整備といたしましては、今後発生が懸念される南海トラフ地震対策として、

地域防災計画において、より詳細な南海トラフ地震防災対策推進計画を策定したことに

合わせて、災害時職員配備マニュアルにおける初動体制の見直しを行い、災害警戒本部

設置における要件として、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたときを追加

すると共に、災害対策本部Ｂ号配備、これは全職員対象、設置における要件として、東

南海・南海地震と判定されうる地震が発生したとき又は南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒・注意）が発表されたときとして、体制の強化を図りました。 

 地域防災の充実といたしましては、現在ご審議いただいておりますが、消防団条例を

改正し、消防団において新たに機能別消防団員制度を設け、一定年数以上の経験を有す

る元消防団員及び消防吏員をＯＢ団員として任用し、消防団員の担い手不足を解消する

と共に、地域防災力の強化を図る予定といたしております。 

 避難受入れ態勢の整備といたしましては、令和元年度に引き続き、本町における指定

避難所及び避難場所の案内看板を新しい基準により作成設置し、災害時における避難場

所等の周知・明確化を図りました。 

 緊急物資確保体制といたしましては、以前からご指摘をいただいておりました災害備

蓄品の管理につきましては、水防倉庫、山田小学校体育館及び青少年グラウンド防災倉

庫に集約備蓄すると共に、地区集会所にも備蓄を行うなど整理集約を行いました。 

 一方、新型コロナウイルス感染症対策としては、非接触型体温計、マスク、アルコー

ル消毒液、手洗い石けんや室内テント、簡易ベッド及び空気清浄機の購入を行い、避難

所における感染症対策の強化を図ると共に、新型コロナウイルス感染症対応の避難所開

設要領を策定して職員に周知すると共に、全職員を対象とした避難所開設訓練を実施い

たしました。 

 その他、災害時における事業者との協定として、燃料供給等に関する協定及び災害時

のご遺体の収容等に伴う応急対策活動協力に関する協定を関係事業者と締結いたしまし

た。 

 今後も健康で生き生きと暮らせる安全で安心なまちの実現に向けて、地域防災の充実



－３８－ 

に取り組んでまいります。 

○議長（村井浩二君） 斧田議員。 

○１番（斧田秀明君） ご答弁ありがとうございました。 

 これまで経験のなかった新型コロナウイルス感染症のための対策や太子町国土強靱化

地域計画についての説明がありました。これまでの答弁を聞かせていただきまして感じ

たところは、以前のような限定的な計画の策定にとどまるのではなく、これまで想定し

ていなかった内容について、役場行政全般の視野に立つことが必要となってきていると

いうふうなことについても理解させていただきました。 

 又、機能別消防団員制度につきましては、消防団員の担い手不足を解消するだけでな

く、地域防災力の強化を図るため、様々な可能性を進めていかなければならないという

ふうに感じました。 

 避難受入れ態勢の整備につきましては、令和元年に引き続き、案内看板を新しい基準

により設置されたり、緊急物資確保体制では地区集会場等にも備蓄を行うなど、整理集

約をされました。 

 新型コロナウイルス感染症対策としては、関係物品の購入を行ったり、全職員を対象

とした避難所開設訓練も実施されました。 

 その他、災害時における事業者との協定も関係事業者と締結されました。 

 健康で生き生きと暮らせる安全で安心なまちの実現に向けて、地域防災の充実に着々

と進んでおられることが分かりました。 

 ここで２問目の質問に入らせていただきます。 

 先ほどのご答弁の中で、計画の見直しや策定に基づいて様々な準備や職員訓練をされ

ておられましたが、その計画が住民の皆さんにまで浸透しているかというふうな形の質

問でございます。太子町の自主防災組織の状況や地域防災の取組状況につきまして、取

組には大変だったと思いますが、ご答弁のほうをよろしくお願いします。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） 計画が住民の皆さんまで浸透しているかとのご質

問でございます。 

 今後３０年以内に発生する確率が８０％と言われている南海トラフ地震による被害が

懸念される中で、大規模な津波被害により多数の貴い命が失われた東日本大震災から、

今年で早いもので１０年が経過しました。又、私たちが生活する関西地方においても２
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６年前に阪神・淡路大震災が発生し、阪神地域を中心に大きな被害が発生しました。こ

のような大災害を教訓として、いつ発生するとも分からない災害に対して常に備えを怠

らず、防災意識を持ち続けることが必要となります。 

 本町におきましては、現在、各町会に自主防災組織が組織されており、地域防災活動

の要となっていただいておりますが、阪神・淡路大震災においては、地震直後に生き埋

めや建物の下敷きになった場合の救助状況として、自力で脱出した、家族に助けられた、

友人・隣人に助けられた及び通行人に助けられた割合が９０％に上っており、災害発生

直後においては、自分や地域の力で命を守る、いわゆる自助・共助の力が大きく発揮さ

れる場として、地域のつながりや住民同士の助け合いがとても大切であることが分かり

ます。 

 尚、今年度はコロナ禍により活動はできませんでしたが、高齢介護課、福祉課、危機

管理課及び社会福祉協議会が連携し、自主防災組織や町会を対象とした地域支え合い勉

強会を開催し、防災と自助・共助の大切さをはじめ、避難行動要支援者対策について説

明を行うと共に、地域の危険な場所、要支援者の居住場所及び一時避難場所などを記載

した地域支え合いマップを作成するなど、啓発活動を行ってまいりました。 

 しかしながら、参加は一部住民にとどまり、加えて、町会加入率も年々低下しており、

全ての住民の皆様に防災意識の啓発が十分行われているとは言えない状況となっている

ことから、引き続き、ホームページ等を活用した啓発をより進めてまいります。 

 尚、来年度において、避難勧告の名称変更や浸水区域の見直しを受け、新たに防災マ

ップの更新を計画予定しており、全ご家庭に配布する予定としております。これを１つ

の契機として、地域の皆様をはじめ、町会未加入者への防災意識の啓発方法及び自主防

災組織の更なる育成について検討してまいりたいと考えます。 

○議長（村井浩二君） 斧田議員。 

○１番（斧田秀明君） ご答弁ありがとうございます。 

 昨年は特に、新型コロナウイルスの感染症の影響で人が集まることができないという

ふうな状況もありまして、非常に大変だったと思います。ご答弁の中にもありましたけ

れども、過去の事例では、地震発生直後の救助の状況は、ほとんどが自力や家族、隣人

通行人という状況だというふうなご説明がありました。この事実を住民の皆さんに本当

に知っていただく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。 

 そして、予防策としては、発生直後、家具などに押し潰されないための対策というふ
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うなものも必要ですし、それができているかどうか、又、高齢によりそういうふうなも

のができない場合については、ご近所さんとのそういう連携が取れているかどうかとい

うふうなものにつきましても、これから取り組まないといけないと思われることは山ほ

どあります。 

 ここで私が言いたいことは、計画やマニュアルを完全なものにしたとしても、行政の

中だけで終わることのないようにしていただきたいと考えております。防災・減災活動

を住民の皆さんがどれくらいその内容を知っているのか、又、日頃から地域で何か活動

されているのかが住民の皆様の生命を守ることの分岐点になってくるのではないかと思

います。 

 そこで質問です。４月から役場の組織機構が変わりますが、災害などから住民の皆様

の命を守る部署についても変更されます。これにかける町長の思いについて質問をさせ

ていただきます。 

 これで３問目となりますので 後の質問です。よろしくお願いします。 

○議長（村井浩二君） 町長。 

○町長（田中祐二君） 先ほど部長から答弁でもありましたように、自然災害を含む様々

な危機事象から自分自身や大切な家族を守るためには、地域が一丸となって取り組む必

要があります。 

 議員ご指摘の４月１日付の組織改正につきましては、自助・共助・公助の連携と協働

を 大限に発揮できる体制を確立するためのものであり、庁内組織では、有事の際、政

策総務部長を危機管理担当とし、指揮命令系統を明確にすると共に、政策総務部に自治

防災課を設置し、町会や自治会を含む地域自治の振興と地域防災力の強化を一体的に進

めることとしております。 

 昨年６月の所信表明でもお示ししたとおり、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、

まずは、住民皆様の生命・健康・生活を守り、そして、この危機を乗り越えるために必

要となる施策を 優先に実施してまいりましたことから、昨年の秋を目途としていた組

織改正につきましては、この４月に実施することといたしました。 

 この組織改正は、役場全体の士気高揚、公務能率の向上を図り、地域防災力の強化を

はじめ、私が住民の皆様とお約束した様々な施策を強力に推進するためのものであり、

新たな挑戦に向かっての体制強化を図るものと考えております。 

 「新しい太子町に向かって新たな挑戦、笑顔あふれる太子町に」を合い言葉に、太子
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町に関わる全ての人たちと共に取組を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（村井浩二君） これにて斧田議員の質問を終わります。 

 次に、中村議員の質問を許します。 

 中村議員。 

〔７番 中村直幸君 登壇〕 

○７番（中村直幸君） 改めまして、おはようございます。 

 議席番号７番、自民党会派の中村直幸でございます。 

 通告に基づきまして、大阪南部高速道路整備についてのお尋ねをいたします。理事者

各位におかれましては、明快なるご答弁のほどをお願いいたします。 

 大阪南部高速道路整備の構想は、現状の道路ネットワークの機能強化を行い、大阪南

部を縦断する幹線道路の国道１７０号、いわゆる外環状でございますが、外環状の渋滞

緩和だけでなく、消防や緊急搬送、災害時における交通課題、更には歴史文化遺産など

を生かした観光振興の連携が図られることから、平成２７年に河内長野市と河南町が中

心となり、大阪南部高速道路事業化促進協議会、いわゆる大南高が設立され、太子町も

構成メンバーとして、微力ながらこれまで近隣市町村と共に早期実現に向け機運醸成の

ために、広報活動だけでなく、毎年国への要望活動を行ってこられたと思います。 

 令和元年１１月には、会長である河内長野市長を筆頭に、前太子町長であります浅野

町長はもとより、南河内市町村の首長が東京の国土交通省まで上京し、竹本衆議院議員

など多くの国会議員の同席の下、赤羽国土交通大臣に直接要望書を渡され、意見交換を

されたところです。又、２年前の３月の初め、我が党の太田房江参議院議員が参議院集

中審議会、いわゆる総理以下全大臣出席の中で、質問をしております。 

 現在、平成６年に策定した高速道路など広域規格道路に関する広域計画を時点修正し、

２０年から３０年先の長期計画である新広域道路計画を示すよう国から大阪府に要請さ

れ、新たな広域道路交通計画の策定に当たっては、広域道路ネットワーク、交通・防災

拠点、ＩＣＴ交通マネジメントの基本的方針に基づき、それぞれ検討されると聞いてお

ります。 

 まずは、この計画の時点修正に当たり、３つの基本計画の視点に立ち、大阪南部全体

の経済発展と地域振興、又、防災対策に多大な効果をもたらす大阪南部高速道路が計画

に位置づけられたことが必要不可欠であります。その中で私たち自民党は、現在の太子

インターチェンジを利用し、そこから河南町、千早赤阪村、そして河内長野市へという
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路の予定をお願いしたところでございます。今年の６月頃には正式な計画が公表される

と聞いております。 

 そこでお尋ねいたしますが、新広域道路計画の内容、又、広域道路ネットワーク、交

通・防災拠点、ＩＣＴ交通マネジメントのこの３つの基本方針について検討状況をお答

えください。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） 大阪南部高速道路整備については、大阪南部地域

が抱える交通課題として、幹線道路の国道１７０号の交通負荷が大きく渋滞が多発して

いること、さらには、救急搬送や防災・震災対策としての命の道とも言うべき道路ネッ

トワークが脆弱であることから、平成２７年に河内長野市と河南町が中心となり近隣市

町村に呼びかけられ、平成２７年１２月には太子町を含む１２市町村で大阪南部高速道

路事業化促進協議会が設立されました。その後、平成２８年には奈良県及び和歌山県内

の３市町も参画され、合計１５団体で構成する協議会として現在に至っており、毎年、

協議会として大阪南部高速道路の整備に向けた機運醸成を図る広報活動だけでなく、会

長市である河内長野市が中心となり、国への陳情活動を行ってきたところでございます。 

 大阪南部高速道路構想については、現在、平成３０年に国主導で立ち上げた南河内地

域道路網調査検討会において、南河内地域の特性や抱える道路交通課題、更には解決方

策を検討されているところでございます。 

 ご質問のありました新広域道路交通計画における大阪南部高速道路の位置づけについ

ては、大阪府としては、国での検討状況を踏まえ、引き続き必要性を見極めるため調査

中路線として計画に位置づける方向で検討されており、尚、事業費が膨大であることか

ら、利用者負担による有料道路事業を前提と考えていると聞いております。 

 尚、計画策定に当たっては、広域道路ネットワーク、交通・防災拠点、ＩＣＴ交通マ

ネジメントの３つのテーマの基本方針に基づき、国や大阪府において十分な議論が行わ

れるかと思いますが、現時点において計画が公表されておらず、本町として内容の詳細

等について把握できていないため、ご質問にありました計画の具体的な内容や検討状況

等についてお示しできるものがございません。 

 今後、国や大阪府の動向を注視し、引き続き、大阪南部高速道路事業化促進協議会を

通じて大阪南部高速道路の整備実現化に向けて要望を行っていきたいと考えております。 

○議長（村井浩二君） 中村議員。 
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○７番（中村直幸君） ありがとうございます。 

 大阪南部高速道路整備の事業化に向けては、太子町におきましても、国や府、又は近

隣市町村と協力しながらより積極的に働きかけをしていただくことを強く要望いたしま

して、次の質問に移ります。 

 続いて、山城バイパスについてですが、山城バイパス（府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線）

についてのお尋ねでございますが、山城バイパスの延伸は、太子町として大阪府富田林

土木事務所長へ要望を行ってから既に２０年以上の経過がしております。議会といたし

まして、過去には平成９年９月に太子町議会議長と太子町長の連名で要望した経緯もあ

ります。 

 ご承知のように、河南町の区域にはなりますが、大阪芸術大学内の区間では既に工事

を先行し、一部整備されていますが、現状では、大阪府の財政難を理由に、僅か６００

メートルを残したままで整備事業が休止されています。この山城バイパスが延伸されれ

ば、このエリアが太子西条地区と同様、約３万坪の新たなる企業誘致が可能になる地域

ではないかと考えております。 

 今年が大阪都市整備計画の見直し時期でもあり、太子町としてこれまで事業再開に向

けた取組や今後の見通しをお聞きいたします。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） 山城バイパス（府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線）は、

現道の府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線の太子町南交差点付近で渋滞が度々発生したことから、

平成４年１０月に本町と河南町とで大阪府に対し、山城バイパスの延伸について要望を

行ってきました。しかし、平成２０年６月に策定されました大阪府財政再建プログラム

において一時休止となり、それ以降、現在の大阪府都市整備中期計画でも休止事業とな

っておりました。そのため、事業再開の可能性に向けまして、平成２８年度から大阪府、

本町、河南町との合同において勉強会を開催するなど行ってきたところでございます。 

 尚、今年が大阪府都市整備中期計画の見直しの年となっておりますが、次期計画にお

ける山城バイパスの延伸事業の取扱いについては、３月下旬頃を目途に公表されると聞

いております。 

 議員ご質問の山城バイパスの延伸が事業化された場合の付近の開発でございますが、

事業の進捗に合わせて第５次総合計画の土地利用方針との整合性を図りながら、周辺地

域の歴史や自然など既存資源を有効に活用しつつ、都市計画マスタープランの土地利用
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に向けた整備方針を太子町都市計画審議会において審議していただき、慎重に検討を重

ねる必要があると考えております。 

○議長（村井浩二君） 中村議員。 

○７番（中村直幸君） ありがとうございます。 

 先ほどの大南高でもお答えが出たように、やはりこの山城バイパスにおいても命の道

に違いないと私は考えております。消防広域化を始めたときから、あのサンプラザの前

の狭い道を救急搬送されているというのを何回も見ておりますけれども、やはり千早赤

阪村、河南町、太子町、又、富田林市という形で狭い道路を行き来する緊急車両等を考

えますと、一日も早くこの山城バイパスの延伸を働きかけていただきますよう重ねて申

し上げまして、私の質問を終わります。 

○議長（村井浩二君） これにて中村議員の質問を終わります。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時２６分 休憩） 

                                       

（午前１０時４５分 再開） 

○議長（村井浩二君） それでは、再開いたします。 

 次に、４番目、 本博之議員の質問を許します。 

 本博之議員。 

〔５番 本博之君 登壇〕 

○５番（ 本博之君） 議席番号５番、公明党、 本博之です。通告により、一般質問さ

せていただきます。理事者におかれましては、適切なご答弁をお願いいたします。 

 緊急事態宣言も解除され、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種が開始されてお

りますが、まだまだ皆様が安心して生活できるには至っておりません。一日も早く新型

コロナウイルス感染症が終息されますよう心より願っております。 

 まず初めに、災害発生時の対応力の強化について質問させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症も非常に心配ですが、近年、大規模震災、大規模水害、又、

大規模風害と想定を超える災害が頻発しています。これからの大規模災害に対して、現

場の正確な情報を関係者が共有し、的確な判断の下で適切に対応することが重要であり

ます。 

 今日、情報通信技術、ＩＣＴの進歩により、被災現場の様々な情報をリアルタイムで
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収集し活用することが可能となっており、住民の安全を確保し、被害を 小限に食い止

めるためのＩＣＴの技術を積極的に進めるべきと考えます。 

 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムにて、基盤的防災情報流通ネットワー

クが開発されました。これは、被害が想定される地域や被災した現場の様々な情報を迅

速に整理し、電子地図上に表示するもので、平成３１年度から内閣府防災担当が運用し

ている災害時情報集約支援チームで本格的に運用を開始されました。 

 この基盤的防災情報流通ネットワークの活用により、刻々と変化する被害推定情報や

インフラ被災推定情報を地図上へ表示することにより、地域ごとの避難指示等の発令が

適切に進められると共に、避難所の避難者数、道路の通行止め箇所、給水拠点などを同

じ地図上に表示し、物資支援等の配布に際して 適な巡回ルートを選定することができ、

さらに、災害廃棄物の収集においても、緊急集積所、集積拠点の位置、一時保管場所、

通行止めの箇所等の情報を同一の地図上に表示することにより、スムーズな災害廃棄物

の移動を可能にします。 

 尚、災害発生時の情報を関係者が共有し、被害防止や抑制を図るためには、基盤的防

災情報流通ネットワークに被災地図の情報を迅速に伝達するための体制整備が必要とな

ります。例えば、被害の発生が想定される場面で現場の状態をリアルタイムで安全に確

認するために、又、発災直後の近寄ることのできない被災現場で救助を求める人の捜索

や避難現場の状況掌握を迅速に進めるために、ドローンの活用も有効と考えます。 

 又、万葉ホールや学校の体育館等の指定避難所での避難生活が長期化するケースにお

いて、刻々と変化する避難所の 新情報をリアルタイムで基盤的防災情報流通ネットワ

ークにつなげる体制の整備も必要です。 

 具体的には、災害発生時に書き込まれた避難所等の情報や災害備蓄品の備蓄状況のほ

か、新型コロナウイルス感染症等、避難所における感染症の発生状況などの電子情報を

関係者がリアルタイムで共有できるシステムを構築するものです。 

 尚、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震や毎年来襲する巨大台風等の災害発生

が予測される中、被害を 小限とすることはもちろんのこと、安全な避難対応や避難所

の円滑な運営体制及び迅速な復興のため、被害廃棄物の処理体制の構築のための情報共

有の強化が喫緊の課題であると考えます。 

 そこで、基盤的防災情報流通ネットワークの情報を共有し活用すると共に、被害時に

迅速に情報を収集し関係機関と共有するため、本町における防災システムの改修とシス
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テムの構築の方針についてお伺いいたします。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） 近年、毎年のように発生する風水害や土砂災害を

はじめ、毎年来襲する巨大台風や今後発生が懸念される南海トラフ地震に加え、新たな

課題である新型コロナウイルス感染症の蔓延等、住民の生命と財産を守る防災対策は喫

緊の課題であります。特に災害対応においては、ご質問にもありますとおり、現場の

様々な情報を関係者が共有し、的確な判断の下、適切に対応することが重要であると言

えます。 

 さて、ご質問にあります基盤的防災情報流通ネットワークは、災害対応における情報

共有の課題として、組織内で集約される災害情報が組織外の対応者に届かないことや、

組織外で生成される災害情報が組織内の対応者に届かないなど、情報はあるのに生かせ

ない現状を解決するため、災害対応に必要とされる情報を多様な情報源から収集し、利

用しやすい形式に変換して迅速に配信する機能を備えた防災情報の基盤的流通を担う仕

組みとして、内閣府のプロジェクトにより開発されたものです。 

 その後、災害時の情報共有の支援を行うＩＳＵＴ（災害時情報集約支援チーム）が内

閣府において設立され、その活動としては、被災地の震度分布、降雨量分布、停電・通

信途絶状況、道路通行可否情報、避難所状況、給水・入浴支援箇所、衛星画像、空中写

真、ドローン画像等の情報を集約・共有し、組織間で情報を一元的に利用できるように

構築するもので、そのシステムとして基盤的防災情報流通ネットワークを活用し、平成

３０年の大阪北部地震において本格運用が開始されました。 

 その後、台風１５号においては、電気・通信の復旧の妨げとなっていた倒木について、

内閣府、県、自衛隊、総務省、電力会社、電信会社等が協力してＩＳＵＴが提供した共

通様式を使って各組織が倒木箇所の位置を入力し、それをＩＳＵＴが基盤的防災情報流

通ネットワークを活用して情報を地図化し、その情報を事業者が共有することで復旧活

動の効率化が図られました。 

 又、台風１９号においては、災害廃棄物の処理において、国、県、自治体、自衛隊、

ボランティア等の関係団体が集約した廃棄物の位置や規模の情報をＩＳＵＴが基盤的防

災情報流通ネットワークを活用して情報を地図化し、その情報を関係団体が共有するこ

とで、効率的な災害廃棄物処理が行われました。 

 このように、基盤的防災情報流通ネットワークの活用は、災害時の情報共有に大きく
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寄与することが分かります。 

 一方で、本町をはじめ大阪府内においては、災害時の情報共有システムとして大阪府

防災情報システムを運用しております。これは、災害時においても通信を確保するため

に整備された府内の全市町村、消防本部及び防災関係機関等を大阪府と結ぶ防災行政無

線のネットワークを活用し、災害時に被害の状況を迅速に把握し、的確な応急対応を実

施するため、気象情報、観測情報、被害情報を集約し、災害対策本部での意思決定に活

用することを目的としております。 

 一般的には、異常気象時における職員配備体制、災害対策本部の設置状況、被害状況、

個別被害の状況、避難勧告等の状況、避難所状況等を入力することにより、大阪府内全

体として情報が集約・共有されるもので、集約された情報の一部は、大阪防災ネットや

Ｌアラート及びエリアメールを通じて住民の皆様に情報発信しております。 

 尚、現在、大阪府防災情報システムを運用しておりますことから、これに加えて新た

なシステムの運用については検討しておりませんが、大規模な災害発生時には、近年の

災害の例により基盤的防災情報流通ネットワークによる情報提供等の支援を受けること

が想定され、その際には本町も情報提供者として活動すると共に、集約された情報を受

ける側として、今後その知見の習得に努めてまいりたいと考えております。 

 引き続き、各地で発生する自然災害を教訓として、日頃の備えを怠らず、健康で生き

生きと暮らせる安全で安心なまちの実現に取り組んでまいります。 

○議長（村井浩二君） 本博之議員。 

○５番（ 本博之君） 本町として、今後ますますの防災システムの構築に努めていただ

くようお願いいたします。 

 続きまして、災害時に必要となる災害備蓄品の更なる充実についてお伺いいたします。 

 災害備蓄品については、本町では、簡易トイレ、非常食、毛布、 近では避難所用の

室内テントや折り畳みベッドなど計画的に備蓄されていますが、各家庭での備蓄はほと

んどなされていないのが現状です。 

 そこで、町民の見本となるような一般的な家庭用備蓄品、例えば、アレルギー対応食

品、スティックタイプ又は液体タイプのミルク、哺乳瓶、紙おむつ、卓上コンロ等、小

ロット多品種で町が備蓄することによって、いざというときに役に立つほか、平時では、

出前講座等でその備蓄品を活用することにより、更なる町民の防災意識の向上や備蓄意

識の向上につながると思います。 
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 そこで、今後の更なる充実策について、本町の考えをお伺いいたします。 

○議長（村井浩二君） まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（村上正規君） 災害の備えを考えるとき、自助・共助・公助の３

つに分けることができます。自助とは、災害が発生したときに、まず住民の皆様が自分

自身や家族の身の安全を守ることです。共助とは、地域やコミュニティといった周囲の

人たちが協力して助け合うことをいいます。そして、公助とは、国、都道府県、市町村

や消防、警察、自衛隊といった公的機関による救助、援助をいいます。 

 本町におきましても、この公助の１つとして災害備蓄品の整備を行っており、仮設ト

イレ、救助工具セット、担架、投光器、発電機、チェーンソー及び大型炊き出し器など

のほか、避難所における食料品や日用品等を備蓄しております。 

 特に重要物資として位置づけられているアレルギー対応アルファ化米及び高齢者用食、

粉ミルク、哺乳瓶、毛布、おむつ、生理用品、簡易トイレ、トイレットペーパー及びマ

スクについては、本町地域防災計画により、 大規模の被害が発生すると想定している

中央構造線地震による避難者数の１日分の必要数量を本町と大阪府がそれぞれ半分を負

担する形で備蓄しており、２日目以降については、国や府が行うプッシュ型支援により

災害支援物資が届けられる予定となっています。 

 しかしながら、想定以上の災害の場合や支援物資が十分届かないおそれもあるため、

自助の取組として、住民の皆様に対しては、 低３日分の食品、水、燃料等を準備いた

だくよう、広報やホームページ、防災マップなどで呼びかけていると共に、コロナ禍に

より今年度の総合防災訓練は中止となりましたが、訓練においては、３日分の備蓄品の

展示が行われたほか、住民の皆様に備蓄品であるアルファ化米などの非常食を試食いた

だき、備蓄意識の向上に努めてきたところでございます。 

 尚、各ご家庭で準備いただく備蓄品については、特にご家族の体質に適応した食品、

服用薬や予備の眼鏡及びコンタクトレンズなどのほか、乳幼児に必要なミルクや離乳食

など、各ご家庭に応じた備蓄も必要となりますことから、今後もこの点を意識して啓発

してまいりたいと考えます。 

 又、今年度において、住民の皆様が安心して避難生活を行っていただくため、特に避

難所におけるコロナウイルス等の感染症対策として、非接触型体温計、マスク、手洗い

石けん、アルコール消毒液のほか、室内テント、簡易ベッド及び空気清浄機の備蓄を新

たに行いました。 
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 引き続き、社会情勢や住民の皆様のニーズに応じた備蓄整備を行い、健康で生き生き

と暮らせる安全で安心な町の実現に取り組んでまいります。 

○議長（村井浩二君） 本議員、すいません。マスクで眼鏡が曇って見えにくかったら、

マスク、ちょっとずらしてもらってもかまいませんので。続けて質問をどうぞ。 

○５番（ 本博之君） ありがとうございます。 

 本町として災害備蓄品の整備を計画的に行っていただいていることがよく分かりまし

た。今後は、住民の皆様に防災意識の更なる向上を啓発していただくことが非常に大事

になると思いますので、情報システムの向上と共によろしくお願いいたします。 

 次に、お悔やみ（案内）コーナーの設置について質問させていただきます。 

 親族が亡くなった際、死亡届を提出すると戸籍や住民票に反映され、その後、国民健

康保険、年金、税金、上下水道など様々な手続きが必要です。 

 数ケ月前にご主人を亡くされた奥様がおっしゃっていたのですが、葬儀後、悲しむ間

もなく手続きに追われ、何からすればいいのか分からなかった。自分は高齢で足も不自

由なので、娘さんにわざわざ仕事を休んでもらって役場に付き添ってもらったとのこと

でした。又、今年、世帯主を亡くされたご家族の息子さんは、手続について役場で丁寧

に教えてもらってスムーズにできた。しかし、１度では済まず、３回、４回役場に出向

いた。同居している母では対応が難しいと思うと教えていただきました。 

 私が町議会議員となってまだ数ヶ月ですか。しばしばこのようなお声を耳にしました。

手続きには何が必要なのか分からないのが現状のようです。お若い方なら即座に対応も

可能ですが、ご高齢の方やお仕事をされている方、役場への交通手段が不便な方など、

負担に感じられている方もおられます。 

 本町では死亡届を提出に来られたらどのような手順で進められているのか、具体的に

お答えください。 

○議長（村井浩二君） 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 死亡に関する各種手続きの流れについて、私の方からご答弁

申し上げます。 

 身内の方がお亡くなりになられましたら、まず、役場１階の住民人権課の窓口に死亡

届を提出していただきます。 

 住民人権課では、死体埋火葬許可証を交付し、本町に住民票があれば、住民票を職権

で削除します。後日、保険や年金、税金など必要な手続きの担当課を記載した住民異動
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届をお渡しし、庁舎１階の保険医療課、高齢介護課、福祉課、税務課などをご案内して

おります。 

 加えて、上下水道やごみ・し尿、防災行政無線戸別受信機の返却に係る手続きが必要

となる場合は、庁舎２階の担当窓口をご案内しておりますが、お体のご不自由な方など

の各種手続きにつきましては、担当窓口へ移動していただくことがないよう、職員の移

動により届出等の処理を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 本博之議員。 

○５番（ 本博之君） 葬儀後の手続きを支援するために、お悔やみ（案内）コーナーを

設置している自治体があります。お悔やみ（案内）コーナーで手続きに必要な課への案

内と関係書類の作成の補助をしています。亡くなられた方の情報に基づき役場の申請書

を一括して作成し、同時に各課に情報を提供することで必要な手続きを選別し、その後、

手続きの必要な課へ案内してくれるか、順次、担当課が出向いて手続きをしてくれてい

るそうです。 

 本町も住民サービスの向上を図るため、お体の不自由な方だけではなく、全ての住民

を対象に死亡の届出に特化した窓口としてお悔やみ（案内）コーナーを設置してはどう

かとお伺いいたします。 

○議長（村井浩二君） 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 議員ご指摘の死亡に関する手続きを簡素化しワンストップで

担う窓口、いわゆるお悔やみコーナーにつきましては、ご遺族が悲しみの中で行わなけ

ればならない様々な手続きの負担を軽減するもので、平成２８年度設置の別府市、平成

２９年度設置の松阪市を皮切りに、平成３０年度６自治体、令和元年度には１６自治体

が設置されているところでございます。 

 本町におけるお悔やみコーナーの設置につきましては、現在、庁舎１階でスムーズな

動線により行っています死亡に関する手続きの課題把握を行うと共に、関係部局と調整

を図りながら調査・研究をしてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、住民の皆様が必要となる情報、お悔やみの処理などを発信

し、少しでも役場での手続きが円滑に行えるよう努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 本博之議員。 
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○５番（ 本博之君） 国では、お悔やみ（案内）コーナーを設置する市町村への支援を

するため、設置ガイドラインなどを提供されています。本町でも他の市町村にたがわず、

高齢化は確実に進みます。悲しみの内におられるご遺族が少しでもスムーズに手続きで

き、何度も役場に足を運ぶことのないように、お一人お一人に寄り添ったサービスを提

供できるよう、かゆいところに手が届く対応をお願いいたします。 

 まずは、設置ガイドラインにも提供されておりますお悔やみガイドブックの作成から

ぜひご検討いただきたく要望し、質問を終わらせていただきます。 

○議長（村井浩二君） これにて 本博之議員の質問を終わります。 

 次に、山田議員の質問を許します。 

 山田議員。 

〔９番 山田 強君 登壇〕 

○９番（山田 強君） ９番、自民党会派の山田でございます。通告により、質問をさせ

ていただきます。 

 避難所の環境改善についてでございます。 

 近年、阪神大震災以降、東日本大震災、熊本地震、西日本水害などが毎年のように日

本列島を襲っています。この３月で東日本大震災から１０年が経過し、これまでに起こ

った大規模災害を教訓に様々な防災対策が進められています。政府も東日本大震災１０

年を機に、高齢者や障がい者ら要支援者の避難を支援する避難計画の策定を自治体の努

力義務とし、総額３６億円の半額１８億円を令和３年度の地方交付税交付金に計上しま

した。 

 災害時においては、被災地の災害状況は当然ですが、避難所においては快適な住環境

が一挙に崩壊、プライバシーが 低限しか守られていない劣悪な状況が連日テレビ放映

されます。一時的な避難を除き、避難が長期間に及ぶことによる問題が様々に顕在化し

ています。体調を崩し、死に至るケースも少なくありません。又、新型コロナ感染症と

いう新たな事態が発生し、避難所対応も難しくなってきています。 

 本町として、避難所の環境改善についてどのように取り組んでおられるのか、全体的

な状況と共に下記の内容について聞かせてください。この質問は、不安に駆られる住民

の声の一部と受け止めていただければと思っております。 

 １、災害の規模により、避難所が短期から長期にわたり生活の場となることが想定さ

れます。テレビ放映で分かりますように、大規模避難所では、家族、男女混成の共同生
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活となります。プライバシー対策はどのように考えておられるのか聞かせてください。 

 ２番目、災害時において、住民の皆さんは一時的に公園や広場に避難、又は指定避難

所に直行されると想定されます。そして、安否確認の携帯電話の使用はたちまちパニッ

ク状態になり、使用可能な非常用機能を持つ公衆電話は携帯電話普及と共に以前の５分

の１程度になり、すぐに見つけられない状況であります。 

 そのような場合の手段として、総務省が進める災害用の事前設置の特設公衆電話とい

うもので、自治体がＮＴＴに申請すれば工事代金・使用料無料という制度を知りました。

昨年の９月３０日時点で８５５自治体が設置済みのようであります。本町も当然その中

に入っていると思います。公園、広場、指定避難所の設置状況を聞かせてください。 

 ３番目、大勢の住民の皆さんが来られると想定される避難所です。大規模避難所での

空調設備はどの程度整備されているのか聞かせてください。 

○議長（村井浩二君） 副町長。 

○副町長（藤原 幹君） 近年我が国は、毎年のように土砂災害や風水害をはじめとした

大規模災害が発生しており、つい先日も東北地方において、１０年前に発生した東日本

大震災の余震と見られる比較的大きな地震が発生し、一時避難所が開設された状況がテ

レビで報道されていました。 

 本町におきましても、地域防災計画において避難所を指定しており、災害が発生した

場合は、本町において策定している避難所開設運営マニュアルにより避難所を開設・運

営することになります。 

 尚、災害発生直後において避難所は生命及び身体の安全を確保するための場所として

の役割が中心となりますが、時間の経過と共に避難住民が寝食を共にする生活の場とし

ての役割に移行することになることから、健康管理、生活環境、プライバシーの確保及

び男女等のニーズの違いなど様々な課題が発生すると共に、高齢者などの要援護者を含

む避難住民に対して運営面できめ細かい配慮が必要となります。 

 特に避難生活が長期化すれば、プライバシーの確保が重要となることから、間仕切り

を設置した居住スペースの確保のほか、男女を分けた物干場、更衣室、授乳室の設置を

はじめ、女性による生理用品や下着などの配布を行うなど、プライバシー対策を行うこ

ととしております。 

 尚、今年度、新型コロナウイルス感染症対策として、地域防災計画で想定される避難

者３４５人と福祉避難所への避難者３８人全員が利用できるよう１９２基購入した２人
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用の避難所室内テントの導入により、１人当たり２平方メートルの生活空間に加え、避

難所開設時からプライバシーの確保が行えるものと考えております。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症を考慮した避難所における受付方法、収容方法、

収容人数、感染予防対策及び感染が疑われる避難者が発生した場合の対応について定め

た避難所開設要領を策定しており、従来の避難所開設運営マニュアルに加えて、新型コ

ロナウイルス感染症対策を講じた避難所運営を行うこととなります。 

 尚、避難所室内テントの購入に合わせて、全職員を対象とした避難所開設訓練を実施

しております。 

 続きまして、避難所における情報入手の手段でございますが、災害時には、携帯電話

等の一斉利用のほか、通信施設の被災により情報手段の途絶が想定されます。このよう

な状況を想定し、本町においては、避難所における早期通信手段確保のため、無料でご

利用いただける特設公衆電話の設置及び利用・管理等に関する覚書を西日本電信電話株

式会社（ＮＴＴ）と締結しております。具体的には、万葉ホール、磯長小学校、山田小

学校、町立中学校、町立幼稚園、太子集会所、春日集会所、山田集会所、聖和台集会所、

総合福祉センターにそれぞれ２回線、葉室集会所、畑集会所、伽山集会所にそれぞれ１

回線の引込みが行われており、避難所開設時には、備蓄している電話機を接続し利用す

ることとなっております。 

 尚、一時避難場所となる公園等につきましては、現時点では設置する計画となってお

りませんが、先進事例も参考にしながら今後研究してまいりたいと考えております。 

 一方で、スマートフォンなどの普及により、ＳＮＳを活用した情報通信手段も有効で

あるため、Ｗｉ－Ｆｉの設置などについても併せて研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、大規模避難所の空調設備の整備でございますが、夏季や冬季など厳しい

気候条件時には、空調設備のない避難所においては生活環境が著しく低下し、避難者の

健康状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

 尚、地震発生時の拠点避難所となる山田小学校及び磯長小学校の体育館には空調設備

が未整備であるため、今年度策定した国土強靱化地域計画における必要な取組としての

学校施設の環境改善において、今後、体育館の空調設備整備の検討を行うこととしてお

りますが、まずは、現在実施中である小中学校のトイレ洋式化事業を着実に進めた上で、

教育委員会及び防災部局が連携を図り、先進事例も参考にしながら検討してまいりたい
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と考えております。 

 今後も健康で生き生きと暮らせる安全で安心な町の実現のため、適切な避難所運営に

努めると共に、避難所となる施設の環境改善に取り組んでまいります。 

○議長（村井浩二君） 山田議員。 

○９番（山田 強君） ありがとうございました。 

 災害時において、避難所の環境改善に前向きに取り組んでいただいていることに感謝

いたします。 

 平時においては、個別の各家庭においては、様々な意味において温度差のある生活を

されています。非常時においては、避難所フロアで個別の家族が男女混成の集団生活に

なります。そんな状況下で、プライバシー保護の確保に努力されることに感謝いたしま

す。 

 災害発生時には、公園、広場は一時避難所、次に指定避難所となり、安否確認の通信

手段のパニック対策として特設公衆電話が配備されています。ただし、公園、広場には

未整備で、今後、先進事例も参考に研究されるということで、安心しました。 

 空調設備については、２ケ所の避難所が未整備ですが、今後検討することでよろしく

お願いします。 

 さて、このように町民の不安を声にして質問をいたしました。概ね、整備、今後検討

という一般的には評価できる答弁でありますが、町の姿勢は評価できません。 

 本町は、昨年４月から住民と共に歩む住民本位の町政を推進、笑顔あふれる太子町に

とスタートいたしました。災害時の避難生活はどうなるのか。安否確認はどうしよう。

被災地では携帯電話はパニック状態になるのはテレビでよく分かっている。公衆電話は

以前より極端に減少していて発見しにくい。 

 ３月広報に避難所開設の職員訓練テントの組立て写真が掲載されています。テントの

広さは２平方メートル、２人用であると分かりました。このテントで一晩過ごすのに、

寝具は、家族は、男女の分散はなどなど、この写真だけでは分からない。イラストでよ

いので説明すべきであったと思います。 

 このように考えると、本町は、避難所対策に汗を流してはいるが、住民周知ができて

いないから、住民の皆さんにいたずらに不安を与えていることになります。先ほどの斧

田議員の防災計画が住民の皆さんにまで浸透しているのかという質問で分かりますよう

に、住民と共に歩む住民本位の町政を推進しているとは思えない。看板をかけている以
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上、周知徹底に力を入れて、住民が安心して笑顔で暮らせる住民本位の町政を要請して、

質問を終わります。 

○議長（村井浩二君） これにて山田議員の質問を終わります。 

 次に、建石議員の質問を許します。 

 建石議員。 

〔２番 建石良明君 登壇〕 

○２番（建石良明君） 大阪維新の会の建石良明です、通告に基づき、１点目、人・農地

プランについて、２点目、府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線、いわゆる山城バイパスについて、

この２点について質問いたします。 

 まず、人・農地プランについて伺います。 

 太子町においても農家戸数や耕地面積の減少、又、農家の高齢化と共に耕作放棄地も

増加しています。耕作放棄地の増加により田や畑が荒れることは、イノシシ等の鳥獣被

害の拡大にもつながり、さらに、耕作放棄地を生み出すという悪循環となります。 

 先般取りまとめられた第５次太子町総合計画の後期基本計画においては、農業振興に

ついては、農業の担い手を育成すると共に、耕作放棄地の解決に向けた取組の実施を緊

急の課題とされています。そのため、農業の担い手の確保や農空間の保全など農業の活

性化に向けた取組を進めることとし、農地中間管理機構の啓発や活用による遊休農地の

あっせんや農地の賃貸借等の促進を図り、新規の賃貸借件数などを減らすことで、農業

の担い手の育成と耕作放棄地対策、新規就農者の増加確保に努め、都市農業の振興を図

ることとされています。 

 そのような中、太子町においては、これまで取り組めていなかった人・農地プランに

ついて、春日地区、妙見寺集落、中山集落において昨年１１月に作成したとのこと。 

 そこで、この人・農地プランについて、取組状況と今後の展開について伺います。 

○議長（村井浩二君） 副町長。 

○副町長（藤原 幹君） 太子町における人・農地プランの取組状況と今後の展開につい

てのご質問です。 

 全国的に、地域の農業を支えてこられた方たちが高齢化する中で、５年後、１０年後

に誰がどのように農地を使い農業を進めていくのかについて、地域の話合いに基づきま

とめる将来像の計画が人・農地プランであり、国、農林水産省は、その実効性のある取

組を提唱しています。 
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 策定に向けた具体的な手順ですが、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加

など、農業を取り巻く厳しい状況の下で、地域の農業をよりよくするために、まずは、

アンケートなどを通してその現状を把握することとされています。 

 次に、その地区で農地所有者や耕作者、これから農業経営を本格的に始めようとして

いる新規就農者などによる話合いを積み重ね、市町村と農業委員会や農業協同組合、農

地中間管理機構など、地域の農業に関わりのある多くの組織も一体となり、将来の方向

性を示す計画として取組方針などを定めてまいります。 

 今回、人・農地プランの対象地区に春日地区の妙見寺集落、中山集落を選定いたしま

した。その理由ですが、この地区は大字単位でも草刈りについての苦情や要望が多く、

地区内の農地のほとんどが個人で所有されている農地であったことや、この地区内に農

業経営に意欲のある若手の担い手の候補者が複数人おられたことなどから選定したもの

です。 

 人・農地プランの策定に当たっては、現状把握として、１００名を超える農地所有者

にアンケート調査を実施いたしました。当初はアンケートの回収率が伸びませんでした

が、途中、地域の農業委員の協力なども得ながら過半数を超える回答率を達成し、その

集計結果を基に何度も話合いを重ね、その話合いの中でやはり後継者の問題が第一に挙

げられ、新規就農を目指す方への情報不足や環境整備の遅れ、又、有害鳥獣の深刻な被

害や農作物のブランド化など、様々な課題が明らかになりました。 

 これらの話合いで明らかになった課題を解決するために、まずは、農地の貸し借りや

農業経営がスムーズに進むよう、農地中間管理機構である大阪府みどり公社をはじめ、

太子町、ＪＡ大阪南農業協同組合、大阪府等が連携して支援を行う体制を強化すること

としました。又、収益性の高い作物や、近隣の市町村では栽培されておらず競合しない

農作物の研究など、新規の特産化作物の導入にも取り組むこととしています。有害鳥獣

被害の防止対策に関しては、既存の補助制度を活用することや、集落単位で対策を行う

など、捕獲体制の構築にも取り組む予定としています。 

 このようにして、アンケート実施からプラン策定まで約８ケ月の期間を要しましたが、

策定の途上には農地所有者と新規就農者との個別の話合いも複数回行われており、令和

３年３月現在、貸付け意向のある農地の約３５％、面積にして約１万３千平方メートル、

件数にして１０組の農地の貸し借りが成立するなど、遊休農地の解消につながっていま

す。 
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 今後は、この人・農地プランを実行していく上で、様々な制度との連携を図ってまい

りたいと考えています。 

 現在、町では農業次世代人材投資事業を展開中であり、これは、新規就農される方に、

農業を始めてから経営が安定するまでの一定期間、経営確立に向けた支援を行う補助制

度で、人・農地プランで位置づけた中心経営体、つまり地域の中心的な農業者も同制度

の支援対象となることから、多面的な枠組みの中で本町の農業振興に向け取り組んでま

いりたいと考えています。 

 令和２年度には、この農業次世代人材投資事業の補助対象者として、春日地区の新規

就農者から１名の交付が決まっており、令和３年度においては、新たに８名の新規就農

者が制度を活用できるよう予算計上しているところです。この８名の中には、町内在住

のご夫婦が２組、又、自ら栽培したブドウでワインの製造を始めた方など、各自の将来

計画を具現化すべく活動されております。本町といたしましても、新たな担い手支援を

通して、太子町の農業振興につなげてまいります。 

 今後の展開ですが、このように様々な施策を連携させながら、まずは、この地区でま

とめられた人・農地プランをしっかりとフォローアップしていきたいと考えております。

そして、喫緊の課題である有害鳥獣対策として、地域のまとまりが生まれた集落単位で

の対策や、担い手をフォローし、遊休農地の解消に向け多様な人材が新たな後継者とし

て就農していただくなど、着実にその実績を積み上げてまいりたいと考えております。 

○議長（村井浩二君） 建石議員。 

○２番（建石良明君） ありがとうございます。 

 人・農地プランの策定、取組は、多くの方に関わっていただき、又、地道な取組が必

要です。職員の労力も大変なものがあると考えますが、太子町の農業振興にとって有意

義なものであるので、引き続き着実に進めていただくようお願いしておきます。 

 続いて、府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線、いわゆる山城バイパスの延伸事業についてお尋

ねいたします。 

 南河内地域の道路環境については、先日、大阪府議会の一般質問において、地元選出

の大阪府議会議員の鈴木議員が取り上げておられました。 

 まず、大阪南部高速道路建設構想については、昨年８月に地元選出の浦野靖人衆議院

議員と直接吉村大阪府知事に提言された上で、この高速道路の必要性と代替案を協議・

要望されております。又、直近１月には、この沿道の同士の首長を代表して岸和田市長
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と意見交換を行い、府議会で進捗の確認と議論を行うこととされ、この府議会で質問と

して取り上げておられました。この府議会でも、改めて、府において大阪南部高速道路

を策定予定の新広域道路交通計画に位置づけ、しっかり取り組んでいくよう要望されて

おります。 

 又、一方で、南河内地域には、農産物流通の効率化や都市と農村の交流促進を目的と

して、羽曳野市から河内長野市までの農空間を広域的につなぐ広域農道、いわゆる南河

内グリーンロードが大阪南部高速道路の事業計画ルートと並行する形で整備されている

ことから、鈴木議員から、脆弱な南河内地域の道路ネットワークを解消する１つの方策

として、又、大阪南部高速道路の当面の代替措置として、広域農道の再整備、機能強化、

（仮称）南河内フルーツロードの検討を提言されております。 

 それを受けて、大阪府では、広域農道を積極的に活用し、南河内地域の道路ネットワ

ークを充実させる観点から、今後、府環境農林水産部と都市整備部が連携し、沿道市町

村などと共に事業スキームも含めた検討を進めていくこととされています。 

 高齢化の進行が著しく、人口減少の影響が拭えない状況で、これまで道路ネットワー

クの面で取り残されている感があった南河内において、地域活性化の起爆剤と期待でき

る取組であり、太子町にとっては非常にありがたい話であります。 

 他方、太子町と河南町の２町の地域に限った課題でいうと、山城バイパスの延伸事業

があります。山城バイパスの延伸事業については、平成４年の要望活動を皮切りに既に

２０年以上の月日が経過しておりますが、大阪府において当時は都市インフラの総合的

指針となる整備計画がなかったものの、山城バイパスの延伸事業に着手していただき、

河南町域にはなりますが、一部区間で既に整備されております。 

 平成６年２月には、地元地権者の方々から太子町議会議長宛てに事業化に向けた要望

書が提出され、太子町議会としても、山城バイパスの延伸事業の早期実現に向けて要望

活動を行ってきたと聞いております。太子町と河南町を結ぶ南北方向の幹線道路である

現道の府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線は、幅員が極めて狭いにもかかわらず、大型車両の通

行も増加しており、歩行者等の安全面や慢性的な交通渋滞が発生しているのが現状であ

りますが、平成２０年に大阪府が財政難を理由に一時休止とされ、それ以降、現在まで

の大阪府都市整備中期計画（平成２３年から令和２年）においても一時休止路線として

位置づけられております。 

 太子町を取り巻く交通ネットワークも時代と共に変化してきており、平成１６年３月
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には南阪奈道路が全線開通し、令和元年８月には粟ヶ池バイパスが整備され、交通網の

利便性が格段に向上し、交通量の増加がますます見込まれ、山城バイパスの延伸事業の

必要性が更に高まっております。 

 そのような中、今年がこの中期計画の見直しの年となっており、現在、大阪府におい

て個別事業予定箇所を取りまとめ中であるものの、地元選出の鈴木大阪府議会議員や浦

野靖人衆議院議員のご尽力により、長年の懸案であった山城バイパスが太子町、河南町

の両町の事業経営協力の下、次期大阪府都市整備中期計画（令和３年から令和１２年）

に位置づけられ、事業再開の見通しが立ったと聞いております。 

 そこで、１点目として、山城バイパス延伸事業についてこれまでの経過について、又、

２点目として、令和３年度から始まる次期大阪府都市整備中期計画への位置づけについ

て伺います。 

○議長（村井浩二君） 町長。 

○町長（田中祐二君） まず、建石議員のご質問のとおり、南河内地域の道路環境につい

ては、先日３月５日の大阪府議会の一般質問において、地元選出の大阪府議会議員の鈴

木議員が取り上げておられ、大阪南部高速道路建設構想については、昨年８月に地元選

出の浦野靖人衆議院議員と直接吉村知事に提言された上で、この高速道路の必要性と代

替案を協議・要望されており、この府議会では、大阪南部高速道路について大阪府の見

解と国から策定要請されている新広域道路交通計画における位置づけの見通しを問い、

大阪府からは、国主導の検討会で検討されていることを踏まえ、引き続き、必要性を見

極めるため調査中路線として計画に位置づける方向で検討中とのことでございます。 

 尚、事業費が膨大であることから、利用者負担による有料道路事業を前提と考えてい

ると、公式の場において初めて新広域道路交通計画への位置づけについての答弁を得て

います。又、改めて、大阪府において、大阪南部高速道路策定予定の新広域道路交通計

画に位置づけ、しっかり取り組んでいくよう要望されております。 

 又、一方で、大阪南部高速道路の建設構想の具体化には膨大な費用と時間を要するこ

とから、その具体化を待つことなく、当面の代替措置として、広域農道（南河内グリー

ンロード）の再整備・機能強化、（仮称）南河内フルーツロードの検討を提言されてお

り、それを受けて大阪府では、広域農道を積極的に活用し、南河内地域の道路ネットワ

ークを充実させる観点から、今後、府環境農林水産部と都市整備部との連携は当然のこ

ととし、沿道市町村などと共に事業スキームも含めた検討を進めていくこととされてお
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ります。 

 議員ご指摘のとおり、南河内地域の道路環境整備について前向きな議論をいただいて

おり、太子町にとっては非常にありがたい話であります。 

 ご質問の府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線、いわゆる山城バイパスについて、これまでの経

過でございますが、山城バイパスについては、河南町域において昭和６２年１２月に寺

田北交差点から大宝交差点までの区間について供用が開始された後、府道柏原駒ヶ谷千

早赤阪線の太子南交差点付近で渋滞が度々発生していることから、平成４年１０月に太

子町と河南町とで大阪府に対し、山城バイパスの延伸について要望を行ってきました。 

 大阪府においては、平成５年度にルートの検討、平成６年度に予備設計、平成７年度

以降、地元説明や用地測量、地権者との現地立会等が進められ、平成７年には大阪芸術

大学の敷地内の区間のみ先行して事業着手されております。 

 しかし、大阪府の極めて厳しい財政状況の下、平成２０年６月に策定されました大阪

府財政再建プログラムにおいて一時休止となり、それ以降、現在の大阪府都市整備中期

計画でも休止事業等になっておりました。 

 そのため、事業再開の可能性に向けまして、平成２８年度から大阪府、太子町、河南

町との合同にて勉強会を発足し、事業の再開に向けた太子町及び河南町それぞれの特性

や課題点を洗い出し、又、その解決方法、加えて事業計画の方向性について、今年度ま

でに５回開催してきたところでございます。 

 太子町と河南町を結ぶ山城バイパス延伸事業は、南北方向の幹線道路である現道の府

道柏原駒ヶ谷千早赤阪線を補完する路線となり、広域的な緊急時ネットワークの構築が

可能となり、消防や救急搬送に加え、地震や大雨などの災害時における近隣自治体との

相互協力を効率的・効果的に行え、住民の生命・安全を守る命の道とも呼べる路線事業

でもあります。又、観光や地域間交流の活発化、土地利用の促進が図られると考えてお

り、事業再開に向けて、毎年、大阪府予算要望等に継続的に粘り強く河南町と連携し、

地元選出の鈴木大阪府議会議員を通じて要望活動を行ってきたところでございます。 

 ２点目の大阪府都市整備中期計画の位置づけについてでございますが、現在の計画に

おいて休止事業と位置づけられておりますが、対象期間が平成２３年度から令和２年度

の１０年間となっており、今年が見直しの年となっております。 

 そのため、令和３年１月７日に、太子町長である私と河南町長に加え、地元選出の鈴

木大阪府議会議員の３者により、浦野衆議院議員の立会いの下、山城バイパスの延伸事
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業の再開に向けて大阪府へ改めて強く要望してきたところでございます。 

 次期計画は、令和３年度から令和１２年度までの１０年間を対象とされ、基本方針と

重点施策の体系から成る大阪府都市整備中期計画の本編は、既に令和３年１月に策定さ

れ、大阪府のホームページで公表されております。しかしながら、この本編を基に選定

される個別の事業箇所については、正式には３月下旬頃を目途に公表されると聞いてお

ります。 

 この山城バイパス延伸が見込まれる周辺エリアは、事業化が進んだ場合、太子西条地

区や太子インターチェンジ周辺の地域に続く大きなポテンシャルを持ったエリアと認識

しており、第５次総合計画の土地利用方針との整合性を図りながら、都市計画マスター

プランの土地利用に向けた整備方針を、太子町都市計画審議会において審議を踏まえつ

つ、企業誘致の視点はもとより、都市計画など様々な視点から土地利用に向けた整備方

針を慎重に検討していかなければならないと考えております。 

○議長（村井浩二君） 建石議員。 

○２番（建石良明君） ありがとうございます。 

 山城バイパスの延伸事業は、私が議員となった平成１１年当時から様々な機会で議論

されており、その議論がようやく実を結ぼうとしていることは非常に感慨深いものがあ

ります。 

 今後も、笑顔あふれる太子町実現のため、大阪府と緊密に連携し、早期実現に向けて

積極的に取り組んでいただきますようお願いいたしまして、私の質問といたします。 

○議長（村井浩二君） これにて建石議員の質問を終わります。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時４９分 休憩） 

                                       

（午後 １時００分 再開） 

○議長（村井浩二君） それでは、再開いたします。 

 次に、７番目、 本 馨議員の質問を許します。 

 本 馨議員。 

〔６番 本 馨君 登壇〕 

○６番（ 本 馨君） 自民党の 本 馨です。通告に基づきまして、質問を行います。 

 まずは、平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東日本大震災で犠牲となられ
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ました御霊に対し、心からお悔やみ申し上げます。安らかにお眠りなさいますことをお

祈り申し上げます。又、今も尚、被災され懸命に復興のために努力されておられます全

ての関係者の皆様に対して、衷情より感謝の誠をささげるものであります。 

 さて、本年令和３年は、太子町第５次総合計画における後期基本計画を策定する年に

当たります。太子町教育大綱の基本理念の中にある幾つかのうち、歴史を通じた地域学

習の推進を図る項目についてお尋ねします。 

 本年は、聖徳太子が斑鳩の宮において薨去されてから１４００年の年に当たり、ご尊

体の静まる叡福寺におきましては、追遠の大法会が行われます。 

 聖徳太子は我が町が誇る郷土の偉人でもあり、日本史上欠かせぬ人物であります。本

来は厩戸皇子といいましたが、太子の活躍した飛鳥時代は権力闘争や疫病がはやり、絶

えず血で血を洗う出来事ばかりが行われ、世の中が乱れておりました。その中で、おの

れの理想実現に向け一生懸命に努力したのであります。仏教を広め、当時の日本からす

れば先進国であった隋の政治文化制度を学び、冠位十二階や憲法十七条を制定し、国家

体制を整えようとしたのであります。我が国 初の女帝、推古帝の内政・外交を担った

のであります。その業績をたたえ、後の人々から聖徳太子と言われるようになりました。

日本史上 大の英雄となり、今も尚、我々の心の中で生き続けているのであります。 

 そこで、学校教育の一環として、聖徳太子の教育はどのようにしているのかお尋ねし

ます。 

○議長（村井浩二君） 教育次長。 

○教育次長（池田貴則君） 教育大綱に関しまして、聖徳太子の教育についてのご質問に

ご答弁を申し上げます。 

 教育大綱は、平成２７年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、

地方公共団体の首長に策定が義務づけられたもので、平成２８年８月策定の旧大綱が計

画期間の５年を経過したため、この度、第５次総合計画との整合を図り、新たに令和３

年度から７年度を計画期間として新大綱を作成するに当たり、現在パブリックコメント

を実施しているところとなってございます。 

 新大綱は、豊かな自然と歴史に育まれ、一人ひとりの個性が輝く、和の人づくりを基

本理念に１３の基本目標を定めるところですが、１３番目の項目のまちの誇りである歴

史遺産を継承し、その活用を図りますにおいて、貴重な歴史文化遺産や郷土の偉人につ

いての理解を深め、未来に継承すると共に、文化財の保存、活用を行うことにより郷土
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愛を育みますと記載をしてございます。 

 太子町には多くの歴史遺産があり、それに関わる人物に関しましても幅広い時代にわ

たって多様な事跡が知られていますが、中でも議員ご指摘のとおり、町内に御廟が所在

する聖徳太子は、歴史上、数々の偉業を成し遂げ、日本の国家体制の基盤を整えた偉人

として知られており、教科書にも記載されるなど、義務教育においても学習素材の１つ

となってございます。 

 義務教育における教育課程は、文部科学省においてまとめられた学習指導要領に基づ

いて行われるところですが、歴史的分野の学習は小学校においては第６学年の社会科の

学習内容となっており、国家及び社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文

化遺産について理解することと目標が示されてございます。 

 聖徳太子に関しましても、聖徳太子はどのように国づくりを進めたかについて、社会

的事象の見方・考え方を働かせ、大化の改新や体力の文化を取り入れた政治の様子など、

当時の歴史的事象を関連づけたり総合し、文章での記述や説明を行うよう示されており、

聖徳太子の肖像画やエピソードなどから、その人となりを想像する学習なども例示をさ

れております。 

 又、中学校社会科歴史分野においては、聖徳太子の政治、大化の改新から律令国家の

確立に至るまでの過程を、小学校での学習内容を活用して大きく捉えさせるようにする

ことと示されております。 

 さらに、本町においては、小学校の段階で総合的な学習の時間の中の地域学習として

聖徳太子を取り上げ、叡福寺を訪問し、住職から講話を受けてございます。又、教育委

員会において作成をしてございます社会科副読本「わたしたちの太子町」において、聖

徳太子が本町の町名の由来となっていることにも触れ、冒頭には、町章の紹介と共に太

子町が聖徳太子ゆかりの地であることや、十七条憲法にある「和をもって貴しとなす」

の一文等について紹介し、地域との関連での理解を深める学習を行っております。小学

校６年生の遠足では奈良県の明日香村を訪問し、聖徳太子誕生の地と伝わる橘寺をはじ

めとする太子に関わりのある寺院や史跡を巡りながら学びを深めています。 

 町立中学校においては、社会科歴史分野の授業の中で、太子の偉業やその歴史背景な

どをより詳しく学習しますが、太子町独自の取組として、総合的な学習の時間において

町内オリエンテーションの取組を行い、町内の史跡巡りをする中で叡福寺を訪問し、太

子が眠る町を肌で感じ、意欲関心を持って学習する機会をつくるなど、町名の由来とな
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っており本町に関係の深い日本史上の偉人の１人として聖徳太子を日常生活で感じなが

ら学んでいる状況となってございます。 

 今後も引き続き、聖徳太子のみならず、地域学習や歴史学習に取り組むことで、地域

に愛着と誇りを持ち、地域を支える人材の育成を図ってまいりたいと考えてございます。 

○議長（村井浩二君） 本 馨議員。 

○６番（ 本 馨君） 今日に生きる我々も、太子が生きた時代に思いをはせ、日々研さ

んを重ね精進していくことが未来につながる道だと考えていく所存であります。 

 次に、現在、学校で行われている日本史や地理の教育についてでありますが、戦前の

日本の教育というのは、年代と出来事を丸暗記するというのではなく、まず、事実関係

で何かあったかを学ぶ。具体的な証拠に基づいたものから知識を理解していき、例えば、

明智光秀はなぜ本能寺を攻めて織田信長を討ち果たしたのですか、そこまでの前後関係

までは先生が教えてくれます。そこから、では、あなたが明智光秀だったら本能寺を攻

めましたか。明智光秀が本能寺を攻めてこなかったら、その後の日本はどうなっていた

のか、君はどう思いますかと徹底的に生徒同士で議論をして戦わせる。歴史とは考える

授業でありました。 

 特に、ｉｆ、もしで考える。これが歴史を通じて思考力を養い、結果として反省した

り実感として何かを感じることである。それは自分自身が歴史の当事者になって考える

からである。歴史は、英語でｈｉｓｔｏｒｙと書きます。まさに物語なのであります。

世界史で、例えば第２次世界大戦でドイツ軍がポーランドに侵攻して戦いは始まりまし

た。このとき、あなたがポーランドの国王だったらドイツ軍の侵攻を止められましたか、

どうすれば戦わずに済みましたかと考えさせられます。これはものすごいことでありま

す。まさに歴史の当事者になるのですから。 

 地理の教育なんかは、江戸時代の寺子屋から遡ってみますと、まず、小さい子どもは

周りの土地の由来から覚えていきます。宗右衛門町は、昔、宗右衛門が住んでいたから

そうなった、銀座は、銀貨の鋳造が行われていたからそうなった。地名を通じて歴史を

学び、郷土に対する愛が芽生える。大きくなっていくと、市や郡単位でそれぞれの由来

や歴史を学んでいきました。今のように県と県庁所在地を覚えるのではなく、土地に対

する愛情を育む教育をしていました。 

 現在の歴史教育はどのような教育をしているのかお聞きしたい。 

○議長（村井浩二君） 教育次長。 
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○教育次長（池田貴則君） 現在、小中学校で行われております日本史をはじめとする歴

史教育については、小学校６年生及び中学校１、２年生において学習することが学習指

導要領に定めております。 

 小中学校社会科の教科の目標としては、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、

学びに向かう力、人間性等の資質・能力の３つの柱に沿った目標を立て、それぞれを有

機的に関連づけることにより、社会的事象の歴史的見方・考え方を働かせ、課題を追究

したり解決したりする活動を通じて、広い視野に立ち、グローバル化する国際化社会に

主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力

の基礎を育成することを目指すこととされてございます。 

 ただ覚えるだけという歴史教育に対する印象は、端的に高校や大学受験に対するイメ

ージが強いことに起因するものと思われますが、歴史の学習においては、単に覚えると

いうことに主眼を置くのではなく、先にお示しをしました知識及び技能、思考力、判断

力、表現力等、学びに向かう力、人間性等の資質・能力の３つの柱に沿い行われる中で、

調査や諸資料から歴史に関わる事象についての様々な情報を効果的に収集し、読み取り、

まとめる技能を身につける学習を充実することや、歴史に関わる事象の意味や意義、特

色、事象間の関連を説明したり、課題を設けて追求したり、意見交換をしたりするなど

の学習を重視して、思考力、判断力、表現力等を養うと共に、学習内容の確かな理解と

定着を図ることに配慮することなどが示されており、学習全般に通じて方向づけられる

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進が図られているところとなっ

てございます。 

 議員もご指摘のとおり、史実を学びながら、当時の歴史的背景を鑑み、議論をするこ

とはとても重要であり、現在小中学校において行われている授業においても、自らの考

えを自らの言葉で相手に伝えるという言語活動の充実を図りながら、話合い活動を多く

取り入れることによって、より深い学びができるよう授業を進めてまいりたいと考えて

ございます。 

○議長（村井浩二君） 本 馨議員。 

○６番（ 本 馨君） 昨今の我がまち太子町の義務教育を巣立って高校に進学してから

のここ数年の大学の進路で、かなりの学生が国公立大学や難関私立大学に進学している

と知りました。これは、教育長はじめ教職員が真剣に子どもたちの未来のことを考えて

いる証左であると考えます。一喜一憂することなく、今後も太子町ならではの教育をし
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てもらいたい。日本の未来のためにも。 

 次に、小中一貫教育についてお尋ねします。大阪府下の現状と、本町の取組について

お聞かせください。 

○議長（村井浩二君） 教育長。 

○教育長（勝良憲治君） 小中一貫教育についてのご質問でございますが、私のほうから

ご答弁させていただきます。 

 小中一貫教育といいますのは、小中連携教育のうち、小中学校教員が目指す子ども像

を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、継続的な教育を目指す教育のことを指し

ます。 

 小中一貫教育の形態として、１人の校長先生が１つの教職員組織を置かれ、義務教育

９年間の学校目標を設定するなど、９年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施す

る義務教育学校と、又、同一の設置者による独立した小学校と中学校が基本的な枠組み

を残したまま、９年間の系統性を確保した教育課程を編成実施する併設型小中一貫校、

異なった設置者による小学校と中学校による連携型小中一貫校がございます。さらに、

小学校と中学校の教職員が情報交換や交流を通じて、小学校教育から中学校教育への円

滑な接続を目指す形態を小中連携教育と呼んでおります。 

 令和２年度当初のデータによりますと、大阪府内の公立小中学校では、義務教育学校

が７校、制度として位置づけられた小中一貫校が６校となっております。又、小中一貫

教育に取り組んでいる市町村は１７市町、小中連携教育に取り組んでいる市町村は２５

市町村となっております。 

 本町は、小中一貫教育に取り組んでいる市町村に該当しており、先般、１２月議会で

建石議員の一般質問でもご答弁を申し上げましたとおり、従前から町立幼稚園、小学校、

中学校間の接続が重要であると考え、それぞれの段差解消を目指して取組を実施してき

たところでございます。 

 しかしながら、太子町においても更に人口減少・少子化が進み、又、子どもたちを取

り巻く学習環境も目まぐるしく変わる中、学びについては太子町にしかできない太子町

らしい教育に絶えず取り組んでいく必要があると考えております。 

 田中町長とは認識を一にしながら、太子町がこれまで積み重ねてきた成果を生かし、

又、学校教育を取り巻く現状と課題や国や大阪府内における小中一貫教育制度の状況を

鑑みたとき、現状の１中学校２小学校の体制を維持したまま、小学校と中学校を合わせ
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た義務教育９年間の系統性・連続性を配慮した一貫性のある教育活動を更に充実、現在

実施しております小中一貫教育を更に一歩前進させることとしております。 

 そのため、昨年来、大阪府からの助言も受けつつ、市町村での事例研究や教育委員会

内部での議論を踏まえて各学校との協議を進めながら、制度設計の検討に着手している

ところでございます。 

 子どもたちが、太子町に生まれ育ってよかった、太子町の学校で学べてよかったと思

える小中学校を目指して、引き続き学校教育の充実に取り組んでまいります。 

○議長（村井浩二君） 本 馨議員。 

○６番（ 本 馨君） 分かりました。ありがとうございました。 

 本日は、太子町における学校教育について幾つか質問をいたしました。 

 これからの日本を担う子どもたちの今いる環境を整備し、よりよい環境をつくり出し

ていくのが我々大人たちの責任であると言えます。 

 かつて２０世紀は戦争の時代でした。日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦と

大東亜戦争では、私たちのほんの少し前の先人たちが、この国の独立を守るため、そし

て、アジアにおける欧米列強の植民地支配を解放するため、命をかけて戦い抜きました。

多くの貴い英霊のおかげで今日の平和な我が国があるということを私たちは決して忘れ

てはならないのであります。 

 我々は、過去、先祖とつながっております。そして、未来ともつながっているのであ

ります。正しい歴史教育は、過去から現在に学び、そして、未来へ引き継いでいく重要

なことであります。そして、この国に生まれたことに感謝をして日々生活を送るのであ

ります。子どもたちの教育からは、生きる力、親がいなくても育っていける生命力、何

かに役に立てる人に成長していくことを教え、感謝すること、希望を持つことを心がけ

る、そんな人間になってもらいたいと思います。 

 本町で教育を受け育った人が、やがては２１世紀に名を残す、そんな偉大な人物が出

てくることを願い、終わりにいたします。 

○議長（村井浩二君） これにて 本 馨議員の質問を終わります。 

 次に、西田議員の質問を許します。 

 西田議員。 

〔３番 西田いく子君 登壇〕 

○３番（西田いく子君） 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
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 １問目は、介護保険についてお尋ねします。 

 ２０００年に高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして始まった介護保険制度

は、サービスの削減や負担増を図る改悪が繰り返されてきました。さらに、総合事業の

対象に要介護者が含まれることとなり、ケアプランの有料化など検討されています。こ

のようなサービスの削減や負担増一辺倒では、高齢者の生活を守り、支えることはでき

ません。 

 現行の介護保険が多くの矛盾を抱えていること、その大本に政府の社会保障削減路線

があることは、介護の現状を憂える多くの有識者や関係団体の共通認識となっています。 

 とりわけ２０１３年１２月に成立した社会保障制度改革プログラム法によって、社会

保障の公的性格を否定しかねない自助の共同化が打ち出され、制度改悪、切捨てが推進

されてきました。 

 要支援者や軽度者の保険給付外しをめぐっては、厚労省の初代老健局長として介護保

険制度を導入し介護保険の生みの親を自称する堤修三氏ですら、このようなやり方は被

保険者との約束を国が反故にするものと指摘し、介護保険は国家的詐欺になりつつある

ように思えてならないという痛烈な批判を発信しています。 

 介護保険制度は、必要になっても使えない、費用負担ができず利用控えることなど、

保険あって介護なしの状況が更に深刻になっています。厚生労働省の調査で、介護保険

料を滞納して差押え処分を受けた高齢者が、２０１８年度は過去 高の１万９千２２１

人に上っていることが明らかにされました。介護保険制度が始まった２０００年度から

保険料が約２倍に上昇していることが影響したと見られていると報じられています。太

子町の保険料基準額は、１期２千９２５円から７期６千１５０円と引き上げられ、８期

では更に６千４８０円に２.２倍にも引き上げられようとしています。 

 私たち日本共産党は、数年に１度、住民アンケートを実施しております。町政に望む

ことをお尋ねすると、国保料の引下げ、介護保険料の引下げ、上下水道料金の引下げな

ど、高過ぎる公共料金を引き下げてほしい、こうおっしゃる住民さんが多数いることが

よく分かります。 

 その中でも介護保険は特に負担感が強い公共料金の１つです。上下水道は絶対利用い

たします。国民健康保険料は、お医者さんに一生かかることがないという人はほぼいま

せんから、利用するためにも保険料を納めなければならないと思いますし、減免制度も

あります。 
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 ところが、この介護保険料は、一生介護にかからずに生涯を終えようとも、大多数の

方が年金から天引きされて払わなければならないことになっています。無年金で所得が

なくても、保険料負担がのしかかっていきます。負担感が半端ではなく、高過ぎる、引

き下げてほしい、この思いが強いのが介護保険料です。 

 コロナ禍の中、各自治体で３月議会が今開かれ、予算審議がされています。近隣の自

治体の第８期の介護保険料基準額を聞いていますが、値上げにはなるけれども、数十円

で抑えたいという自治体があれば、値下げをする、据え置くという自治体も生まれてい

ます。コロナ禍で住民の暮らしが大変だ、できることはないかを真剣に考えれば、簡単

に値上げできないはずです。そして、これらの自治体であっても、一般会計から繰り出

してまで値上げを抑制、据え置き、引き下げているわけではありません。基金を投入し

て、介護保険料を値上げしない努力をされているわけです。この考えは今に始まったこ

とではありません。 

 介護保険料は、３年間必要額を計算して、３年間で収支が合うよう保険料が決められ

ています。１ケ月の予算でも収支をゼロにすることは難しいですから、３年分ともなる

とどうしても誤差が出ます。 

 太子町では、４市町村での合併協議が立ち上がったときの第２期の介護保険料を富田

林市の保険料に合わせて低く設定し過ぎたために、基金がなくなったばかりか、大阪府

の財政安定化基金を借りたとき以外、３年間が終わった年に基金が残っている状況で黒

字で７期まで来ました。２期以外赤字はありません。そして、この残った基金は、充当

するという表現や全額投入するという表現など違いはありますけれども、次の期の保険

料に繰り入れられてきて、保険料を少しでも引き下げるために使われてきたのが歴代の

太子町政の在り方でした。 

 ところが、来月４月から始まる第８期の介護保険料を決めるに当たって、１億１千８

００万円もの基金残高があると言いながら、第８期に続く第９期で高齢者が増えて一気

に介護保険料が上がるようなことになっては大変だからとか、第８期の３年間の途中で

予測し得ないことが起こったときに困るからだとか言って、第９期の分として残してお

くため、第８期では５千万円しか基金を取り崩さないと言います。 

 改めて私が言うことでもありませんが、介護保険料は、３年間の介護サービスにかか

る費用を基に算出し、１人当たりの平均的な保険料額（基準額）を決定する、これが基

本です。この間この当たり前のルールを守って、６５歳以上の全ての高齢者が払う介護
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保険料が決められてきました。いつから６年間で介護保険料を算定するようになったの

でしょうか。介護保険料の算出方法が変わったのでしょうか。答弁をお願いいたします。 

 又、１億１千８００万円もの額が残っているというのは大問題です。第７期の保険料

を決める２０１８年（平成３０年）の会議で、なぜ第７期は第６期と同額、据置けたの

かを尋ねましたら、当時の課長さんは何と説明したか。第６期計画時の計画値と実績値

の乖離がありましたというところで、３年間を含めまして黒字となっております。その

黒字を当然基金という形で準備基金で貯めているような形になってしまっているんです

けれども、それを第７期計画の財源に充当するというところで、同額で第７期の計画を

策定できるということになっていますと、少しでも負担を増やそうと国で基準である９

段階より多段階化を行い、被保険者の負担能力に応じた保険料設定を行うと、これまで

９段階だった所得区分を１２段階に細分化もしたわけです。 

 私は、このとき本当に努力してくれたと思っています。そうやって算定した保険料で

あっても、３年間の終わりに１億１千８００万円も残りました。過去 高の計算値と実

績値が乖離した額になっています。この額は多過ぎると思いませんか。第７期の計算が

大きく間違っていたのではないでしょうか。間違っていて、住民さんから取り過ぎた結

果が１億１千８００万円という大きなお金になっているのなら、これは住民に返還すべ

きではないでしょうか。以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 貯金ではなく、介護保険料引下げをについてご答弁申し

上げます。 

 介護保険事業計画は、３年を１期として介護保険サービス及び地域支援事業を円滑に

実施することを目的に策定し、各事業を安定的に実施しつつ、第８期事業計画では、団

塊世代が７５歳以上となる令和７年及び団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２

年を見据えた中長期的計画となっており、未来本町の高齢者福祉施策を安定的に実施す

るためにも、第９期事業計画を視野に入れた保険料設定を行っております。 

 又、介護給付費準備基金残高の見込額１億１千８００万円の取崩しにつきましては、

そのうち５千万円を取り崩すことで第９期事業計画期間中の保険料上昇を緩やかにする

ものであり、第９期事業計画で予測される保険料の大幅な上昇とならないように、今回

準備基金の導入を行ったところでございます。 

 又、準備基金残高の状況でございますが、施設の入所状況など、第７期事業計画の計
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画値を下回ったことで給付費の積立てが可能となったこと及び社会福祉協議会との連携

による地域支援事業の継続的な実施並びにお達者トレーニング、元気ぐんぐんトレーニ

ングなど、各種トレーニング事業においてフレイル予防に積極的に取り組んだ結果など

が反映されていると考えております。 

 今回の準備基金残高につきましては、今後も引き続き、本町介護保険事業運営に対し、

効率的・効果的に活用してまいりたいと考えております。 

○議長（村井浩二君） 西田議員。 

○３番（西田いく子君） 今、長期的な視野に入れた計画、この先高齢者が増えるからと

いうことをおっしゃいましたが、これは第６期から７期のつくった計画にもその文言が

ありましたが、６期から７期は据え置いたわけです。ですから、増えるのはもう分かっ

たことです。分かっているけれども、お金が余ったら使ってきたのが今までの太子町だ

ったということはご存じやと思いますし、今回なぜ残したかというところはまだもう一

度聞かせていただきます。 

 １から１２段階までありますから、各々この間払った額は違います。３年ありますか

ら、３年の途中から保険料が変わった方もいらっしゃいますし、この３年の途中でお亡

くなりになった方もいらっしゃいますから、余ったからといって、国や府に返すみたい

に、この３年間保険料を払って住民さんにお返しすることはできないと思うんです。返

すのが筋だと思います。でも、返せないことがあっても、次の保険料算定時には基金を

使って１円でも引下げできるものなら引下げようとしてきたのがこれまでの太子町でし

た。 

 委員会の審議では、第８期の３年間の間に何かあったときのために基金が必要という

感じのことも答弁しておられましたけれども、何かあったときのために大阪府の財政安

定化基金があるんでしょう。これ、計算間違いが心配というのならば、５千万円も使わ

ずに、全額基金に積んでおくのが一番安心できるんじゃないですか。 

 ８期介護保険事業計画では、令和２年度、人口１万３千２７０人、６５歳以上が３千

８８９人、高齢化率２９.３％と書かれています。３千８８９人の６５歳以上の方に全

額お返しすれば、割り算したら約３万円お返しできる額です。町独自の６５歳以上の住

民さんに給付したコロナ対策費１万円、この３倍もの金額です。この給付金、何で出し

たんですか。高齢者の生活を応援するためのものだったのではないですか。１万円渡し

て３万円奪う。高齢者の皆さん、たまったものじゃありません。この後の補正予算で計
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算を間違ったとのお詫びがありますけれども、国は府からもらい過ぎたお金は国へも府

へも全額きっちりお返しするのですから、住民さんにも３万円を返してはいかがですか。 

 何度も保険料を考え直すよう言い続けてきましたが、頑なに変えようといたしません。

５千万円を第８期に使い、残り６千８００万円を第９期のために置いていくというこの

金額の配分の根拠、教えてください。これ、根拠があるなら、ほかの自治体も根拠に沿

って従わなければならないはずです。太子町がこの５千万円を使い６千８００万円残し

たという根拠について、明確な説明をお願いします。 

 法の在り方を変えてでも３年計算を６年計算にするという方向に大きく舵を切ったの

は、お尋ねいたします。町長が替わったからですか。一般会計から繰り出せと言ってい

るわけでありません。せめて貯金を吐き出せというののどこがおかしいんでしょうか。

せめて段階を細分化して、１円でも所得の少ない人に配慮しようと、これすら考えるこ

ともできなかったのでしょうか。住民の痛みにあまりにも鈍感過ぎます。基金を半分以

上、６千８００万円残してこの先の第９期のために置いておこうと決めたのは町長です

か。町長以外答えられる人はいないと思いますので、この部分、町長の答弁をお願いい

たします。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 第８期事業計画に準備基金のうち５千万円を導入し、第

９期事業計画に残りの６千８００万円を導入する根拠といたしましては、今後も高齢化

が進行する中、給付費の上昇並びに厚生労働省が開発いたしました見える化システムに

よる介護サービスの見込み量等の将来推計から明らかとなっております。そのため、激

変緩和対策として今回準備基金を有効に活用させていただき、５千万円を取り崩すこと

で、第８期保険料基準額は６千４８０円、第９期保険料基準額は約７千３００円と上が

り幅を抑えることができると考えております。 

 又、保険料値上げの背景といたしまして、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症

の拡大により介護事業所の経営悪化や廃業が相次いでいることから、事業者に支払う介

護報酬を増やす一方で、特別養護老人ホームなどの入居者やデイサービスの利用費の引

上げを発表しております。これに伴い、第１号被保険者の保険料も値上げする自治体も

多く、第７期事業計画の全国平均で現在の月額基準額５千８６９円から、４月以降は月

額基準額６千円を超える見込みとされ、厚生労働省は令和７年度には月額基準額７千２

００円まで上がると試算しております。 
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 次に、大阪府の財政安定化基金の設置目的といたしましては、市町村の介護保険財政

の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため設置するとなっております。 

 現在、大阪府内におきまして、財政安定化基金の貸付けを受けている市町村はござい

ません。本町の考え方といたしましては、準備基金を全額取り崩し、その後において保

険財政に不足が生じた場合には、保険料の不足分について財政安定化基金から貸付けを

受けることになります。ただ、その返済分につきましては、次期介護保険料に上乗せさ

れ、結果的には次期保険料の上昇を招くことになります。そのためにも、介護保険財政

の運営を維持するためには、一定額を準備基金に造成しておく必要があり、又、第９期

事業計画を見据えた準備基金の取崩しとしております。 

 次に、第７期事業計画における準備基金の取崩しにつきましては、各計画年度におい

て、次期計画期間の高齢者人口の増、それに伴う給付費の増など、介護保険情勢を考慮

しつつ保険料を設定しております。その際、基金の取崩しについても検討し、保険料を

設定したものであると考えます。 

 又、第７期事業計画における６５歳以上の人口は、実績値で平成３０年で３千７５５

人、平成３１年で３千８１５人、令和２年で３千８８９人となっており、実績値を基に

第８期事業計画の高齢者人口を算出しております。先ほども申し上げましたが、準備基

金１億１千８００万円は、取り過ぎたのではなく、施設の入所状況など、第７期事業計

画の計画値を下回ったこと及び介護予防における各種事業の充実並びに継続実施などの

影響で、現在の基金残高となっております。 

 後に、６５歳以上の方に１万円ということで太子町版生活支援特別給付金を支給す

る一方で保険料を引き上げるのかとのことでございますが、新型コロナウイルス感染症

の影響が長期化していることから、生活支援を目的として全住民を対象に支給したもの

でございます。うち、６５歳以上の方々に対しましては１万円を支給し、支援を行って

まいりました。 

 このような支援の中、又、コロナ禍での保険料の引上げにつきましては、先ほども申

し上げましたが、本町における高齢化率は令和３年２月末時点で２９.６％となってお

り、今後も高齢化が進行していく中、認定者数の増加に伴う重度化防止の各種サービス

などの利用も増加が予想され、第１号被保険者１人当たりの給付費も年々増加を続けて

いることから、保険料の上昇が避けられない状況となっております。 

 又、準備基金の取崩しにつきましても、安定的な介護保険運営を保つため、準備基金
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見込額１億１千８００万円のうち５千万円を取り崩し、第９期事業計画を見据えた保険

料設定といたしております。 

 いずれにいたしましても、第７期事業計画まで実践してきました各種高齢者施策を継

承し、本計画の主な対象者である高齢者が今後も住み慣れた地域で心豊かに安心して暮

らせるよう、中長期的な観点から社会福祉基盤の整備に取り組み、又、準備基金の適切

な運用に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 西田議員。 

○３番（西田いく子君） 町長の代わりに部長が答えてくれたということでしょうかね。 

 激変緩和措置とか言いますが、これ、国保と一緒にならないのは部長が一番よくお分

かりだと思うんです。国保はもう大阪府が決めていますからね。ここに向かって一気に

後までずーっと低いままで抑えていて、住民さんが言うように低いままで抑えていて

も、 後にはどうしても大阪府に合わさないといけない時期が来るということで、その

ために、それがいいとも言いませんけれども、斜めになだらかに上げてきていますけど、

介護保険にそういう基準はないじゃないですか。そういう施設が埋まらなかったら余る

こともありますし、逆に施設が建って、ここも施設入所者が増えたら、こんな１億１千

８００万円の５千万円、６千８００万円残したって、それが足らなくなることだってあ

るかもしれないじゃないですか。そういう状況も踏まえて今まで介護保険料は決めてき

たんです。 

 次期はもうどこも上がって６千円を超える見込みと言いましたけれども、今、太子町

は既に６千円を超えているじゃないですか。大阪府が全国でどれだけ高いか。沖縄に次

いでだったかな。大阪府は何しろ介護保険料の全国平均を大幅に上回っています。太子

町はその中でも高いほうにあるんです、太子町に住んだら全国でもトップクラスの介護

保険料を払わなければならない。一方では、サービスが整っているという言い方もでき

ますが、でも、自分の収入から持ち出されるこの保険料が全国でも指に入るほど高いと

いうことは、この金額を出された職員が一番よくお分かりだと思います。 

 地方自治法に、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本としと書かれて

います。お金がありながらの介護保険料の値上げは、住民の福祉を増進するのではなく

減退させること、地方自治法に背くことをしたのだと指摘をしておきます。 

 介護保険法第１条、介護が必要になっても、尊厳を保持し、能力に応じ自立した生活
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を営めるよう、必要な給付を行うに則り、お金の心配をすることなく必要な介護サービ

スを必要なときに利用できること、又、自立困難や生活困窮であっても、人として尊厳

のある暮らしが送れ、住民が安心して生活できるための介護保険でなければなりません。

給付の充実や介護従事者の処遇改善を保険料、利用料に跳ね返らせずに行うため、介護

保険の国庫負担、公費負担を引き上げることは、民主党政権時代、野党だった自民党、

公明党も主張していたことです。 

 公益財団法人介護労働安定センターが公表した２０１９年度介護労働実態調査で、介

護現場の人手不足が過去 悪の水準にあることが明らかにされました。訪問看護、ホー

ムヘルパー、介護職員の１年間の離職率は１５.４％、人手不足に加え高齢化も進んで

います。介護サービスが確実に提供されるには、人材の確保は不可欠ではないでしょう

か。 

 ところが、平成２９年の介護保険法改正では、高齢者の自立支援と要介護状態の重度

化防止、地域共生社会の実現を図ると共に、制度の持続可能を確保することに配慮し、

サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにするとされました。 

 年金はマクロ経済スライド制度により給付額が削減され、医療費の負担増、消費税１

０％への増税など、高齢者がより一層厳しい生活へと追い込まれており、介護保険料を

支払い、いざサービスを利用しようと思ったら、お金がなくて相談すらできない、特養

入所者が支払い困難を理由に退所するなど、経済的な理由で介護サービスを受けられな

い状況が生まれています。厚労省が検討する方向は、利用者、家族に一層の苦難を強い

るものです。安心して利用できる制度を求める国民の声に逆らい、暮らしをますます深

刻化させる介護保険の改悪はやめるべきです。 

 又、今、新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本の医療、福祉、公衆衛生の体制が

いかに脆弱なものであったかを浮き彫りにしました。コロナ危機で明らかになった社会

保障の弱体化を引き起こす大本にあるのは、歴代政権が取ってきた社会保障削減路線で

す。コロナ危機は、人は誰しも他者によるケアなしに尊厳ある生活を送れないことを明

らかにしました。必要なケアを安心して受けられるよう、社会保障、ケアを抜本的に強

化することが求められています。 

 日本共産党は、医療、介護、障がい福祉、保育など、命を守るケアに手厚い社会をつ

くることを政策として掲げています。受益者負担は当たり前の冷たい政治ではなく、社

会保障を充実し、住民福祉の向上第一の優しい政治実現を求めて、この質問を終わりま
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す。 

 次に、バスの運行は住民の声を 優先に。公共交通について質問させていただきます。 

 昨年６月、例年とは違うコロナ禍の中で地域公共交通がスタートしました。福祉セン

ターが休館になったり、外出を控える人が増えたりすることもあって、待ち望んでいた

人が利用したのかしなかったのか、不便か便利か分かりにくい状況にあるとは思います。

ですので、コロナの影響を受けた中でも、２０２１年度地域公共交通が始まってからの

現状到達、今後どのように進めていくのか、お尋ねいたします。 

 まず、本格運行となりました金剛バスについてお尋ねします。 

 乗客数はどうなっていますか。正確な数字が金剛バスから示されるのでしょうか。当

初、時刻どおりに来なかったり運賃を間違っていたり、小さなトラブルがありましたが、

今、金剛バスは順調に運行できているのでしょうか。乗継割引券、１００円割引券は、

ワンマンカーで運転士さんだけで処理することに面倒はないのでしょうか。金剛バスか

ら太子町に改善を求められていることなど届いていましたら、お答えください。 

 それと、私は金曜日の朝７時から８時前まで上ノ太子駅にいるのですけれども、通勤

ラッシュ時の駅前は、徒歩で通勤・通学される人、自転車・バイクで駐輪場に向かう人、

送迎の車や駐車場に入る車、そこに金剛バスが２台連なってバス停に停車している上に、

スクールバスもロータリーにとまっている時間帯があります。混雑でこのラッシュ時に

車と人の事故も起こっており、住民さんからも何とかしてほしいとの声が届いています。

これまでも住民の安全を守るために朝晩の上ノ太子駅の混雑解消対策をお願いしてきま

したけれども、その返事はどうなっているのでしょうか。バスの停留所、案内表示など

の要望もありましたが、金剛バスに町として変更を求めているところはあるのでしょう

か。 

 ２つ目に、金剛バス路線以外について、太子町が実証運行しているコミュニティバス

についてお尋ねします。 

 実証運行でコミュニティバスを走らせてから見えてきたよかったこと、悪かったこと、

どんなことがあるのでしょうか。新年度４月から変更しようと思っていることはあるの

でしょうか。広報たいし２月号のみんなで育てる地域公共交通には、実態調査はあくま

でも量的な調査です。実態の質的な把握には皆さんからの声が不可欠です。ぜひとも事

務局に様々な声を届けていただきたく、どうぞよろしくお願いいたしますと書かれてあ

りました。住民さんから声が上がってくるのを待つだけではなく、町が直接であったり
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アンケートであったりなど、住民の声を聞く場を設けているのでしょうか。 

 また、私が参加をします太子町に循環バスを走らせる会が、この広報の呼びかけを受

けて要望書を提出いたしました。町がこの要望書を基に文書回答も出され、懇談の場を

設けてくれました。どんな声が届けられたのでしょうか。また教えてください。 

 太子町のホームページには、コミュニティバスの月別の利用実績が掲載されています

が、６月からのコミュニティバス乗車率、行き先で多いのはどこなのでしょうか。コミ

ュニティバスについて、お答えください。 

 ３つ目に、福祉施策として取り組んでいるたいしくんの乗合ワゴン車、外出支援事業

についてお尋ねします。 

 乗合ワゴン車運行開始当初は予約が面倒との声がよく聞かれましたが、利用を重ねる

ことでそんな声も聞こえなくなり、予約の電話をしている住民さんの声だけで誰々さん

と分かってもらえる対応に感謝の声も届けられるようにもなっていました。福祉センタ

ー行きのバス停までが遠くて福祉センターに行くのを諦めてきた人も、友達を誘ってま

た福祉センターに通い出したり、予防事業に参加する人が増えるなど、高齢者の外出支

援として町内を駆け巡るたいしくんの車は住民にはなじみになっていました。 

 ところが、これもコロナの影響もあるのでしょうけれども、６月以降、たいしくんを

見る機会が随分減ってきたように思います。一体、今、たいしくんはどのような利用の

され方をしているんでしょうか。ワゴン車の現在の利用状況についてお答えください。 

 又、もう一つの福祉施策、外出支援事業ですけれども、町内のボランティア団体が取

り組んでくださっていると聞きます。これらのボランティア団体の外出支援がたいしく

んの代わりをしているのですけれども、利用状況は把握しているのでしょうか。無料で

利用できるたいしくんと有料の外出支援で、利用を控えざるを得なくなった方、利用で

きなくなった方がいらっしゃらないのでしょうか。 

 後に、費用についてお尋ねします。無料で福祉センターバスに乗ることができ、無

料で乗合ワゴン車に乗ることができていた住民さんの側から見れば、少なくない収入の

中から支出が増えたり、路線バスだと乗り降りに不便だったりと、後退した部分は少な

くないのですけれども、太子町が言う費用対効果からはどうなのでしょうか。 

 金剛バスについては、直接町から補助はなく、企業努力で運営されていると思います

けれども、コミュニティバスやたいしくん、外出支援事業は太子町が実施をしています。

太子町地域公共交通網形成計画策定時、今のような公共交通にすれば費用が抑えられる
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といったような説明がありましたが、本当にそのような数字になっているのでしょうか。

３月議会当初予算に現れるこれらの事業に要する額と福祉センターバスと乗合ワゴン車

だったときの額を比較し、効果があったとお考えでしょうか。 

 利用者の声、住民の声を反映し、実証運行期間を通じて住民が喜ぶより良い公共交通

に前進させていくことが、いつまでも住み続け続けられる太子町であるために大変重要

だと思っております。 

 以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（村井浩二君） 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） バスの運行は住民の声を 優先にとのご質問でございますが、

太子町は、将来に向かって持続可能な公共交通の構築という考えの下、全ての住民の皆

様を対象に公共交通を利用できる人、又、公共交通の利用が困難な人とに分類した上で、

福祉センターバス、乗合ワゴンを含めた住民皆様の移動手段そのものを構築する太子町

地域公共交通運行計画を平成３１年度に作成し、これに従い、コミュニティバスの実証

運行、そして、金剛バスによる新規路線の本格運行が昨年６月１日より開始されたとこ

ろでございます。 

 現在、実証運行の開始から１０ケ月弱が経過しておりますが、この間、金剛バスの運

行につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響と考えられますが、１日

の乗降者数の調査では平成３０年度の調査と比較すると半数以下となっておりますが、

各種補助金などのチケットの運用も含め、今のところ問題なく対応していただいており

ます。 

 コミュニティバスの運行につきましては、月別に見ますと、１０月には１千人を超え

る乗車人数でしたか、その後１２月以降については、緊急事態宣言による福祉センター

の閉館もあり、１月には２３８人となっております。日別で見ますと、乗車人数７０人

が 多となっており、又、一方、 少の人数としましては１人が 少というふうな形に

なっております。 

 バス停別に乗降者数を見てみますと、福祉センターが も多く、次いで、太子町役場、

塚の前公園となっております。 

 住民の皆様の声としまして、コミュニティバス、又、金剛バスによる新規路線とも、

公共交通空白不便地域の方をはじめ、多くの方々から総じて便利になったというお声を

いただいております。又、お出かけ支援につきましても、１月末で１千６５人の方が申
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請、登録されるなど、助成制度についても積極的に利用していただいているところでご

ざいます。 

 一方、コミュニティバスダイヤのダイヤに遅れが生じることや、金剛バスの接続、又、

上ノ太子駅前の混雑などについて、改善を望まれる声などもいただいております。 

 このうち、上ノ太子駅前につきましては、一部学校法人の送迎バスが乗り入れている

こともあり、朝夕には混雑する状況となっておりますが、太子町の行政区域外となるこ

とから、羽曳野市に対し対応など確認を行ったところ、羽曳野市にも同様の苦情がある

とのことで、学校法人に対して注意を促す要請を文書及び口頭により行っているとのこ

とでございました。しかしながら、上ノ太子駅前のロータリーは市道であり、送迎バス

は一般車両と同様な扱いとなるため、強く指導することができないということでござい

ました。 

 次に、公共交通の利用が困難な方に対する支援として、ワゴン車の運行、いわゆるサ

ロン送迎及び地域支え合い型移動サービスについてのご質問でございますが、地域公共

交通の再編後、役場高齢介護課に外出支援相談窓口を設置し、高齢者の移動支援を含め

た生活支援相談により、個別に利用先の聞き取り調査を行い、現在、社会福祉協議会に

委託しておりますサロン送迎により、福祉センターと町内８ケ所の交流サロンへ参加さ

れる方に対する無料送迎サービスや地域支え合い型の移動サービスのご案内などにより、

高齢者の利用状況に応じた移動サービスを受けていただいております。又、交流サロン

を拠点として、月３回程度、近隣のスーパーなどにお買物バスツアーを実施しておりま

す。 

 次に、サロン送迎の利用状況でございますが、定員８名で、新型コロナウイルス感染

症対策を十分に図りつつ、福祉センター及び８ケ所の交流サロンに無料送迎を実施して

おりますが、現在のところ福祉センターのみの送迎となっております。利用回数でござ

いますが、直近の２月利用実績では、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令に

伴い福祉センターが休館となったことから、１月と同様、実人数、延べ利用回数とも実

績はございません。 

 次に、地域支え合い型医療サービスの利用状況でございます。現在、寿喜菜の会、桜

草クラブ、プラスワンの３団体が移動支援サービスを実施していただいております。直

近２月の利用実績では、寿喜菜の会で乗降支援回数として２０回、桜草クラブで乗降支

援回数２８回、プラスワンでは１２回となっております。行き先につきましては、主に
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医療機関やスーパーなどとなっております。 

 又、地域支え合い型移動サービスに対する更なる支援策として、公用車貸出事業を実

施し、公用車２台を貸出ししております。 

 続きまして、実証運行開始前の直近の平成３１年度一般会計における事業予算としま

して、福祉センターバス経費として３２４万２千円を計上し、決算額としましては３２

０万４千３９６円、又、地域公共交通再編前の予約型乗合ワゴンの運行に要する外出支

援事業として、アルバイト賃金及び外出支援事業委託料など７７０万８千円を計上し、

決算額としましては７５１万２千２６３円となっております。 

 令和３年度の事業予算としましては、一般会計では、外出支援事業（地域支え合い型

医療サービス支援）として、地域支え合い型移動サービスを実施する団体、寿喜菜の会

及び桜草クラブに対する支援として、公用車を無償で貸出しするための経費４３万２千

円を計上しております。尚、プラスワンにつきましては、太子町社会福祉協議会の車両

を送迎車両として利用されているため、貸出しは行っておりません。 

 次に、介護保険特別会計では、介護予防・生活支援サービス事業費として、訪問型サ

ービスＤ事業（移送前後の生活支援）でサービスを実施する団体、寿喜菜の会、桜草ク

ラブ、プラスワンの３団体に付添い等の支援に対する補助金８８万６千円を、社会福祉

協議会に対する福祉センター等へのサロン送迎委託料として３９２万７千円をそれぞれ

計上しております。 

 次に、令和３年度の地域公共交通事業におけるバス運行に係る費用としましては、コ

ミュニティバスの運行管理委託料をはじめ、バスの燃料費や修繕費、車検費用などで１

千６２４万７千円を計上しております。又、バスの利用促進などに対する補助金としま

して、福祉センター利用者支援、お出かけ支援、乗換運賃補助としまして５０８万６千

円を計上しております。一方、運賃収入としましては、１８２万７千円としております。 

 今後、太子町の地域公共交通につきましては、現在いただいているご意見等も含め、

地域公共交通会議におきまして、コミュニティバスの実証運行に対する評価・検証を基

に見直しの議論を行い、その結果により、４月から５月の間で周知を図った後、６月よ

り修正を行う予定としております。 

 しかしながら、この間、新型コロナウイルス感染症は終息しておらず、評価・検証を

行うための乗降者数など資料につきましては十分な有意性となっていない状況で、さら

に、今後においても感染の拡大などが見通せない状況にあることから、先に申し上げま
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した見直しの議論及び修正までのスケジュールなどにつきましては、現状における予定

としているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 西田議員。 

○３番（西田いく子君） 運賃収入がありましたけれども、補助を出している部分は今は

まだ太子町が出しているお金になっていると思うんです。ですので、１月末現在のコミ

ュニティバスの収入という合計をもらったら１０３万２千３９０円ですが、補助や乗継

券を引いたら、現金として入っているお金は１７万７千１１０円ということでした。 

 ちょっと金額の比較をしてほしかったんですが、確かにコロナ禍の中で、今走ってい

るのが十分な数字になっていないので確かなことは言えませんが、計画が出るときに、

今のまま走らせたらこんなに高いお金がかかるけど、実証運行、この地域公共交通、６

月の走らせ方をすれば、まるですごく町の持ち出しが少ないかのような話がありました

が、今の話を聞いていてもそんなに変わらないなというところは数字として現れていた

かと思います。 

 昨年の９月議会でも公共交通について一般質問させてもらいましたが、そのときもコ

ロナ禍の中で先の見通しが立たないということをおっしゃっておられました。そのとき

おっしゃっていたんですけれども、いろんなことは地域公共交通会議において慎重に議

論を進めるとおっしゃっておられました。もうこの月末でしたっけ、又、会議があるの

で、そこでの話になると思うんですけれども、ここでちょっと考えてもらいたいんです。 

 私たちは議員として住民さんから届けられた声を基に、この今もですが、私はこうや

って質問しているんですけれども、この質問はここでしますけれども、議論は地域公共

交通会議において議論を進めるとおっしゃるんです。この地域公共交通会議で活発な議

論がされることが求められています。そうでないと、よりよいものにならないと思うん

です。そこが議論する場とおっしゃるんですからね。 

 太子町に循環バスを走らせる会の会長さんは、住民さんの声を集めて会議の場に臨ん

でいますし、要望書を上げたりもされています。磯長台の福祉を考えるつどいの代表さ

んも、自治会の会員さんの声を集めて会議の場に臨んでおられます。それでも残念なこ

とに、今の委員さんの中で、バスがないと町内を自由に動けない、これまでワゴン車を

利用してきたという必要に迫られている住民を代表しての委員さんが１人しかいない状

況です。皆さん集まってこられますけれども、自分の車に乗って会議に来られる方ばか
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りです。運転できない方も１人いらっしゃいますけれども、送迎できる家族がいらっし

ゃいます。利用している人の生の声、思いは大切にすべきではないでしょうか。 

 唯一必要とされるこの方は、これまでもバスがないと困るという自分の思いや、自分

の身近で利用しなければ買物に行けない人が大変でどれだけ困っているかを会議の場で

発言してこられました。知り合いの方が高齢で免許を返納したけれども、この住民さん、

ワゴン車が走ってくれたので、これで太子町に住み続けられる。聖和台の方だそうです。

喜んでいたそうです。ところが、ワゴン車の利用方法が変わりました。この車に乗って

ラ・ムーにお買物に行けていましたが、それができなくなったら、この太子町に住み続

けられると思われた聖和台の住民さん、どうお考えになっているんでしょうか。 

 そういったことをこの会議の場で一つひとつ住民代表としてお話ししてくださってい

るんですけれども、本来司会進行を務めるはずの会長さんは、この委員さんの発言の一

つひとつに反論するんです。傍聴する私には住民の声をないがしろにしているとしか思

えない議事の進行しておられます。又、一般旅客自動車運送事業者を代表して、金剛自

動車以外にも大阪第一交通や近鉄タクシーさんからも忙しい中会議に出席していただい

ているのに、会長は金剛自動車を持ち上げるばかりで、これらの代表からの発言を求め

ようともしません。 

 改めて、委員構成も考えてみませんか。実証運行を経てよりよい公共交通、住民に喜

んでもらえる公共交通にしようと思えば、これまで以上に住民の切実な声が必要です。

ところが、このままの委員構成で、公共交通会議で正確な声が反映されるとは思えませ

ん。法の整備や専門家の英知を集める段階はひとまず終了したのではないでしょうか。

乗り心地、使い勝手の良さなど、実際に利用していただいている人、利用できなくなっ

た人の意見が今後の実証運行には生きてくるとはお思いになりませんでしょうか。 

 特に社会福祉協議会を代表して委員さんを置くのであれば、会員さん、業者さんの声

を直接聞く立場にある職員に出席してもらって会議の場で発言してもらえば、リアルに

伝わります。又、社協の職員は、声を聞く立場にあるだけでなく、外出支援などの事業

は太子町が直接携わっている部分がほとんどなく、社会福祉協議会に委託されています。

制度として今どうなっているのかを直接聞けるので、会議の流れがスムーズに進むので

はないでしょうか。実証段階に入って、別の視点が求められる段階に入ったと思うので

す。委員構成の変化は考えていないのでしょうか。 

 バスの会からの要望の話もありました。ぜひ、実証運行で見直すのであれば、総合体
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育館バス停を加えてください。総合体育館での土日の利用が町外から来る団体で埋めれ

ています。それでは、もったいないですし、平成２３年８月から施行のスポーツ基本法

では、国、地方公共団体の責務として、国、地方公共団体は、基本理念に則り、スポー

ツに関する施策を策定し、実施する責務を有することが定められています。 

 車に乗れない児童生徒や高齢者が身体を動かしスポーツに触れることができる総合体

育館に行けないという状況を放置していいのでしょうか。親や家族の送り迎えを前提に

しているから、バス停が要らないというのでは困ります。これまでの利用者が少なかっ

たから必要がないと考えているのでしたら、利用していた高齢者が行けなくなったとい

う事実はあります。又、立派な体育館を利用者が少ない施設で良しとする状況が間違っ

ているのですから、体育館で介護予防事業をするとか、公民館で夏休みなどに実施する

ような子どもスポーツ教室をするとか、住民が行きたくなる施設にする努力もお願いい

たします。 

 広域農道にバスが走るようになって、山田地区の住民さんから喜びの声が届いていま

す。ただ、その方は１０時から始まる公民館のサークルに行きたいんです。ところが、

時刻表を見ていただけたらお分かりかと思いますが、１０時から始まることに参加しよ

うと思えば、８時台のバスに乗って行くか１０時過ぎのバスでしか行けないのです。時

刻表の見直しもよろしくお願いいたします。 

 改めて確認したいと思います。実証運行とは一体何を検証し変更するためにあるので

しょうか。今のコミュニティバスの形のままでバスの乗り降り、時刻表などの微調整を

するだけなのでしょうか。乗客数やバス停の規模によっては、費用対効果によってはな

ど、もしかしたらワゴン車を走らせる方が太子町の地理に合っているのではと考えたと

きなどは、コミュニティバスからワゴン車やタクシーなど大本からの変更もあり得るの

でしょうか。又、金剛バスでも、バスを小型化にしてほしい、本数を増やしてほしい、

バス停を増やしてほしいなどの住民の声は反映できるのでしょうか。 

 町長は、昨年６月の所信表明で公共交通に触れられました。このことについて、これ

も９月議会で取り上げました。そのときの一般質問で町長は、地域にとって望ましい地

域公共交通の在り方につきましては、その地域の人口構成や地勢、そして時代と共に絶

えず変化していくものであることから、完成形、これで終わりというものではなく、評

価検証を行いながら、都度、必要な改善や見直しを行うものであります。又、費用対効

果については、持続可能な地域公共交通の構築に向けた視点から、より効率的で効果的、
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かつ利用しやすい運行体系を目指していく必要があるものと考えております。いずれに

しましても、より多くの方に利用していただける、本町にとって望ましい持続可能な地

域公共交通の構築に向け、引き続き、地域公共交通会議において、継続的な検証を行う

と共に、今後検討を行う中で、議会にも報告しながら進めてまいりたいと考えておりま

す、こう答弁していただきました。 

 望ましい公共交通を構築する上で、６月からの実証運行が今日まで行われてきたのを

踏まえ、実証運行を今後どう進めていこうとお考えなのでしょうか。再度答弁をお願い

いたします。 

○議長（村井浩二君） 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） まず、これからは、利用する人の声が大切であるとのご意見

でございますが、議員のおっしゃるとおり、実証運行が始まり、実際に利用されている

人の意見が大切であると考えております。 

 これまでにおきましては、実証運行に向け、多数のバス利用者のある福祉センター利

用者や各地区に対する説明会の開催及びアンケートの実施など、様々な方法によりご意

見をいただいてまいりました。又、地域公共交通会議の委員として社会福祉協議会会長

に参画していただくと共に、必要に応じてその関係職員などからも意見をいただきなが

ら進めてきたところでございます。 

 今後につきましても、同様に広くご意見をお聞かせいただきながら、公共交通会議に

おきまして議論を重ねてまいりたいと考えております。 

 又、町立総合体育館への運行につきましては、今後の検討課題として認識しており、

公共交通会議において議論していただくこととなると考えております。 

 昨年６月１日より開催されている実証運行につきましては、本町にとって望ましい地

域公共交通の構築に向けた第一歩となるものであり、現在進めております乗換え拠点に

おける利便性向上に向けた待ち空間の整備となる緑の回廊工事なども踏まえつつ、コロ

ナ禍の状況などを考慮しながらとなりますが、より多くの方に利用していただける持続

可能な地域公共交通の構築に向け、引き続き、地域公共交通会議において検討・検証を

進めていただくこととなるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） 西田議員。 

○３番（西田いく子君） ありがとうございます。 
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 ただただ心配なのは、費用対効果でやめられたら困るなと思うんですが、利用してい

ただける公共交通にするために頑張っていくとおっしゃっていただきましたので、よろ

しくお願いいたします。 

 今のコミュニティバスのような定時定点の循環バスがいいのか、狭い道路でも入って

いけるワゴン車がいいのか、複数組み合わせることも考えていただきたいですし、寝屋

川市のような高齢者支援に無料タクシーを走らせる自治体や、面白いところでは、河内

長野市のように電動ゴルフカートを走らせる自治体など、新しい移動手段を導入する取

組が広がっていますので、他の自治体の公共交通の在り方も調査研究していただきたい

と思います。 

 あと、何度もお願いしております介護タクシー、福祉タクシー助成は一体いつになっ

たら実施するのでしょうか。民間がやっていることだからとは言わせません。金剛バス

に対しては、企業の経営を圧迫してはいけないと言いながら、外出支援事業で少なから

ず営業が圧迫されている事業者も大切にしていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 新型コロナウイルス感染症の収束のめどが立たないばかりか、感染力が強いとされる

新型コロナウイルスの変異ウイルスが国内でも徐々に広がっているとの報道に、まだま

だ感染を防ぐために不要な外出を控えるという状況が続くと思われます。コロナ禍の中

で住民を集めて意見を聞く場を設けることは注意が必要ですけれども、今おっしゃいま

したように色々努力していただいて、住民さんの声を聞いていただきたいと思います。 

 又、地域公共化交通会議が開かれますから、実証運行が始まった今の状況に合った委

員さんを選んでいただければ、１つ声を聞く場がすぐにでもできます。又、住民代表の

議員を委員の１人に選んでいただくことも検討してください。 

 ３月２９日に地域公共交通会議が開催されるそうですので、そこでの議論を楽しみに

して、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（村井浩二君） これにて西田議員の質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

（午後 ２時１６分 休憩） 

                                       

（午後 ２時２２分 再開） 
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○議長（村井浩二君） それでは、再開いたします。 

 日程第２、議案第１６号、太子町国民健康保険条例中改正の件を議題といたします。 

 提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 議案第１６号、太子町国民健康保険条例中改正の件の提

案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本改正は、国において新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されたことに伴い、

本町国民健康保険条例の傷病手当金に関する条文中、新型コロナウイルス感染症の定義

に係る文言を改めるものでございます。 

 改正の内容でございますが、議案書の３枚目をお願いいたします。新旧対照表でござ

います。よろしいでしょうか。 

 附則第６条は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に

ついての規定となっており、同条中、新型コロナウイルス感染症を定義する用語として、

新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感

染症と規定しておりましたが、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されたこと

に伴い、新型コロナウイルス感染症を定義する用語を、新型コロナウイルス感染症（病

原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に中華人民共和国から

世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限

る。）である感染症をいう（以下同じ））に改めるものでございます。 

 恐れ入ります、議案書を１枚お戻りいただきまして、一番下の附則でございます。 

 本条例の施行期日でございますが、公布の日から施行することといたしております。 

 議案第１６号、太子町国民健康保険条例中改正の件についての説明は以上でございま

す。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま提案理由及び内容の説明がありました。 

 お諮りいたします。 

 議案第１６号は、会議規則第３９条第２項の規定に基づき、委員会付託を省略するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１６号は委員会付託を省
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略いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 議案第１６号、太子町国民健康保険条例中改正の件は、２５日の本会議にて全員審議

でお願いいたします。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第３、議案第１７号から日程第６、議案第２０号まで、これ

ら４件を一括議題といたします。 

 順次、提案理由及び内容の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 議案第１７号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第１１

号）の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出の総額にそれぞれ７千７５万１千円を追加し、総額を７３億

２２５万２千円とするものであります。 

 本補正予算の主な内容でございますが、まず、歳出につきましては、国費の交付決定

などを受け、小中学校における新型コロナウイルス感染症対策に要する経費、幼稚園の

空調設備更新に要する経費の増額を行うと共に、自己都合退職者の申し出による職員の

退職手当の予算措置を行っております。一方、歳入につきましては、歳出増額に伴う財

源措置として、国庫支出、町債で増額を行うと共に、財政調整基金繰入金で財源調整を

しております。 

 尚、幼稚園改修事業に係る経費につきましては、年度内にその支出が終わらない見込

みであるものとして、地方自治法第２１３条第１項の規定により、繰越明許費として措

置しております。 

 以上のとおり本補正予算を提出するものであります。何とぞよろしくご審議の上、ご

議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 議案第１８号、令和２年度太子町介護保険特別会計補正

予算（第３号）の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 
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 本補正予算は、令和元年度の国庫支出金等の精算額の確定に伴い、国、府への返還金

を措置するため、歳出予算において、介護給付費準備基金積立金から国府支出金等返還

金予算の組替えを行うものでございます。 

 それでは、恐れ入ります、補正予算書の１頁をお願いいたします。 

 第１条の歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によることとし、歳

出予算において、介護給付費準備基金積立金から国府支出金等返還金へ歳出予算の組替

えを行うもので、予算総額については変更ございません。 

 それでは、歳出についてご説明申し上げます。 

 ４頁、５頁をお願いいたします。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額３４万９

千円の減額は、事業別区分１、介護給付費準備基金積立金の２４節積立金で、介護給付

費準備基金積立金を３４万９千円減額いたしております。これは、この後説明いたしま

す国府等返還金の増額のための財源措置として減額をするものでございます。 

 次に、６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額３４万９千円

は、事業別区分１、国府等支出金返還金の２２節償還金利子及び割引料で、国府支出金

等返還金３４万９千円を増額いたしております。これは、令和元年度の国庫支出金等返

還金の確定に伴い、予定していた返還金の錯誤への対応として、国府支出金等返還金を

増額するものでございます。 

 令和２年度太子町介護保険特別会計補正予算（第３号）の内容説明は以上でございま

す。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村井浩二君） 総務部長。 

○総務部長（小角孝彦君） 議案第１９号、令和３年度太子町一般会計補正予算（第１号）

の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出の総額にそれぞれ８千５４１万２千円を追加し、総額を５７

億２千４２１万４千円とするものでございます。 

 本補正予算の主な内容でございますが、まず、歳出につきましては、新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保に要する経費及び聖徳太子没後１４００年事業に係る新型コ

ロナウイルス感染症対策に要する経費の増額を行っております。一方、歳入につきまし

ては、歳出増額に伴う財源措置としまして国庫支出金で増額を行うと共に、財政調整基
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金繰入金で財源調整をしております。 

 以上のとおり本補正予算を提案するものでございます。何とぞよろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村井浩二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（子安逸二君） 議案第２０号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）の提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、令和３年２月１９日付で発出されました国からの事務連絡である国民

健康保険及び後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に

対する傷病手当金の支給に係る今後の財政支援において、傷病手当金の支給に対する財

政支援の適用期間が令和３年６月３０日まで延長されたことに伴い、所要の経費を措置

するものでございます。 

 それでは、恐れ入ります、補正予算書の１頁をお願いいたします。 

 第１条第１項の歳入歳出予算の総額でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ４０万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億８

７８万４千円とするものでございます。 

 まず、歳出についてご説明申し上げます。 

 ８頁、９頁をお願いいたします。 

 ２款保険給付費、７項傷病手当金、１目傷病手当金、補正額４０万７千円は、事業別

区分１、傷病手当金給付事業の１８節負担金補助及び交付金で、傷病手当金を４０万７

千円計上いたしております。これは、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す

るため、労働者が休みやすい環境を整備することを目的に、令和２年度に創設されまし

た傷病手当金の対象期間が令和３年６月３０日まで延長されたことにより、必要となる

傷病手当金を増額するものでございます。 

 次に、歳入でございます。 

 １頁お戻りいただきまして、６頁、７頁をお願いいたします。 

 ４款府支出金、１項府補助金、１目保険給付費等交付金、補正額４０万７千円は、２

節保険給付費等交付金特別交付金で、ただいま歳出で説明いたしました傷病手当金の財

源といたしまして国の特別調整交付金で措置され、大阪府から特別調整交付金市町村分

として交付されることから、同額を計上いたしております。 

 令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の内容説明は以上でござ
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います。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村井浩二君） ただいま提案理由及び内容の説明がありました。 

 お諮りいたします。 

 議案第１８号及び議案第２０号は、会議規則第３９条第２項の規定に基づき、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１８号及び議案第２０号

は、委員会付託を省略いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 議案第１７号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第１１号）、議案第１９号、令

和３年度太子町一般会計補正予算（第１号）の２件は、予算常任委員会に付託いたしま

す。 

 議案第１８号、令和２年度太子町介護保険特別会計補正予算（第３号）、議案第２０

号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の２件は、２５日の本

会議にて全員審議でお願いいたします。 

 本日の日程はこれで終了いたしました。 

 尚、 終本会議は、明後日、２５日に再開させていただきます。再開通知は省略とさ

せていただきますが、ご出席のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 これにて散会といたします。 

 本日はご苦労さまでございました。 

（午後 ２時３７分 散会） 



 

 

 

 
 

 

【 第 ３ 日 】       
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（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（村井浩二君） 皆さん、おはようございます。本日第１回定例会の 終日を迎え

たわけでございますが、各委員会におかれましては、精力的にご審議いただき、誠にあ

りがとうございます。 

 本日は、全員出席していただいておりますので、本会は成立いたしました。よって、

これより会議を開きます。 

 直ちに会議に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配布しておりますとおりでございます。 

 再開してすぐではございますが、中村議員外６名より、藤原幹副町長に対する辞職勧

告決議が提出されました。 

 この動議は会議規則第１４条の規定に基づき提出されておりますので、成立いたしま

した。 

 お諮りいたします。 

 藤原幹副町長に対する辞職勧告決議を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題

にすることについての採決をいたします。 

 この決議案を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題にすることに賛成の方の

ご起立を求めます。 

〔起立７名・反対２名〕 

○議長（村井浩二君） 起立７名、反対２名。起立多数でございます。よって、藤原幹副

町長に対する辞職勧告決議を日程に追加し、全員審議にて取り扱うことにしますので、

日程に追加いたします。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

（午前 ９時３２分 休憩） 

                                       

（午前 ９時３５分 再開） 

○議長（村井浩二君） それでは、再開いたします。 

 追加日程第１、議員提出議案第２号、藤原幹副町長に対する辞職勧告決議、これを議

題といたします。 

 本件について、提案理由及び内容の説明を求めます。 

 中村議員。 
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○７番（中村直幸君） 提案者は、私、中村直幸でございます。 

 賛同者、西田いく子議員、藤井千代美議員、 本博之議員、 本馨議員、森田忠彦議

員、山田強議員、以上７人の議員でございます。 

 代表いたしまして、私の方から、藤原幹副町長に対する辞職勧告決議の提案理由を説

明させていただきます。 

 決議文を朗読し、説明に代えさせていただきます。 

 藤原幹副町長に対する辞職勧告決議。 

 令和２年５月１日に開催されました臨時会において、町長から藤原幹氏を副町長に選

任していただきたいとの提案があり、全会一致で同意をいたしました。その際、副町長

から、太子町の発展のために誠心誠意努力をしてまいりたいと考えておりますとの挨拶

があった。副町長の選任同意から１０ケ月余りが過ぎ、３月議会を前にして、２月２２

日、執り行われました株式会社Ｆ.Ｃ.大阪と太子町の包括連携協定の締結式で、副町長

の誠心誠意の言葉とは程遠い議会対応がなされました。 

 議長をはじめ、議会議員には株式会社Ｆ.Ｃ.大阪と太子町が包括協定を結ぶとの連絡

は届いておりました。これまでも、太子町として企業との連携協定は数多く結んでおり

ます。今回の連携協定もこれまで同様だと議会は認識していたところでございます。 

 ２月２４日に開かれた全員協議会で、副町長から株式会社Ｆ.Ｃ.大阪と太子町との包

括連携協定の締結式が執り行われたことがライブ配信されており、ホームページからも

アクセスできるとの報告を率直に受け取った。ところが、配信された株式会社Ｆ.Ｃ.大

阪と太子町の包括連携協定の締結式では、太子町議会議員、建石良明議員と紹介され、

用意されたひな壇から太子町議会議員の建石良明ですという挨拶の姿が映っておりまし

た。おおよそ行政に携わる者、ましてや副町長の要職にある者が議会の代表が議長であ

ることを知らないはずはないと思うが、あえて紹介をいたします。 

 地方自治法第１０４条には、議会の議事整理権、議会代表権、普通地方公共団体の議

会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表す

ると記されております。議会を代表する者で、議会構成上欠くことのできない重要な地

位にあるのが議会議長であります。この議長が締結式に出席を求められていない。これ

は議会を軽視する暴挙であります。これまでのように、議長のみならず、議員全員に出

席を要請していないのであれば、これほど問題にはならなかったと思います。しかし、

太子町議会において、何ら肩書を持たない建石良明議員を誰が出席を要請したのかを明
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確にする責務が副町長にはある。 

 ところが、事態の収拾に動いた議長が事の説明を求めても答弁がなされず、無為無策

のまま３月２日の３月議会が開会されることになった。開会冒頭の動議は副町長の不誠

実な対応が招いたものであります。しかし、その後、説明を求めるために開かれた全員

協議会でも責任の所在を曖昧にする答弁しかないため、再度、配信している映像の一部

削除を含めて、改めて３月１８日の全員協議会で報告を求めることと、開会冒頭の町長

挨拶の中にこの件を謝罪する文言を加えることで、議長がこの場を収め、初日の議事が

再開した。 

 そして、迎えた３月１８日の全員協議会で、まずは副町長は議長の議事を遮って、突

然、挙手、締結式の件について発言を求めた。結局、全ての問題の 後まで報告となっ

たが、３月２日の答えから全く変化のない回答でしかなかった。一体、町長は２月２４

日から今日まで、株式会社Ｆ.Ｃ.大阪と太子町の包括協定の締結式に対し、議会から正

すように求められ続けてきたことをどう受け止めていたのか。 

 議員の中には不信感が増す中、不信感では済まされない、決定的なことが起きた。田

中町長のフェイスブックに、町長、副町長、建石議員、町職員含め８人で、Ｆ.Ｃ.大阪、

サッカー観戦の記事と写真がアップされた。このことはこの間、何度も議会軽視を謝罪

し、反省を求める議論を副町長が全く重く受け止めていなかったことに表れる。副町長

の誠心誠意の言葉は地に落ちた。我々議会の信頼はまさに霧散した。副議長の町民代表

の議会軽視は代表を送り出した町民をも軽視することである。町民、議員との信頼関係

は全く失われている。このような人物に副町長という要職を任せることは到底できない。

よって、ここに太子町行政、過去に類を見ない、藤原幹副町長に対する辞職勧告を決議

する。 

 以上です。 

○議長（村井浩二君） ただいま、提案理由及び内容の説明がありました。 

 お諮りいたします。 

 議員提出議案第２号は、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第２号は委員会付

託を省略いたします。 



－９７－ 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 斧田議員。 

○１番（斧田秀明君） 皆さん、おはようございます。しなが会の議席番号１番、斧田で

ございます。 

 ただいま、副町長に対する辞職勧告決議の方、私の方も初めて見せていただいたんで

すけれども、まずこの辞職勧告決議についてなんですけれども、どういうふうな法的な

効力があり、ここの議会の場で何を決議というんですか。決議することが何か成果に上

がることとしてあるのかどうか、それをまずは聞かせていただきたい。 

○議長（村井浩二君） 答弁、よろしいですか。 

 中村議員。 

○７番（中村直幸君） まず、辞職勧告決議については、法的拘束力はありません。先ほ

ど来、言いましたように、議会の軽視であります。この議会の軽視はこの議会で決める

ことであります。それを決めようとしているわけでございます。それに対する辞職勧告

決議でございます。お分かりでしょうか。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 斧田議員。 

○１番（斧田秀明君） 議会の軽視というふうな形で、こういうふうな場になっているわ

けなんですけれども、ここの場で、この対象となっている藤原副町長については、発言

する機会も何もないわけですね。反論する機会も何もないというふうに、ここの流れか

らいくと感じるんですけれども、それが今のこの太子町議会としてのやり方として正し

いんでしょうか。 

○議長（村井浩二君） 中村議員。 

○７番（中村直幸君） 斧田議員におかれましては、３月２日から始まった議会全てに出

席されておられたと思います。その中で何を聞いておられたんですか。いまだかつて何

回も藤原副町長に対して申し述べるよう何回迫ったんですか。一言もそのことが出てい

ないじゃないですか。それに対する決議です。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 斧田議員。 

○１番（斧田秀明君） 当然、私も会議には全て出席しております。そして、その都度、
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多分こういう議会の中でのシステムというんですか、おわびをされないといけないとい

うふうな場面ではおわびはされていたというふうに私としては認識しております。 

 以上です。 

○議長（村井浩二君） 中村議員。 

○７番（中村直幸君） それでは、斧田議員のおっしゃるようにそういう形をされていた

かどうか、ここで決をお願いいたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 建石議員。 

○２番（建石良明君） 今の答弁において、決を採るということはどういうことなのかと

いうことと、この議場において、議会議員を名指しして質問というか、意見を言うこと

に対して、私は非常に憤りを感じます。 

 又、今回の件におきまして、この２日に行われました全員協議会の開会中、大変、非

常に多くの方々の傍聴者の皆様に対し、この全員協議会の報告をなされたのでしょうか。

それもお聞きしたいと思います。 

 又、藤原副町長は太子町及び太子町住民にどんな不利益を与えて、辞職勧告決議案を

出されたのか、どうも私は納得がいきません。 

○議長（村井浩二君） 中村議員。 

○７番（中村直幸君） 先ほどの建石議員におかれましては、私が全員協議会で古参議員

と名前を伏して言いました。それに対して、はっきりと議員名を言いなさいと言われた

のは建石議員でございます。それは、議事録を読んでいただければ、はっきりと出てお

ります。そのことはここで申し上げます。 

 先ほど来より言いましたように、私たちは３月２日より、そのまんまずっと言い続け

てきました、何を隠すこともなく。それに対しての対応が見えない。これが辞職勧告に

結びついたと自負しております。よろしくお願いいたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 斧田議員。 
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○１番（斧田秀明君） 辞職勧告決議についての反対の立場で討論いたします。 

 辞職勧告決議の提案理由につきましては、民間企業、Ｆ.Ｃ.大阪との包括連携協定の

締結式に、町議会の代表である議長等の出席を求めなかったことが議会軽視に当たると

の指摘ですが、本来、このような協定について誰が参列するかについては、基本的には

主催者側が決めるものであって、この協定式においては、町としては協定の相手企業の

関係者のほか、協定締結に尽力された方々の出席をいただきたいとの思いがあったとい

うふうに考えられます。これまでも、本町において様々な式典等が開催されましたが、

町議会を代表して議長が出席される場合もありましたし、そうでない場合もありました。 

 又、副町長からは、この間、議会に対して議会を軽視する気持ちは毛頭なかったもの

の、結果的には議会への配慮が足らなかったと言われる点については、反省、おわびを

重ねてされてまいりました。併せて、町長からも３月２日の開会日に議員に対してＦ.

Ｃ.大阪との包括連携協定の締結に際しては、議会軽視の意図は毛頭なかったものの、

配慮に欠ける結果となり、今後はこのようなことがないよう町政運営に努めるものとの

発言もありました。 

 そこで、本決議案についてですけれども、仮に町政運営に不満があるのであれば、法

的に認められた措置を取るべきものではないでしょうか。法的根拠もなく、しかも法的

な効果もない、一方で理事者側に対抗する手段もない、そのような辞職勧告決議をする

ことについては、単に議会の権力を振りかざすものにすぎないものであり、到底理解が

できないものでございます。 

 今回の締結式における出席者については、町として配慮が欠けていた部分があったか

もわかりませんが、副町長一人の考えだけではなく、町として検討されたものであり、

副町長個人の責任では何もありません。公務員として適正を欠く非違行為があったわけ

でもありません。この藤原副町長への辞職勧告決議案について、住民の皆様がどういう

ふうに考えられるでしょうか。我々議員は住民の皆様から選ばれ、住民の代表として職

責を務めなければならないと考えています。この副町長に対する辞職勧告決議という行

為が本当に住民の皆様の負託に応える行為なのか、冷静に考えなければならないと考え

ております。 

 今回、反論する機会すらない副町長にこのような手続きを取るということは、単に不

平等であり、太子町議会として恥ずかしい行為であるというふうに考えております。本

来であれば、任命権者の町長に任命責任を問い、住民の皆様から選挙という形で意見を
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聞くべきではないでしょうか。又、今回の締結式における出席者の選定が仮に少し配慮

が足りなかったということで、職員に対して辞職勧告や不信任等を提出されるようなこ

とが行われるのであれば、職員は議会対応のみに注力することになり、萎縮して、適正

な業務が執行できないおそれがあると考えられます。 

 以上の理由から、藤原副町長への辞職勧告決議につきましては、反対させていただき

ます。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 本馨委員。 

○６番（ 本 馨君） 藤原幹副町長に対する辞職勧告決議に対し、賛成の立場で討論を

行います。 

 そもそもこの問題は、株式会社Ｆ.Ｃ.大阪と太子町の包括連携協定においての締結式

にて、議会に対し、きちんとした対応が取られていないことによって、端を発した問題

である。では、何が問題であるかというと、式典自体、議会の承認を得る必要がないの

であるから、町長をはじめ、関係者の出席は何ら問題のあるところではないのであるが、

一部議会議員のみ参加、紹介を受けることが議会を軽視しているゆえんである。なぜな

ら、議会には議長という議会を代表する者が存在するからである。では、なぜ一部の議

会議員だけが参加、紹介を受けたのか。この点、この問題の責任者たる藤原副町長に対

し、再三説明を求めても曖昧な返事しかしていなかった。行政に携わる者であれば、理

事者側と議会側との調整、務めを負う者は副町長であり、筆頭部長である。何ら責任の

ある意思表示をしなかったのである。私は極めて遺憾であると思う。 

 ３月１８日の全員協議会の席上においても、藤原副町長の発言はとても議会人が納得

できるものではなかった。ユーチューブに配信されるということは、地球上の人たちが

目にすることになるのであるからこそ、その扱いには細心の注意が要ったのである。辞

職勧告決議文の中に、太子町の発展のために誠心誠意努力してまいりたいと自らが言っ

た言葉にうそ偽りがなければ、かくのごとくの事態にはならなかったのである。もちろ

ん、この問題は副町長一人だけのことではなく、町長をはじめとする各級幹部職員も常

日頃、自分の胸に手を当て、自分の役割は何であるか、この町をよくするために何がで

きるのか、自分が必要とされているものは何であるかを自問自答しなければ、太子町は

絶対によくならないと思います。 

 昭和４９年１１月２６日、内閣総理大臣、田中角栄退陣表明の一部を紹介して、私か
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ら副町長への言葉といたします。我が国の前途に思いを巡らすとき、私は一夜、沛然と

して大地を打つ豪雨に心耳を澄ます思いである。豪雨を国民の声として聞き、自らの処

と退を決断した心得。 

 以上をもって賛成の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 建石議員。 

○２番（建石良明君） 藤原副町長への辞職勧告決議について、反対の立場から討論いた

します。 

 この決議案は、ただ、たった今、私どもの方に届き、知りました。当然、我々には事

前に何ら報告もありませんので、若干、私のまとめた反対討論がちょっと支離滅裂にな

るかもわかりませんけれども、その辺のところをご容赦していただきたいと思います。 

 藤原副町長への辞職勧告決議については法的な根拠もなく、しかも法的な効果もない、

又、理事者に対抗する手段もありません。このような辞職勧告決議をすることは到底理

解できないものであり、反対いたすものであります。 

 副町長への辞職勧告決議については、副町長個人に何らの責任があるわけでもなく、

又、何らの非違法行為があったわけでもありません。仮に決議されるということになれ

ば、全くの卑劣な個人攻撃と言わざるを得ません。ましてや、今回、協定を結んだ株式

会社Ｆ.Ｃ.大阪は、大阪府をはじめ、ほかの市町村とも連携し、様々な公民連携の取組

を展開されております。これまで公民連携の取組が十分できていなかった太子町にとっ

ては、株式会社Ｆ.Ｃ.大阪と包括連携協定を結ぶことができ、民間のお力をお借りして、

太子町のＰＲや地域活性化、子どもたちへの教育などに取り組むものであり、非常にあ

りがたい話であります。私も非常に関心があり、昨年の１２月の一般質問にも取り上げ

させていただきました。 

 このように、協定締結に至るまで尽力されたのが藤原副町長であります。副町長にお

いては、太子町や町民に不利益なことは一切行っておりません。法も犯していない。議

会対応も今まで以上に誠意を持って丁寧に行ってきていただいております。又、大阪府

から来ていただいて、大阪府とより太いパイプがつながり、太子町にとって大いに寄与

していただいております。例えば、緑の回廊の２千万円の補助金等々を大阪府からも補

助いただきました。太子町は、これまで大阪府からは町政が円滑に進むよう助役や副町

長を派遣しいただいております。まさに大阪府とのかけ橋となって、太子町の発展のた
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めに尽くしていただき、感謝をしております。 

 しかし、この度、このような内容で副町長への辞職勧告決議を行うことは、大阪府に

対しても極めて失礼であり、今まで築いてきた信頼関係を大きく大きく損ねるものであ

ります。太子町としては、私は非常に恥ずかしい、情けないことであると思っておりま

す。このような案件において、我々議会人はいやしくも感情に走って、政治的抗争の手

段として、これを濫用するようなことがあっては、町村行政の渋滞を起こし、結局は共

に代表する住民の損失、町村のマイナスとなることに十分留意しなければならないと思

います。我々議会、又、首長は皆さん方の選挙によって選ばれておりますが、副町長は

そうではありません。このような案件は、人間個人の人格を否定し、人生をも逸脱させ

るものであると私は考えております。 

 又、この案件において、フェイスブックの件も取り上げておられますが、何も住民の

皆様方に迷惑をかけていないし、町長がこういったところをフェィスブックに上げるこ

とはＰＲ的にも非常に喜ばしいことであり、全くこのフェイスブックの取上げはプライ

バシーの観点で取り上げてもらったものであると思います。これを否定することは表現

の自由を制限するものであるものと考えます。 

 尚、私、建石良明を数回名指しされておりますが、これに関しても非常に違和感を持

っております。 

 以上の理由から、副町長の辞職勧告決議案に対し、反対をいたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 西田議員。 

○３番（西田いく子君） おはようございます。 

 議員提出議案第２号、藤原幹副町長に対する辞職勧告決議について、賛成の立場で討

論を行います。 

 私たち日本共産党太子町議会議員団がこの辞職勧告決議に賛同したのは感情的や政治

的なことだと捉える、この思い、考えにも反対ですし、この出来事は本当に小さなこと

かもしれませんけれども、小さいことでありながら、議会制民主主義の根幹に関わる大

問題だと捉えたからです。私たちは、基本、人事について異論を申し上げることは控え

るべきだと思っております。よほどの人物でない限り、職務に対しては地方自治法第３

０条、全て職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当

たっては、全力を挙げて、これに専念しなければならない。このことを守り、住民のた
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めに誠実に取り組んでもらえるものに違いないと考えるからです。 

 昨年４月当初、思い出していただきたいのですけれども、太子町には部長がいません

でした。３月末をもって、４つの部がありますが、その４人の部長全員が定年退職で町

長選が終わるのを待つという人事で、それまでの間は当時の副町長が兼務するという極

めて変則的な体制を取っていました。その後、４月の町長選挙で田中新町長が誕生し、

この副町長は辞職いたしました。日本全体が、又、近隣市町村でコロナ禍の中、様々な

コロナ対策を打ち出す中、太子町からはコロナ対策が打ち出されず、住民の中からは、

太子町ではないけれども、河南町では、富田林では、太子町は何をやっているのか、こ

の声が上がっていました。 

 そのような状況の中、５月の臨時会で藤原副町長の任命同意が町長より求められまし

た。この間、町職員であった人が副町長だったということもあり、大阪府からの副町長

でいいのかという声も少なからず私の耳にも届いてまいりましたけれども、町長の提案

に同意をしました。このとき、日本共産党だけではなく、全議員が賛成し、藤原幹副町

長が誕生したわけです。しかし、皆さん、今、太子町議会は共に住民を代表する首長と

議会が相互の抑制と均衡によって、緊張関係を保ちながら、議会が首長と対等の機関と

して、自治体の運営の基本的な方針を決定、議決し、その執行を監視するという二元代

表制本来の在り方で町当局と向き合っています。この緊張感を保ちながら、この点をい

ま一つ理解されていないのではないか、こう思わずにいられないことがこれまでも何度

かあり、その度に町当局に議長を通じて改善を求めてきたという経過があります。 

 そんな緊張関係であることが分かっているのであれば、今回のＦ.Ｃ.大阪との締結式

のような参加者の人選をするはずがないんです。太子町議会議員を呼ばずに、一議員が

出席するというのは誰が見てもおかしな話です。このことについては、今なお、いつ、

たった１人の議員だけを参加者に決めて案内を出し、ひな壇で挨拶してもいいとなった

のかが分かりません。先ほど、この辞職勧告決議に反対をされた方はもう説明をしたと

おっしゃいましたが、皆さん、お時間ございましたら、議事録をご覧ください。一切そ

のことについては説明されておりません。でも、これは、当初は誰が、このことすら分

かりませんでした。副町長が私の責任でおっしゃいましたので、誰がというのは分かり

ましたし、先ほど、反対の討論の中でも尽力されたのが藤原副町長ですということがあ

りましたので、それは皆さんの中でそうだったんだなということが分かっているんだと

分かりました。でも、いつ、この人選について行ったのか、これは、今なお明らかには
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されていません。 

 又、議会軽視ということは、住民代表の議員を軽視することであり、その議員を軽視

するということは、ひいては住民を軽視するのと同じことになるのではないんですか、

こう副町長にお尋ねいたしましたけれども、そうは思わない、こういう感じの返事しか

されませんでした。さすがに町長はそのとおりだとおっしゃっていただきましたが、副

町長からは前向きな返事がなかったんです。事実をありのままに答えられない、答えよ

うともしない副町長では太子町政の一翼を担ってもらうわけにはいかないのでは、こう

感じるようになってまいりました。 

 決定的だったのが、口では配慮が足りなかった、殊勝な態度で頭を下げておられまし

たけれども、その裏でサッカー観戦に興じているというのが分かりました。行ってはい

けない、そういう決まりはどこにもありません。ですけれども、信頼するには足りない、

この思いを固めてしまうには十分な行動だったと思います。 

 そして、もう一つ悲しく思ったのが今回、追加の補正で出されました令和３年度太子

町一般会計補正予算（第１号）に優秀な職員さん２人が突然退職されるという報告があ

ったことです。若い方の中には、ステップアップで職を変える方がいらっしゃるかと思

いますが、長年、太子町のために、住民のために頑張ってこられた職員さんが今この時

期に突然退職する、このことも副町長のこれらの態度から導き出されたのではないかと

思っております。本当に、残念だとしか言いようがありません。一度崩れた信頼関係は

取り戻しようがありません。 

 いまだに、はっきりと今回の件は申し訳なかったとはおっしゃっておられません。大

会の町長の挨拶の中に申し訳なかったと一言添えてほしい、これが議会の願いでしたけ

れども、その言葉すら拒否されました。議会軽視が住民軽視につながるということも理

解できない方が副町長という要職にあることは、住民を不幸にするだけでなく、職員さ

んをも不幸にいたしますので、本当に残念ではありますけれども、藤原幹副町長に対す

る辞職勧告決議に賛成の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議員提出議案第２号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔起立７名・反対２名〕 

○議長（村井浩二君） 起立７名、反対２名。よって、賛成多数でございます。 

 議員提出議案第２号、藤原幹副町長に対する辞職勧告決議は、原案どおり可決するこ

とに決しました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

                                       

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（村井浩二君） それでは、再開いたします。 

 日程第１、議案第１号から日程第１４、議案第１４号までの以上１４件を一括議題と

いたします。 

 各議案は、去る２日の本会議において、各常任委員会に審査を付託されておりました

ので、その結果について順次報告を願うことといたします。 

 まず、総務まちづくり常任委員長の報告を求めます。 

 中村議員。 

〔総務まちづくり常任委員長 中村直幸君 登壇〕 

○総務まちづくり常任委員長（中村直幸君） 総務まちづくり常任委員会に付託されまし

た議案について、審査の結果を報告いたします。 

 議案第１号、一般職の職員の給与に関する条例中改正の件については、審議において、

分限処分による降格と本人が望んで降格した場合の違いについて質疑がありました。降

格には、職員の心身の故障や家族の介護等の事情において、その職責を果たすことが困

難な場合に希望降格制度を設けており、この制度に基づき降格する場合と勤務実績が芳

しくない場合やその職責を果たすのに適正を欠く場合など、職員の意に反して降格とな

る分限処分の場合があるとのことでした。 

 又、正規職員の数が減少している中、１人当たりの仕事が増えている現状があり、４

月の機構改革を経て、１人に仕事が集中することのないようにすることが可能となるの

かについて質疑があり、４月に機構改革を含め、適正な人事配置を検討しており、兼務

できる状態を解消し、部長、課長、課長補佐においても全て配置し、新組織として個々

の職員の業務量のバランスを含め、適正な配置を行うとのことでした。 

 そのほか、組合との交渉、職員数の内訳などについて質疑がありました。 
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 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決いたしました。 

 議案第４号、太子町消防団条例中改正の件は、審議において、今回新たに追加される

機能別団員５名について、消防分団は５分団あるが、１分団に１人ずつの配置となるの

かとの質疑があり、この５名追加の内容については、過去５年の消防団員の平均人数が、

定員が１１５名に対して１０８名となっており、条例定数よりも５名程度下回っている

ため、この数を補うために５名と定めており、５分団に１人ずつというものではないと

のことでした。 

 又、消防官として定年まで勤め上げ、現場を指揮するような立場である人が機能分団

員として採用された場合、組織としての立場はどのようになるのかという質疑があり、

指揮系統の乱れにつながるため、階級なしの一団員となり、団長や分団長の指示に従う

こととなる、豊富な知識や経験を伝える役目が主となり、採用前に十分趣旨を理解して

いただいた上で入団していただくことになるとのことでした。 

 その他、消防署と消防団の連携、平日日中の出勤体制、報酬額の決定理由等について

の質疑がありました。 

 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 議案第１０号、令和３年度太子町山田財産区特別会計予算については、審議において、

修繕について毎年計画的に対処しているのか、それとも事象が発生したその都度、対処

しているのかとの質疑があり、山も荒れた状態となっており、計画的に対処できれば良

いが、財産区の下請者の高齢化などにより、困難な状態である、今後は農林担当課とも

調整しながら、良い方法を検討していきたいとのことでした。 

 又、基金残高はどれぐらいあるのかという質疑に対し、令和２年度末の見込みで３千

６５５万５千５９９円であるとのことでした。 

 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 議案第１１号、令和３年度太子町春日財産区特別会計については、審議の結果、全員

異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 議案第１４号、令和３年度太子町下水道事業会計予算については、審議において、本

町の水洗化率を問う質疑があり、新設の工事はなく、既存の公共下水道に浄化槽等から

切り替えていただく状況にあり、水洗化率は現在約９０％となっている、今後も引き続

き下水道への接続を住民の皆様に広報等を通じてお願いしていくとのことでした。 

 羽曳野市地域である上ノ太子駅改札の手前にカラーマンホールが設置されているが、
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カラーマンホールの設置は通常のものと比べて高額になるのか、又、本町のカラーマン

ホール設置についての質疑があり、自治体によっては、カラーマンホールを歩行者専用

道路や観光地など、限定された場所で使用している場合もあり、本町においても設置に

適切な場所や設置要望があれば、高額になるが、検討していきたいとのことでした。 

 そのほか、職員給与費の組替え、供用開始区域に関する現況、コロナウイルス感染症

に対する支援策としての基本使用料金無料化などについての質疑があり、審議の結果、

全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、総務まちづくり常任委員長から報告がありました。 

 これについて質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 次に、福祉文教常任委員長の報告を求めます。 

 山田議員。 

〔福祉文教常任委員長 山田 強君 登壇〕 

○福祉文教常任委員長（山田 強君） 福祉文教常任委員会に付託されました議案につい

て、審査の結果を報告いたします。 

 議案第２号、太子町国民健康保険条例中改正の件については、審議において、激変緩

和措置が全面拡大されることによる本町の保険料への影響についての質疑があり、本町

への影響については、激変緩和措置の府内全市町村への拡大により、令和３年度の統一

保険料率による１人当たりの保険料は引き下げることとなったが、それでもなお、現在

の本町の保険料よりも高い状況となっている、そのため、本町が令和６年度に保険料率

を統一するためには、引き続き保険料率の引上げが必要であり、今回の拡大が直接、本

町の令和３年度の保険料の引下げにつながるものではない。しかしながら、激減緩和措

置の拡大により、令和６年度に 終的に統一しなければならない統一保険料率が引き下

げられることで、今後、保険料率の統一に向けて、本町が保険料率を引き上げていかな

ければならない引上げ幅を圧縮することができるとのことでした。 

 その他、子育て世帯の対象人数、コロナ減免の申請数などについての質疑がありまし

た。 
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 討論においては、意見を付けての賛成の討論があり、審議の結果、全員異議なく原案

どおり可決することに決しました。 

 議案第３号、太子町介護保険条例中改正の件については、審議について、本町は全国

平均よりも高い介護保険料を支払っているが、第８期保険料の月額基準料は幾らになる

のか、府内での順位について、又、料金設定する際の期間について質疑があり、第８期

の月額基準料は６千４８０円、府内での順位は高い方から８番目であり、料金設定につ

いては、今回の第８期では令和３年度から令和５年度の３年で期間設定している、各事

業を安定的に実施するために、計画については団塊世代が７５歳以上となる令和７年、

団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年度を見据えた中長期的な計画とし、基

準額が上がることとなるが、第９期も視野に入れた計算による算定となっているとのこ

とでした。 

 その他、第７期は準備基金を投入することで料金を据え置いたが、１億円以上余って

いるのは第７期の料金設定が誤っていたのか、又、第８期で準備基金を全額投入せず、

今後に残しておくことについてなどの質疑がありました。 

 討論においては、反対、賛成、それぞれの討論があり、採決の結果、賛成多数により

原案どおり可決することに決しました。 

 議案第６号、令和２年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、

審議において、一般被保険者高額療養費において、当初見込みに対して約１割程度の増

となった要因についての質疑があり、特定の月だけが増えているといったことではなく、

１年を通して継続して増加しているため、詳しく調査してみないことには確かな理由を

つかむことができない、引き続き内容を精査することによって、今後の予算計上にも反

映していきたいとのことでした。 

 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 議案第７号、令和２年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

は、審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 議案第９号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計予算については、審議において、

とくとく健診において、本年２月の実施を踏まえて、８月の健診は問題なく実施できる

のかとの質疑があり、本年２月２０日の冬の集団健診は感染予防対策をしっかりと行い

つつ、住民の健康管理上必要な場合に限り実施しても良いとするコロナ禍における健診

実施に関する国の通知に基づいて予定どおり実施した、令和２年度の冬の集団健診では、
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新たに肺がん検診を実施したこともあって、６３名の申込みがあり、当日キャンセルも

あったが、５８名の方に受診いただくことができた、昨年度は５０名の申込みに対して

４４名の受診ということで、若干ではあるが増加している、令和３年度の夏の集団健診

については、間に１日の休みを設けながら、前後３日間ずつ、定員６００名で実施を予

定しており、１人でも多くの方々に受診していただけるよう取り組んでいきたいとのこ

とでした。 

 又、マイナンバーカードを被保険者証として利用することについての質疑があり、国

において令和２年度に進めていたオンライン資格確認に伴って、マイナンバーカードを

保険証として利用できるようにしたもので、既に令和２年３月からオンライン資格確認

が開始されている、現在、マイナンバーカードを持っている方については、被保険者証

として利用することが可能となっているが、医療機関、薬局などでシステム整備が進ん

でいない実態があるとのことでした。 

 その他、基金の残高、基金を投入しなかった場合と投入したことによる効果、ジェネ

リックの利用についての質疑がありました。 

 討論においては、反対、賛成、それぞれの討論があり、採決の結果、賛成多数により

原案どおり可決することに決しました。 

 議案第１２号、令和３年度太子町介護保険特別会計予算については、審議において、

基金残高を全額保険料の上昇抑制に投入した場合と全額貯金へ回した場合の保険料はど

うなるのか、又、５千万円という基金投入額となった理由についての質疑があり、全額

投入した場合、第８期事業計画における基準額は約６千１５０円で、第７期とほぼ同額

となり、全額据え置いた場合、約７千６００円となる、５千万円という金額を投入する

に至った理由としては、第９期事業計画に向けて急激な上昇とならないよう緩和するた

めに５千万円という金額に設定しているとのことでした。 

 その他、訪問型サービスＤ事業の事業内容、権利擁護事業で実際に該当した事例はあ

るのか、調整交付金は本来幾ら入ってくるのか、不足分の補塡についてなどの質疑があ

りました。 

 討論においては、反対、賛成、それぞれの討論があり、採決の結果、賛成多数により

原案どおり可決することに決しました。 

 議案第１３号、令和３年度太子町後期高齢者医療特別会計予算については、審議にお

いて、後期高齢者医療給付費準備基金、大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の金額を
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本町は把握しているのかについて質疑があり、後期高齢者医療給付費準備金基金につい

ては、大阪府後期高齢者医療広域連合にて管理しており、毎年、予算編成の説明会にて

基金の残高等の説明を受けている、大阪後期高齢者医療財政安定化基金については、大

阪府にて管理しており、こちらについては大阪府の方から説明を受けていないが、ホー

ムページ等で公開はされているとのことでした。 

 その他、短期被保険者証の利用実態についての質疑がありました。 

 討論においては反対の討論があり、採決の結果、賛成多数により原案どおり可決する

ことに決しました。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、福祉文教常任委員長から報告がありました。 

 これについて質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 次に、３月５日及び８日の予算常任委員長の報告を求めます。 

 本馨議員。 

〔予算常任委員長 本 馨君 登壇〕 

○予算常任委員長（ 本 馨君） 予算常任委員会に付託されました議案について、審査

の結果を報告します。 

 議案第５号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第１０号）については、審議にお

いて、ＡＬＴ（外国語指導助手）配置事業において、新型コロナウイルス感染症による

影響で交代予定の方が来日することができないことによる減額補正が出ているが、次年

度の対応はどうなるのかについての質疑があり、昨年の９月にＡＬＴの交代を予定し、

１１月、１２月の着任というように延期を繰り返していたが、現在はＪＥＴからの連絡

によると８月までの入国は認めないということで、９月からの配置になるという回答を

受けているとのことでした。 

 飲食店舗開業補助金において、申請状況、又、どういう内容の問合せや相談があるの

かについての質疑があり、令和２年度では申請についてはなかったが、窓口や電話によ

る問合せを受けており、窓口での問合せ内容としては、竹内街道沿いでカフェを行いた

いという相談があり、電話による相談では、場所は決まっていないが、町内においてカ
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フェを行いたいという相談があったとのことでした。 

 その他、聖火リレーの現時点での状況、たばこ税の大阪府への返還、クリーンキャン

ペーン中止による影響、学校ＩＣＴにおけるタブレットの整備などについての質疑があ

りました。 

 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 議案第８号、令和３年度太子町一般会計予算については、審議において、総務部関係

の予算では、町長の施政方針の中で、行財政改革に引き続き取り組んでいくということ

だが、当初予算編成の中でどのように組み込まれたのかを問う質疑があり、令和３年度

の当初予算については、少子高齢化による人口減少や新型コロナウイルス感染症により、

先行きが不透明な中での編成であり、歳出を抑えるために住民の皆様に影響はない内部

管理経費によるシーリングを行うことによって、歳出削減に努めている、今後も厳しい

財政状況が予測される中で、持続可能な町政運営を進めるよう社会の動向に注視し、健

全な財政運営に努めていきたいとのことでした。 

 職員の採用試験がどのように行われているのか、又、職員採用試験検査に係る業務委

託料と検査手数料の内容を問う質疑があり、職員採用試験については、平成２６年度以

前は大阪府内統一試験を活用していたため年１回の実施であったが、平成２７年度以降

は、年２回以上の採用試験を実施している、又、平成２８年度以降は、民間企業で活用

されているＳＰＩ試験を導入することで、広く多くの方に受験していただけるように変

更を行っている、平成３１年度においては、全国的にも先駆けた就職氷河世代である３

６歳から４２歳を対象とした採用試験を行った、又、今年度は１０月１日採用を実施し、

次年度においては、４月１日採用、６月１日採用を予定しており、６月採用に係る試験

については、ＳＰＩ試験を実施しない人物重視の試験を行う予定としている、試験に係

る委託料と手数料の内容については、ＳＰＩ試験、面接試験、論文試験の経費であるが、

面接試験計３回のうち、職員が２回面接を実施しているとのことでした。 

 その他、シーリングによる財政効果、女性の管理職登用、三世代同居・近居支援補助

金の対象者、ふるさと太子応援基金寄附金の収支や委託等についての質疑がありました。 

 健康福祉部関係の予算では、総合福祉センター維持管理事業の修繕費はどのような修

繕を計画しているのかについての質疑があり、令和３年度においては、令和２年度に実

施した２階の空調設備の修繕に引き続き、１階の空調設備の修繕を計画している、又、

ボイラー配管内のお湯と水を調整する弁であるミキシングバルブがうまく機能しておら
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ず、追いだき機能にて代替対応を行っている状態であるため、こちらについても修繕を

行うとのことでした。 

 放課後児童会では何人の待機児童が出ているのか、又、今後利用できる人数を増やす

ことが可能であるのかとの質疑があり、山田小学校においては、４０名の定員に対し、

４８名の申込みがあり、定員を超えた８名の中には、ひとり親家庭に該当する方が４名

おり、その方々については、入会決定者数を４４名と枠を広げることで対処を行ってい

るが、まだ残り４人については、待機状態が続いている、枠を広げるにしても基準があ

り、１教室に指導員が２名以上、面積が児童１名につき１.６５平米以上必要であり、

教室の広さ、指導員の確保を考えると厳しい状況で、４４名が限界と考えている、ただ

し、今後については、国の基準等の要件もありますが、児童数の推移や入会希望者の動

向を見極めながら、可能な限り対応できるよう検討してまいりたいとのことでした。 

 その他、ゲートキーパーはどのような活動しているのか、社会福祉協議会と道の駅等

の施設による指定管理の違いについて、ＤＶの相談件数や窓口の連携、新型コロナウイ

ルスのワクチン接種等に関する質疑がありました。 

 まちづくり推進部関係の予算では、農業次世代人材投資事業の事業内容を問う質疑が

あり、４９歳以下の方で、農業経営者となるための強い意志を持っていて、条件が合う

場合、国からの補助金が受けられる制度であり、申請に基づいて就農開始後 長５年間、

補助金を受けることができ、金額は就農開始後１年から３年間は年間１５０万円、４年

から５年間は年間１２０万円であり、９７５万円を予算計上している、現在８名がこの

制度を受けたいと希望しており、高齢化による町の農業従事者の担い手不足を打開する

糸口になると考えているということでした。 

 飲食店舗開業補助金と創業支援補助金の違いについての質疑があり、飲食店舗開業補

助金は来訪者などから、太子町は飲食店が少ないという指摘や飲食店を増やしてほしい

という要望を受けていることから、観光の視点において飲食店に限定した補助金制度で

あり、創業支援補助金は、国の産業競争力強化法を受けて、中小企業向けに設けている

制度であり、業種を定めておらず、様々な方に創業してもらうことで、雇用の確保や税

収入を将来的には期待しているとのことでした。又、飲食店舗開業補助金は空き家限定

となっているが、創業支援補助金については、通常１０万円の支給に対し、空き家を活

用した場合は２０万円支給されるとのことでした。 

 その他、空き家のスズメバチの巣の駆除について、観光推進費に対する費用対効果、
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ごみの個別収集、聖徳太子没後１４００年事業でのクラウドファンディングの状況と目

標金額未達時の対応について等の質疑がありました。 

 教育委員会関係の予算では、国指定史跡二子塚古墳保存整備事業において、この整備

事業の完了はいつ頃になるのか、又、完成までの安全対策についての質疑があり、令和

３年度より実施設計を行い、令和４年度から工事着手し、古墳の保存整備、トイレや案

内板の設置を行っていくことになるが、一気に行ってしまうと単年度の予算が大きくな

るため、財政状況を加味しながら、３年から４年にかけて行っていく予定としていると

のことでした。安全対策については、従前から身近に古墳や石棺が見られるというのが

売りの１つであり、今までの状況から変更する予定はないが、草刈りなどを行ったこと

で急な勾配があらわになったこともあり、ロープなどによって可能な限りの安全対策を

実施していくとのことでした。 

 コロナ禍の中で、総合体育館を子どものサークルだけでも無料に貸し出すことができ

ないかとの質疑があり、使用料に関しては、自治体である以上、維持管理費用の一部を

使用者に負担していただく受益者負担という原則の下で動いており、建物のイニシャル

コストを徴収しているわけではなく、維持管理費用の一部を負担していただくという考

えは、どこの自治体でもその原則に基づき費用を負担していただいているため、減額や

無料化については現在のところ検討していないとのことでした。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、予算常任委員長から報告がありました。 

 これについて質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 議案第１号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号、一般職の職員の給

与に関する条例中改正の件は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 西田議員。 

○３番（西田いく子君） 議案第２号、太子町国民健康保険条例中改正の件について、意

見をつけて、賛成の討論を行います。 

 介護保険料賦課限度額について１万円、医療分保険料賦課限度額について２万円、合

計３万円を引き上げる改正により、保険料が一定軽減されるとのことですが、この引上

げで増える額は僅か７３万９千円です。 

 国保制度は、２０１８年から都道府県化が進められていますが、大阪府は、国の方針

を先取りして、標準保険料率どころか、統一保険料率を目指しているため、全国でも群

を抜いて高い保険料になっています。賦課限度額引上げによって生まれた７３万９千円

に加え、太子町も基金を投入して、値上げ幅を抑える努力をしておりますが、それでも

値上げになることに変わりはありません。 

 堺市は、保険料率の府内完全統一時期の延期も含めた対応を検討することを強く求め

ると府に意見しています。ぜひ、太子町も大阪府に対し、保険料値上げにつながる府内

完全統一の延期を求めてください。又、大阪府に対し、国保財政運営の責任主体として

の責務を果たし、公費の投入拡大を求めると共に、更なる大阪府の繰入金等を投入する

など、大阪府が主体となって、被保険者の保険料負担を緩和させるための方策を講じる

ことを求めると共に、太子町として高過ぎる国民健康保険料の引下げや、コロナ禍の中

だけではなく、太子町として傷病手当を実施するよう求めまして、意見をつけての賛成

討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第２号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号、太子町国民健康保
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険条例中改正の件は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第３号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。藤井議員。 

○４番（藤井千代美君） 議案第３号、太子町介護保険条例中改正の件について、反対の

立場で討論を行います。 

 介護保険制度が執行後丸２０年を経過しました。この２０年間、サービスの削減の負

担増を図る制度の見直しが繰り返される中、保険あって介護なしの事態はますます広が

っています。又、低く抑えられた介護報酬の下で介護事業所の経営難が続いており、ヘ

ルパーをはじめ、介護現場の人手不足は深刻化を増しています。介護従事者の給与が全

産業労働者の平均より月額９万円も低い実態は依然として改善されないままです。この

状況に追い打ちをかける新型コロナウイルス感染症の広がりが経営難、人手不足で疲弊

し切っていた介護事業所、介護従事者を直撃しており、全国で倒産する施設も生まれて

います。今、必要なことは介護基盤を強化し、介護の社会化にふさわしく、高齢化の進

展に伴い、今後一層高まっていく介護需要に応えていくためにも、又、感染症のような

新たな事態に対処していくためには介護保険制度の抜本的改善は不可欠です。 

 私たち日本共産党は、高過ぎる介護保険料を引き下げるために、一般会計を繰り入れ

て、保険料を引き下げるよう一貫して求めてきました。しかし、制度を盾に繰入れはで

きないと歴代の町長は拒んできました。それでも高いという認識はお持ちでしたので、

準備基金を活用し、保険料の値上げを抑える努力をしてきました。第７期では段階を９

から１２に増やし、更に第６期で残った準備基金全額を第７期計画の財源に充当すると

いう努力をし、６期と同額に据え置いたわけです。ところが、町長が変わった途端、段

階を増やす努力もせず、次の３年のために貯金が必要だと１億１千８万円も余らせた基

金のうち５千万円しか第８期の保険料算定を繰り入れないと言うではありませんか。全

額を第８期に投入すれば、第７期と同額を据え置けると言いながらです。それでも、６

千円を超える介護保険料は全国でトップクラスに位置する額です。第８期介護保険事業

計画では、令和２年度、人口１万３千２７０人、６５歳以上が３千８８９人、高齢化率

２９.３％と書かれています。３千８８９人の６５歳以上の方に１億１千８００万円全

額をお返しすれば、約３万円お返しできる額です。コロナ禍で苦しむ住民の生活に寄り

添う気持ちもなく、今が心配だと６千８００万円も貯金し、今を生きる住民に我慢を押
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しつける今回の介護保険料の値上げに反対の討論とします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 本博之議員。 

○５番（ 本博之君） 議案第３号、太子町介護保険条例中改正の件について、賛成の立

場で意見を述べます。 

 本議案は、第８期介護保険事業計画に基づいており、計画的期間内の人口推移等を踏

まえた保険給付費の見込みや地域支援事業の取組などを考慮し、算定されております。

その内容は、第７期計画に引き続いて、団塊世代が７５歳となる令和７年及び団塊ジュ

ニア世代が６５歳となる令和２２年を見据え、高齢者の抱える多様な課題、ニーズへの

対応などを盛り込み、福祉施策と介護保険事業の基本的な考えや具体的な取組を示し、

各事業の安定的運営を目的とした内容となっております。 

 この度の介護保険料の設定は、今後も更に高齢化が続くと予想される中、１人当たり

の給付費も年々増加傾向にあると、又、中長期的な観点から、安定的に介護保険事業を

運営するための有効的かつ計画的な基金の導入を行うなど、第９期事業計画を見据えた

保険料設定であると考えます。 

 今後も高齢化がより一層進行していく中、引き続き、高齢者が今後も住み慣れた地域

で心豊かに安心して暮らせるよう、地域包括ケアシステムの一層の推進と地域共生社会

の実現に向けた取組を進めていただくことを要望し、賛成の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第３号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立７名・反対２名〕 

○議長（村井浩二君） 起立７名、反対２名。起立多数でございます。よって、議案第３

号、太子町介護保険条例中改正の件は、原案どおり可決することに決しました。 

 次に、議案第４号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 
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 お諮りいたします。 

 議案第４号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号、太子町消防団条例

中改正の件は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第５号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５号、令和２年度太子町

一般会計補正予算（第１０号）は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第６号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号、令和２年度太子町

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第７号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第７号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号、令和２年度太子町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第８号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。西田議員。 

○３番（西田いく子君） 議案第８号、太子町一般会計予算について、反対の立場で討論

を行います。 

 ２０１９年１２月、中国湖北省武漢市で新型コロナウイルス感染症が確認されてから

１年以上が過ぎましたが、いまだにコロナ感染症の終息が見えてきません。大阪府では、

２月末に２回目の緊急事態宣言は解除されましたが、今なお、東京を中心とする首都圏

では緊急事態宣言下が解かれようとはされておりません。解除はされましたけれども、

感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株が検出されており、専門家の間では

第４波を招くのではと警戒が強められています。 

 ところが、大阪府の吉村知事の緊急事態解除後の呼びかけは、会食をする場合は４人

以下でのマスク会食をぜひ徹底して、手洗いやうがい、手の指の消毒など、基本的な感

染症対策をお願いしたい、大阪市内の飲食店には申し訳ないが、午後９時までの時短要

請を３月２１日までお願いしたい、感染の再拡大を防ぐため、府民や事業者に対策の徹

底をと個人努力を求めています。又、医療従事者へのワクチン接種について、今月上旬

に７万人に実施したい、患者を多く受け入れた病院から順に行うと述べていますけれど

も、このワクチン接種が医療従事者でさえ中々実施に至っていません。ワクチンもどれ

だけ供給されるのか、先行きは不透明で、１回目に太子町の６５歳以上の方のうち３５

人分しか入らないかもしれないという説明もありました。 

 今、急がれるのは、検査の抜本的拡充、医療機関の減収補塡、営業への十分な補償、

雇用と賃金の補償など、現場の切実な声に政治が応えることです。ところが、菅政権に

も、維新府政にもその基本的立場がありません。地域の医療が崩壊の危機に直面し、コ

ロナ禍で非正規雇用の方の働く場が激減する中、矛盾が集中している、女性の貧困が深

刻化しているなど、暮らしと命が脅かされています。冷たい政治を変えることが不可欠

であり、太子町の住民の暮らしと命を守るために、太子町としての温かい施策が求めら

れています。ところが、田中町長になって初めての本格予算というのに、新しい施策が

ほとんど見当たりません。今まである施策を充実した形のものが大多数です。一方で、



－１１９－ 

需用費に限ったとのことですけれども、マイナス５％のシーリングをかけました。これ

によって、２千７００万円浮いたとのことです。需用費に無駄があり、無駄を省いたと

いうのであれば、良いことだとは思いますけれども、ではこの浮いたお金はどこに使わ

れているのでしょうか。太子町独自予算でのコロナ対策はしていないとのことです。だ

ったら、これは貯金に回っただけということになるのでしょうか。 

 一方で、小さな額ですけれども、見逃せないのが、郷土の偉人、中山久蔵顕彰事業、

職員旅費４９万７千円です。何人で何泊研修するのかが二転三転するような予算のつけ

方を許していいのでしょうか。コロナ禍の中、地方の貯金、財政調整基金が減っている

とのことですが、太子町ではコロナ対策では町独自に支出はしていません。府内町村で

トップクラスの基金残高が今のコロナ禍では決して誇れることではないと思います。町

長公約でもある学校給食費の無償化、少人数学級の実施など、それこそスピード感を持

って実施していただきたいものです。 

 中々こういったものが進まない中、４月には聖火リレーを行おうとしております。昨

年実施する予定で１千２００万円つきました。昨年度に物品を幾らか買いましたので、

使っておりますが、残り約７００万円程度だったと思いますが、そのお金があれば、住

民の暮らし応援の施策にも使えるのではないでしょうか。又、Ｆ.Ｃ.大阪との連携協定

の在り方に端的に町の姿勢が表れましたけれども、町長がどこに向かって町政を進めよ

うとしているのかが見えてきません。この時期に、補正予算では職員２人の退職が告げ

られました。ぜひしっかり住民の声、職員さんの声、議会への説明責任を十分果たして

いただきますよう要望いたしまして、反対の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 討論を許します。山田議員。 

○９番（山田 強君） 議案第８号、令和３年度太子町一般会計予算について、意見を付

けて、賛成の立場で討論を行います。 

 本予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により先行きが不透明な中、児童虐待防

止強化などに向けた子ども家庭総合支援拠点運営事業、子ども医療費の助成事業の拡充

など、子育て支援体制の充実に加え、地域に即した持続可能な地域公共交通の構築に向

けた取組や災害に強いまちづくり、又、地域の活性化に向けた聖徳太子没後１４００年

事業、町内での起業や創業を支援するための補助事業、そして社会のグローバル化によ

る人材育成に係る英語検定試験検定料助成の拡大など、第５次総合計画に沿った施策が
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予算化されています。 

 一方、検証に時間を費やした（仮称）生涯学習施設整備事業や喫緊の課題である少子

化、人口減少対策として始まった三世代同居・近居支援事業では、不備を指摘してから

改正まで１年近く時間を要するなど、実施は喜ばしいことですが、スピード感のない対

応が文化連盟など、住民の皆様に不安や不便をかけてしまいました。 

 又、歳入では、町民税や市町村たばこ税をはじめとする町税が大きく減少する中、国

からの地方交付税は昨年度より増えており、例年並みの財源が確保されています。国、

府支出金などの財源確保に努めると共に、公共施設整備基金などの特定目的基金並びに

体制調整基金の効果的な活用などにより予算編成が行われており、一定評価します。 

 しかし、非常事態宣言が解除されたとはいえ、新型コロナウイルス感染症の第４波も

専門家の間で懸念されており、ＧｏＴｏトラベルも停止、継続で揺れている中、郷土の

偉人、中山久蔵顕彰事業は、職員４人で４９万７千円の旅費が計上されています。教育

委員会の教育長、次長が参加と聞き、本町の危機意識の希薄を感じます。北広島市、知

新の駅との共同事業の内容の明確な説明もなく、この時期になぜ予算計上なのか、疑問

が残ります。記念事業は３年後の令和５年であります。実施においては、テレワークな

どを活用し、自重、又は実務者のみの再検討をすべきであります。 

 以上、町政運営に緊張感を持って、誠実に取り組むよう要望し、意見を付けての賛成

討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第８号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立７名・反対２名〕 

○議長（村井浩二君） 起立７名、反対２名。起立多数でございます。よって、議案第８

号、令和３年度太子町一般会計予算は、原案どおり可決することに決しました。 

 次に、議案第９号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 西田議員。 

○３番（西田いく子君） 議案第９号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計予算につ
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いて、反対の立場で討論を行います。 

 市町村が運営する国民健康保険は加入世帯主の４割が年金生活者などの無職、３割が

非正規労働者で、低所得者が多く加入する医療保険です。ところが、平均保険料は、４

人世帯の場合、同じ年収のサラリーマンの健康保険料の２倍になります。高過ぎる保険

料を引き下げ、国保の構造的な問題を解決するには公費を投入するしかありません。

元々現行の国保制度がスタートした当初、政府は社会保障制度審議会、１９６２年勧告

で、国民健康保険は被保険者に低所得者が多いこと、保険料に事業主負担がないことな

どのため、どうしても相当額国庫が負担する必要がある、こう認めていました。 

 ところが自民党政権は、１９８４年の法改定で、国保への定率国庫負担を削減したの

を皮切りに、国庫負担を抑制し続けてきました。国保加入者の構成も、かつては７割が

農林水産業と自営業でしたが、今では無職と非正規労働者などの被用者で合わせて８割

近くになっています。国保に対する国の責任の後退と国保加入者の貧困化、高齢化、重

症化が進む中で、国保料の高騰が止まらなくなったのです。 

 全国知事会、全国市長会、全国町村会など、地方団体は加入者の所得が低い国保がほ

かの医療保険よりも保険料が高く、負担が限界になっていることを国保の構造問題だと

し、これを解決するために国費投入、国庫負担を増やして、国保料を引き下げることを

国に要望し続けています。 

 ところが、安倍政権は、２０１８年４月から、それまで市町村ごとに分かれていた国

保の財政を都道府県に集約する国保の都道府県化をスタートさせました。この制度改変

の 大の狙いは、市町村が一般会計から国保会計に繰入れを行っている自治体独自の保

険料軽減をやめさせ、その分を住民の負担増に転嫁させることです。そのために標準保

険料率という新しい制度が導入されました。標準保険料率は国が示す算定式に基づき、

都道府県が市町村にあるべき保険料の水準を示す仕組みです。平成３０年度から維新府

政によって、府は全国に先駆けて、保険料統一を行う運営方針を出しました。太子町は、

その方針に沿い、大阪府が示す市町村標準保険料率に、６年の激変緩和措置期間で段階

的に近づけていくと示されています。今後も国保料が毎年引き上げることが余儀なくさ

れており、今でさえ高過ぎる保険料に苦しめられている国保加入者に国保料の負担は重

くのしかかり、将来不安が大きくなるばかりです。 

 更に、現在、新型コロナウイルスの影響で、経済的に先の見通しがつかない状況であ

り、特別な対策が必要とされています。国保の都道府県化の下でも自治体の判断で公費
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繰入れができることは、厚労省も度々答弁をしております。そもそも、地方自治体が条

例や予算で住民福祉のための施策を行うことを国が禁止したり、廃止を強制したりする

ことは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を侵す行為です。だから、当時の安

倍政権も標準保険料率は参考値で、自治体に従う義務はない、こう答弁せざるを得ませ

んでした。国保の運営主体である太子町が国や大阪府と一緒になって、値上げ必至のこ

の制度を推進するのか、住民を守る防波堤になるのかが今問われています。 

 太子町として、国や大阪府に公費負担を強く求めると共に、府の国保の一元化は中止

するよう求め、太子町として、国民健康保険法にある目的に沿って、社会保障及び国民

保険の向上に寄与するためにも、高過ぎる国保料は払える国保料に引き下げることを求

めまして、反対の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 討論を許します。 本馨議員。 

○６番（ 本 馨君） 議案第９号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計予算につい

て、賛成の立場で意見を述べます。 

 国民健康保険は、国民皆保険制度の基盤的役割を果たしております。しかしながら、

被保険者の年齢構成が高く、医療費水準が高いほか、低所得者が多いなどの構造的な課

題に加え、コロナ禍における経済情勢からもその運営は非常に苦しい状況であると考え

ます。制度発足時には、農林水産業や自営業の方を中心とする医療保険、健康保険制度

として創設されましたが、その後の少子高齢化などの社会情勢の変化や社会保障制度を

取り巻く環境の変化により、国民健康保険の現状は被保険者の多くを年金生活者や所得

の低い被保険者が占める状況となっています。 

 このような状況下、都道府県が財政主体となる国民健康保険の広域化が進み、大阪府

でも平成３０年度から国民健康保険の広域化に取り組んでいます。国民健康保険広域化

４年目となる本予算案は、昨年度に引き続き、財政調整基金を繰り入れることで保険料

の上昇を抑制する町独自の激変緩和措置を講じており、被保険者の負担増加に配慮した

予算案となっており、評価できるものと考えます。 

 又、被保険者の健康増進につながる保健事業では、夏と冬の集団健康診査の充実や継

続して実施している人間ドック助成事業など、受診機会の拡大、充実に努め、特定健康

診査の受診率向上と将来の保険給付費の適正化につながる事業にも取り組んでおり、こ

の点についても一定評価できるものと考えます。 
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 このように国民健康保険財政調整基金の活用により、町独自の激変緩和措置による被

保険者の保険料負担への配慮や被保険者の健康増進にも積極的に配慮した予算案である

と考えます。 

 今後とも円滑かつ健全な制度運営に努められますよう要望して、本予算の賛成討論と

いたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第９号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立７名・反対２名〕 

○議長（村井浩二君） 起立７名、反対２名。起立多数でございます。よって、議案第９

号、令和３年度太子町国民健康保険特別会計予算は、原案どおり可決することに決しま

した。 

 次に、議案第１０号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号、令和３年度太子

町山田財産区特別会計予算は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１１号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号、令和３年度太子

町春日財産区特別会計予算は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１２号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。藤井議員。 

○４番（藤井千代美君） 議案第１２号、令和３年度太子町介護保険特別会計予算につい

て、反対の立場で討論を行います。 

 介護保険条例中改正で、第８期の保険料の基準額を６千４８０円とし、第７期と比べ

て３３０円引き上げることとしました。これにより、所得段階への全ての階層で保険料

が引き上げられることになります。それは生活保護を受給している世帯や世帯全員が住

民税非課税の世帯にも及んでいます。介護保険制度が始まってから３年ごとに引き上げ

られ、今では高過ぎる保険料にもかかわらず、保険料は年金天引きで、問答無用に払わ

せています。年金天引きされない普通徴収でも滞納者が生まれています。コロナ禍にお

いて、経済状況は厳しい今、これ以上の負担を住民に押しつけるべきではありません。 

 準備基金を全額投入すれば、保険料を据え置くことは可能だとおっしゃっているでは

ありませんか。保険料を支払い、利用料を支払う住民も大変ですが、介護従事者も苦境

に立たされています。厚生労働省は、経営難を支えるため、デイサービスやショートス

テイなどの介護報酬単価を０.７％引き上げました。しかし、コロナ危機の下で介護事

業所の倒産が過去 高の状況で、全産業平均より８万円低い介護職の給与を引き上げ、

人員を確保するためには全く足りていません。しかも、僅かに引き上げた報酬単価分の

財源は、従来の国２５％、地方自治体２５％、保険料５０％に乗せるだけで、国の負担

割合はこれまでと変わりません。サービスの内容は変わらないのに利用料だけが高くな

ることに、利用者や家族から憤りの声が上がっています。介護報酬引上げによる負担増

は国の予算で対応すべきです。 

 又、新年度から世帯全員が住民税非課税のうち、年金収入１２０万円を超える世帯を

対象に、介護施設利用者の食費負担が月額２倍以上に引き上げられます。それはデイサ

ービスやショートステイを利用する際の１食当たりの食費負担にも影響します。既に利

用料が高過ぎて、利用抑制が起きています。介護保険制度が始まって２０年、保険あっ

て介護なしの状態は深刻さが増しています。必要な介護を保障するためには、太子町と

しての独自の利用料軽減策を行うべきです。 
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 コロナ禍で日本社会の脆弱さが露呈する中だからこそ、国や行政の役割が求められて

います。介護保険の構造上の課題を利用者や保険料に課すのではなく、高齢者やその家

族が安心して利用できるものに、そして介護で働く人が安心して働き続けられる環境に

することは、国や府、何よりも太子町の仕事です。誰もが安心して利用でき、安心して

働ける介護制度を求めまして、反対の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 討論を許します。 本博之議員。 

○５番（ 本博之君） 議案第１２号、令和３年度太子町介護保険特別会計予算について、

賛成の立場で意見を述べます。 

 本予算は、令和３年度から始まる第８期介護保険事業計画に沿った内容であり、本町

の高齢化に対応すべく、地域包括ケアシステムの深化、推進に向けた取組を展開すると

共に、近年増加し続ける認知症高齢者に対しても予防と共生を軸とした認知症施策など

を推進するものとなっています。特に、地域で住民が互いに支え合う地域づくりの推進

や様々な課題に対して適切に対応できる包括的な支援体制の整備に取り組むものとされ

ており、充実した内容となっています。 

 又、歳入の柱となる第１号被保険者の保険料については、今後も高齢者が進行してい

く中、認定者数の増加に伴う重度化防止に対する各種サービスなども増加が予想され、

第１号被保険者１人当たりの給付費も年々増加し続けていることから、保険料の上昇も

やむを得ない状況となっています。 

 このような中、第７期計画期間での準備基金を有効的かつ計画的に活用され、保険料

の上がり幅を抑制すると共に、法に定められた国、府等の負担割合による予算措置がな

されており、適正なものであると考えます。 

 今後も、なお一層の保険給付の適正化に努められ、高齢化の進行に対応し、更なる介

護予防の充実、又、介護保険事業の円滑な提供、運営に努められることを要望いたしま

して、賛成の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第１２号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔起立７名・反対２名〕 

○議長（村井浩二君） 起立７名、反対２名。起立多数でございます。よって、議案第１

２号、令和３年度太子町介護保険特別会計予算は、原案どおり可決することに決しまし

た。 

 次に、議案第１３号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。藤井議員。 

○４番（藤井千代美君） 議案第１３号、令和３年度太子町後期高齢者医療特別会計予算

について、反対の立場で討論を行います。 

 後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲

い込んで、負担増と差別医療を押しつける悪法です。２００８年の制度導入以来、７回

にわたる保険料値上げが実施され、高齢者の生活を圧迫する重大要因となっています。

２００８年の制度導入時、差別制度に怒る国民世論に包囲された自公政権は、低所得者

への保険料を軽減する措置を導入しましたが、安倍政権はその特例軽減を打ち切り、保

険料を値上げする改悪を２０１７年度から実施に移しています。 

 そして、菅政権は７５歳以上の医療費窓口負担を、単身の場合は年収２００万円以上、

夫婦がどちらも７５歳以上で年収３２０万円以上の世帯を対象に約３７０万人の医療費

を１割から２割に２倍化する法案を予算関連法案として通常国会に提出し、団塊の世代

が７５歳以上になり始める２０２２年には実施できるよう、３月中にも一括法案として、

早期の成立をもくろんでいます。高齢者の所得の８割は公的年金が占め、約７割の世帯

は公的年金のみで生活しています。その年金も減らされ続け、２０２０年には２０１３

年比で実質支給額は６.４％も減っています。更に、高齢者の貧困化の深まりで、生活

保護を受給している高齢者世帯が安倍政権下で１.２倍以上に増えています。これ以上

の負担増は大幅な受診抑制を引き起こし、高齢者の生活権が脅かされることになります。

負担能力に応じたものへと改革していくというなら、税や社会保険料での徹底こそが求

められます。高額所得者からの保険料能力に応じた負担とし、又、国の社会保険財源の

確保を消費税と働き方改革ではなく、兵器爆買いなど、軍事費などの無駄を省くこと、

早期発見、早期治療や薬価を見直し、大企業や富裕層への課税強化で国費財源を確保す

べきです。 

 後期高齢者の医療費窓口負担２割化は、高齢者の暮らしと命、健康を守る上で大きな
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影響が及びます。後期高齢者医療制度は７５歳以上の全ての高齢者をほかの医療保険か

ら切り離して、強制加入させるものであり、年齢で医療に差別を持ち込む世界でも例の

ない制度です。高齢者は医療費が多くかかることから、保険料は必然的に高くなる。本

来ならば、高齢になったら負担は軽くするのが当たり前だが、この制度は逆に７５歳を

過ぎると医療を別にして、負担が重くなる仕組みになっている。７４歳までは子どもな

どの扶養になっていた人でも、７５歳から新たに保険料を払わなければならなくなる。

日本医師会から、更なる受診控を生じさせかねない政策を取り、高齢者に追い打ちをか

けるべきではないとの意見が出されています。 

 政府はコロナから高齢者をはじめ、国民の命と健康を守る体制の強化を何よりも急ぐ

べきです。問題だらけの後期高齢者医療制度は廃止することを求めて、反対の討論とし

ます。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第１３号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立７名・反対２名〕 

○議長（村井浩二君） 起立７名、反対２名。起立多数でございます。よって、議案第１

３号、令和３年度太子町後期高齢者医療特別会計予算は、原案どおり可決することに決

しました。 

 次に、議案第１４号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１４号、令和３年度太子

町下水道事業会計予算は、原案どおり可決されました。 
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○議長（村井浩二君） 日程第１５、議案第１６号から日程第１９、議案第２０号までの

以上５件を一括議題といたします。 

 まず、議案第１６号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１６号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１６号、太子町国民健康

保険条例中改正の件は、原案どおり可決されました。 

 議案第１７号及び議案第１９号については、去る２３日の本会議において、予算常任

委員会に審査を付託しておりましたので、その結果について報告を願うことといたしま

す。 

 予算常任委員長の報告を求めます。 

〔予算常任委員長 本 馨君 登壇〕 

○予算常任委員長（ 本 馨君） 予算常任委員会に付託されました議案について、審査

の結果を報告します。 

 議案第１７号、令和２年度太子町一般会計補正予算（第１１号）については、審議に

おいて、幼稚園空調設備更新事業において、現時点で補正予算を計上している理由につ

いての質疑があり、昨年に空調が故障したため修理を行ったが、３機あるうちの２機目

も故障し、機種も古く、今後も故障が続くことが考えられるため、国へ学校施設環境改

善交付金を申請していたところ、国での１２月補正予算で交付金が出ることが決まった

ため、今回予算計上を行っているとのことでした。 

 急な退職者が出ており、財政調整基金から繰入れを行っているが、退職手当基金から

の繰入れはしないのかとの質疑があり、退職手当基金については３名を基準とし、定年

退職者が３名を超える場合は退職手当基金から繰り入れることとしている、今回の場合、

自己都合退職者であるため財政調整基金から繰り入れているとのことでした。 

 その他、退職者が出ることによる欠員分の採用、４月からは兼務がなくなるのかにつ

いての質疑がありました。 
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 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 議案第１９号、令和３年度太子町一般会計補正予算（第１号）については、審議にお

いて、予防接種委託料の金額について、医師や看護師の費用が含まれているのかについ

て質疑があり、予防接種委託料は富田林医師会の接種委託料となっており、接種委託料

の中に医師、看護師の人件費が含まれているとのことでした。 

 観光推進費の施設撤去等工事請負費において、仮設トイレは５月に撤去することにな

るのかについて質疑があり、春の行楽期に仮設トイレを設置し、その時期を過ぎれば撤

去する予定でいるとのことでした。 

 その他、仮設トイレの雨天時の対策や手洗い環境の充実、ワクチン接種等の送迎バス

の詳細について質疑がありました。 

 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。 

 以上のとおりでございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま、予算常任委員長から報告がありました。 

 これについて質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 議案第１７号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１７号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１７号、令和２年度太子

町一般会計補正予算（第１１号）は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１８号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 
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 お諮りいたします。 

 議案第１８号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１８号、令和２年度太子

町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１９号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１９号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１９号、令和３年度太子

町一般会計補正予算（第１号）は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２０号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第２０号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２０号、令和３年度太子

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案どおり可決されました。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第２０、議員提出議案第１号、太子町議会会議規則中改正の

件。 

 本件について、提案理由及び内容の説明を求めます。 

 森田議員。 

○８番（森田忠彦君） 議員提出議案第１号、太子町議会会議規則中改正の件について、

提案理由及び内容の説明を申し上げます。 
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 本改正は、令和３年２月９日開催の都道府県会長会において、標準町村議会会議規則

の一部の改正が決定されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 提案理由は、議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動しやす

い環境整備の一環として、出産、育児、介護などの議員としての活動するに当たっての

諸要因に配慮するため、議会への欠席事由を整備すると共に、出産については母体保護

の観点から産前産後の欠席期間を規定するものです。又、請願者の利便性の向上を図る

ため、議会への請願手続きについて、請願者の一律に求める押印の義務づけを見直し、

署名又は記名押印に改めるものであります。 

 尚、改正内容の説明は議長除く全議員の提出議案ですので、省略させていただきます。 

 本規則の施行期日は公布日からとしております。 

 以上、よろしくご賛同いただきますようお願いいたします。 

○議長（村井浩二君） ただいま、提案理由及び内容の説明がありました。 

 お諮りいたします。 

 議員提出議案第１号は、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第１号は委員会付

託を省略いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議員提出議案第１号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第１号、太子町議
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会会議規則中改正の件は、原案どおり可決されました。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第２１、請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約への参加・

調印・批准を求める意見書の提出を求める請願について。 

 本請願は、去る２日の本会議において、総務まちづくり常任委員会に審査の付託をし

ておりましたので、その結果について報告を願うことといたします。 

 総務まちづくり常任委員長の報告を求めます。 

 中村議員。 

〔総務まちづくり常任委員長 中村直幸君 登壇〕 

○総務まちづくり常任委員長（中村直幸君） 請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約へ

の参加・調印・批准を求める意見書の提出を求める請願は、討論において、反対、賛成、

それぞれの討論がありました。 

 採決の結果、反対多数により不採択ということに決しました。 

 以上でございます。 

○議長（村井浩二君） ただいま総務まちづくり常任委員長から報告がありました。 

 これについて質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。 本馨議員。 

○６番（ 本 馨君） 請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を

求める意見書の提出を求める請願について、反対の立場で討論をします。 

 核兵器が地球上でなくなる日が来ることは人類の悲願である。万人が皆分かっている

ことです。しかしながら、現実として、地球上では今もって各地で紛争という名の戦闘

が行われているのも事実であります。 

 我が国は、請願の趣旨にも書いてあるように、昭和２０年８月６日に広島、９日には

長崎に原子爆弾が投下され、未曽有の被害を受け、何ら非のない多くの国民が犠牲とな

りました。 

 昭和帝は終戦の詔書に、敵は新たに残虐なる爆弾を使用して、しきりに無辜を殺傷し、
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惨害の及ぶところ、真にはかるべからざるに至る。しかも、なお交戦を継続せんか、つ

いに我が民族の滅亡を招来するのみならず、ひいて人類の文明をも破却すべし。かくの

ごときは朕、何をもってか億兆の赤子を保し、皇祖皇宗の神霊に謝せんや。これ朕が帝

国政府をして共同宣言に応じせしむるところのゆえんなり。 

 我が国は大東亜戦争に敗れました。その後、サンフランシスコ講和条約の調印で独立

を果たすまでアメリカ占領統治下にありました。そして、同時に旧日米安保条約も締結

され、日本の安全保障はアメリカの庇護の下にあり、今日に至っています。 

 アメリカは核保有国であります。そのアメリカに我が国の防衛を委ねている以上は、

核兵器禁止条約に調印、参加すれば、矛盾が生じることになります。日本は独自の軍隊

を持ちません。自衛隊という名の軍事組織はありますが、武器使用に関しては厳格な法

律があり、果たして本当に有事の際は国民を守れるのかと思うほど、世界の常識からか

け離れているのであります。 

 この核兵器禁止条約の参加、署名８６ケ国のほとんどの国には自国民を守る軍隊が存

在します。一部軍隊のない国も存在すれば、独立して、宗主国に守られているなどある

が、我が国周辺の状況を認識するとき、北朝鮮、中国からの脅威にどう立ち向かうのか

を真剣に議論するときではないでしょうか。韓国でさえ、我が国固有の領土、竹島を不

法に占拠している事実、国際間の問題を解決する手段にきれいごとは通用しないのでは

ないでしょうか。 

 世の中は誰しも戦争なんか望んでいる人間になっておりません。かくいう私にあって

は、海上自衛隊の予備自衛官であり、弟は陸上自衛隊の現役です。一旦、緩急あれば、

義勇公に奉じ、国家守護の任に就くのであります。平和な世の中が一番なのは誰よりも

分かっている所存です。 

 日米開戦間際の昭和１６年９月６日の御前会議の席上、昭和天皇は異例とも言える発

言をなさいました。ここに畏くも明治大帝御製の句がある。四方の海、みなはらからと、

思う世に、など波風の、たちさわぐらんを２回拝読され、私は常にこの御製と同じ思い

であり、平和愛好の精神を明らかにするものと念ずるものであると言われました。この

御製は日露戦争前夜、明治大帝が読まれ、その英訳された御製が時のアメリカ第３６代、

セオドア・ルーズベルト大統領が目にして、意味を知った大統領は強い感銘を受け、ホ

ワイトハウスに御製が掲げてあったそうです。 

 日本人は元来、何ら好戦的な人種でもなく、むしろ平和を愛し、博愛の精神に則り、
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全世界の人々が仲よく、仲むつまじく助け合って暮らしていけることを理想とする社会

の実現を目指してきました。このことを天業かいこうといいます。私たちは、父祖の代

よりその地を受け継ぎ、万世に平和な世の中の実現に向けて努力する責務があります。 

 以上をもって反対の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

 討論を許します。西田議員。 

○３番（西田いく子君） 平和と生活をむすぶ会、湯川恭氏、長崎の証言の会、美佐田和

之氏、新日本婦人の会太子支部、小野美弥子氏、３人から提出されました請願第１号、

日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める意見書の提出を求める請願に

ついて、賛成の立場で討論を行います。 

 １９９７年の対人地雷禁止条約、２００８年のクラスター爆弾禁止条約成立の積み重

ねの上、２０１７年７月７日、核兵器禁止条約が採択され、２０２１年１月２２日、つ

いに発効されました。広島市のホームページには、２月２２日現在で、署名国が８６ケ

国地域、批准国地域が５４ケ国地域と記されており、日々増え続けています。 

 又、日本政府に核兵器禁止条約への参加、署名、批准を求める意見書決議を上げてい

る自治体も３月２４日現在で５４２自治体に上り、大阪では和泉市、泉佐野市、摂津市、

高石市、忠岡町、近隣では、富田林市、河南町、この７自治体が決議を上げています。 

 請願の趣旨には、核兵器禁止条約は世界の被爆者と共に、日本国民が長年にわたり切

望してきた核兵器完全撤廃につながる画期的なものです。私たち太子町民は、安心と希

望の持てるまちづくりを目指し、二上山の麓より平和を愛する世界の人々とつながって

いきたいと切望します。貴議会として、日本政府が唯一の戦争被爆国として、核兵器完

全禁止のため、真剣に努力する証として、日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・

批准を求める意見書を提出していただくよう請願いたします。こう書かれています。 

 核兵器がいかなる状況の下でも、決して再び使われないことが人類生存の利益という

条約の核心部分は核抑止力のアメリカの核の傘に頼る日本政府の立場と相入れないもの

です。核兵器で平和は守れません。近代国家として、紛争は武器、戦争ではなく、外交

で解決する、これが国際的な流れです。日本は戦前の過ちを悔い、二度と戦争しないと

誓った日本国憲法、平和憲法があります。この平和憲法を持つ日本政府として、平和へ

のイニシアチブを国際社会で取ることが求められています。 

 太子町議会は、昭和６０年１２月１７日に非核平和都市宣言に関する決議を採択して
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おります。議会だよりには人類願望の恒久平和実現への願いを込めて、昭和６０年１２

月に非核平和都市を宣言しました、こう書かれています。改めて、非核平和都市宣言に

関する決議を読み上げさせていただきます。 

 世界の恒久平和は全人類の願望である。しかるに、近年、核軍拡競争はとどまるとこ

ろを知らず、人類の生存そのものが脅かされている。世界 初の核被爆国となった我が

国は、再び広島、長崎の惨禍を繰り返させてはならない決意と責任を世界に示さなけれ

ばならない。我が太子町においても、日本国憲法に掲げる恒久平和の原則を町民生活の

中に生かし、継承させていくことが人類尊重の精神を育み、自然と文化、そしてより良

い生活環境を守ることになる。よって、本町は国是である非核３原則の堅持を政府に強

く求め、核兵器の廃絶を全世界に訴えるものである。以上、宣言する。こう書かれてい

ます。 

 今、世界は、核兵器禁止に足を踏み出しました。平和を願う思いは、当時の議員も、

ここにいらっしゃる議員もどなたも同じだと思います。 

 尚、この請願には意見書を提出してくださいと書かれておりますけれども、文案は添

付されてありません。太子町議会議員として、思いを束ねた意見書を作り、国に提出す

ることは決して難しいことではないと思っております。ぜひ、本請願に議員各位のご賛

同を心からお願いを申し上げ、賛成の討論といたします。 

○議長（村井浩二君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決を行います。採択、不採択をお諮りいたします。 

 請願１号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立４名・反対５名〕 

○議長（村井浩二君） 起立４名、反対５名。よって、反対多数でございます。 

 請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める意見書の提出

を求める請願は、本会議では不採択とすることに決しました。 

                                       

○議長（村井浩二君） 日程第２２、閉会中の継続審査の申し出について、これを議題と

いたします。 

 お手元に配布しておりますとおり、議会運営委員長、広報特別委員長、生涯学習施設
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建設調査特別委員長及び観光拠点整備特別委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、

閉会中の継続審査の申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（村井浩二君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続審査とすることに決しました。 

 去る２日に開会して以来、本日まで２４日間、提出されました議案につきまして慎重

にご審議をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 理事者各位におかれましては、本会議あるいは委員会における各議員からのご指摘並

びにご意見を尊重していただき、事務執行に反映されるよう要望いたします。 

 又、本日、 終日、初日、一般質問等、多くの傍聴の皆様、ご来場いただきまして、

深く感謝申し上げます。太子町議会は二元代表制の下、法律、条例に基づき、言論の府

として、住民福祉の向上のため職責を果たし、住民の皆様への議会の見える化をこれか

らも進めていきたいと考えております。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これをもちまして、令和３年度第１回太子町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 ０時２２分 閉会） 

○議長（村井浩二君） 閉会に当たりまして、町長より挨拶を受けます。 

 町長。 

○町長（田中祐二君） 令和３年第１回定例会の閉会に当たりまして、ご挨拶を申し上げ

ます。 

 去る２日に開会以来、本日まで２４日間という長い会期の中、本会議並びに委員会に

おきまして、慎重なるご審議を賜り、おかげをもちまして、提出いたしました全ての案

件につきまして、原案どおりご承認、ご議決並びにご同意を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。 

 しかし、この度、太子町議会において、藤原副町長への辞職勧告決議がなされたこと

は誠に遺憾であります。今回の決議は、公民連携に関し、民間企業、株式会社Ｆ.Ｃ.大

阪との包括連携協定の締結式に町議会の代表である議長等の出席を求めなかったことが

議会軽視に当たるとの一部議員からの指摘に端を発しております。しかしながら、この

ような締結式については前例がなく、初めての取組であり、出席者についての決まった
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ルールがあるものでもありませんし、もとより議会を軽視する意図など毛頭ございませ

ん。 

 又、副町長からは、この間、議会に対し、議会を軽視する意図はなかった旨、説明す

ると共に、結果的に議会への配慮が足りなかったと言われる点については、反省し、お

わびもしてまいりました。藤原副町長は、昨年５月１日に議会の同意をいただき、就任

して以来、私を補佐し、大阪府との調整により、補助金の獲得や道路環境の整備など、

着実に実績を上げておりますし、現在進行中で実を結ぼうとしている事業も多数ござい

ます。 

 又、今回、協定を結んだ株式会社Ｆ.Ｃ.大阪はこれまで大阪府をはじめ、他の市町村

とも連携し、様々な公民連携の取組を積極的に展開されております。この協定をスター

トに、株式会社Ｆ.Ｃ.大阪のお力をお借りして、インターネットテレビなどを通じた太

子町の魅力発信、プロサッカー選手による子どもたちへの指導、スポーツイベントの開

催、デジタル技術の活用など、住民生活の質の向上や住民サービスの向上に取り組んで

まいりたいと考えており、太子町の発展のために大いに役立つものと確信をしておりま

す。 

 そのＦ.Ｃ.大阪との良好な関係を築くため、あくまで自費で個人的に試合の応援に伺

ったものであり、太子町のためでもございます。そして、太子町にとって持ち出しのほ

とんどない、多くの方に評価をいただいています協定締結に至るまで、中心となり、ご

尽力いただいたのが藤原副町長であり、その藤原副町長が辞職勧告決議されることは私

には到底理解できることではありません。 

 これまで大阪府から派遣いただいた助役や副町長の方々には、その時々の重要課題の

解決に熱心に取り組んでいただき、又、府に復帰されてからも様々な場面で太子町を応

援していただいております。そういった方々が今回の件をどのようにお思いになるでし

ょうか。又、太子町からは、若手職員の府への研修派遣を行い、人材育成や組織力向上

にも協力いただいております。太子町を代表いたしまして、本当に感謝を申し上げる次

第でございます。しかしながら、この度のような内容で、副町長に対して辞職勧告決議

されたことは、大阪府に対しまして大変失礼なことであり、信頼関係を大きく損ねるも

のであります。 

 又、反論することすら許されない副町長にこのような手続きが行われることは、不公

平であると言わざるを得ません。任命権者である私の責任を問い、住民の信を問うべき
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ものではないでしょうか。結果として、根拠も効果もない辞職勧告決議ではございます

が、全国から太子町全体の見識を疑われかねないものであり、太子町及び太子町住民に

とって何ら益がなく、むしろ大いにマイナスとなるものであるということを申し上げさ

せていただきます。 

 さて、依然として猛威を振るう新型コロナウイルス感染症への対策の１つといたしま

して、４月から６５歳以上の高齢者への新型コロナウイルスワクチンの接種が始まりま

す。太子町におきましても、事業が円滑に進むよう、大阪府や近隣の市町村、富田林医

師会などと連携を取りながら、しっかりと準備を進めてまいります。 

 又、来月１４日には東京２０２０オリンピック・パラリンピックの聖火リレーが府内

町村で唯一太子町を通過いたします。更には、いよいよ聖徳太子没後１４００年を迎え、

様々なイベントや取組が行われます。これを機に一層の本町の知名度アップに取り組み、

地域の活性化も併せて進めてまいりたいと考えております。 

 そして、既にご報告いたしましたとおり、第５次総合計画に掲げる将来像、人と自然

と歴史が交流し未来へつながる和のまちたいしを実現するため、令和３年度から令和７

年度までの５年間を計画期間とする第５次太子町総合計画後期基本計画を策定したとこ

ろであり、４月からは、これまで以上に住民サービスの向上を目指し、より効率的で簡

素な事務執行体制を構築するため、役場組織の機構改革を行います。 

 新年度を迎えるに当たり、時代の変化に的確に対応しながら、これら新たな取組の下、

町政運営を進めてまいりたいと考えております。 

 後になりますが、この時期、寒暖の差が激しい気候が続きますが、皆様におかれま

しては、健康を維持され、又、コロナウイルスに感染することがないよう心からご祈念

を申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

○議長（村井浩二君） 本日はどうもご苦労さまでございました。これにて散会といたし

ます。 
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 この会議録は、書記が記載したものであるが、その内容の正確なものであることを証

明するため、ここに署名する。 
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